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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

総括研究報告書

住宅宿泊事業における衛生管理手法に関する研究

研究代表者 阪東美智子 国立保健医療科学院上席主任研究官

研究要旨

本研究は、住宅宿泊事業法の施行上の問題や届出案件の衛生管理上の問題点

を明らかにし、行政や事業者が実施すべき衛生管理手法について提案を行うこ

とを目的とする。

今年度は、新型コロナウイルス感染症に伴う住宅宿泊事業の届出・廃止動向

を明らかにした。また、自治体が住宅宿泊事業や旅館業に対して新型コロナウ

イルス感染症対策として実施している補助金事業の応募状況などから、事業者

の感染症対策に対する関心・ニーズが少なからず存在することを確認した。

運営・管理業務を受託している管理事業者に対する調査からは、管理業務の

一部を再委託している管理事業者は約 3 分の 1 あり、このうち約半数が日常

清掃などを再委託していることなどが明らかになった。

衛生管理手法の実証実験では、蛍光イメージング法で汚染箇所をある程度把

握できることを示し、それらの箇所の ATP 量からスイッチプレートおよび近

傍壁面の汚染度が高いことや、清掃による汚染除去率が高いことを確認した。 
民泊施設における清掃方法の違いによる汚染の除去効果については、一般生

菌や ATP 量の変化から、清掃方式によっては汚染を正確に除去できずかえっ

て増大させる可能性があることや、適切な清掃条件で清掃すると一般生菌の低

下に効果があることなどを明らかにした。

これらの成果を踏まえて民泊施設の衛生管理に関する読本（小冊子）を作成

し配布した。配布先の自治体からは指導や研修で活用したいなどの評価を得

た。 
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研究分担者

堀田祐三子・和歌山大学 観光学部 教授

本間義規・宮城学院女子大学 生活科学部 教授

研究協力者

大崎元・一級建築士事務所建築工房匠屋 取締役

杉浦正彦・大阪府簡易宿所生活衛生同業組合 事

務局長

橋本知幸・日本環境衛生センター 環境生物・住

環境部 部長

濱田信夫・大阪市立自然史博物館  外来研究員

松村嘉久・阪南大学 国際観光学部 教授

向山晴子・中野区保健所 所長

山田裕巳・積水科学株式会社総合住宅研究所

Ａ．研究目的

本研究は、住宅宿泊事業法施行後の法の施行

状況や、物件の衛生管理等の実態について、旅

館業法に基づく許可案件等との比較分析を行

い、法施行上や物件の衛生管理上の問題点を明

らかにし、行政や事業者が実施すべき衛生管理

手法について提案を行うことを目的とする。

Ｂ．研究方法

令和2年度は以下の6つの調査を実施した。 
（１）統計からみる民泊の動向と地域ごとの特

性に関する調査

国土交通省、厚生労働省および、全国の保健

所設置自治体と自治体観光部署から公開され

ている民泊（新法民泊、特区民泊、改正旅館業）

の許可施設件数を入手し、集計する。

新法民泊と特区民泊に関しては両者を合計

し、都道府県別とともに独自に市区町村別の集

計をおこなって分析する。改正旅館業法後の旅

館業民泊に関しては、いくつかの集積する都市

に関してのケース分析とする。

また、およその動向を見るために、新法民泊

と特区民泊に関して、全国的には2020年度の

中期と年度末期の比較、民泊の集中する大都市

部に関してはこれまでに入手したデータを用

い2018年度末から2020年度末までの半期ごと

の推移を検討する。改正旅館業では記載されて

いる許可年月日を用いて期間ごとの増加傾向

をみる。

あわせて、国土交通省、厚生労働省からの継

時データを全国的な動向資料として参照する。 

（２）宿泊事業を対象とする自治体の新型コロ

ナウイルス感染症対策の取組みに関する調査

1）コロナ禍における住宅宿泊事業の動向に関

する調査

保健所設置自治体の民泊担当部局及び生活

衛生部局の合計623か所を対象に質問紙によ

るアンケート調査を行う。アンケートは郵送し、

ファックスにより回収する。質問項目は、住宅

宿泊事業・旅館業の2020年度の動向、住宅宿

泊事業の届出件数、旅館業の許可件数、住宅宿

泊事業の廃業届出件数、旅館業の廃業届出件数、

住宅宿泊事業者・旅館業営業者からの問い合わ

せ件数のそれぞれについて、前年度からの増減

を尋ねる。また、新型コロナウイルス感染症に

ついて事業者等からの問い合わせ・相談の有無、

管内の住宅宿泊事業や旅館業等における新型

コロナウイルス感染症の発生（疑いを含む）の

有無について尋ねる。

2）コロナ禍において自治体が実施した宿泊事

業（住宅宿泊事業、旅館業）に対する事業・支

援策に関する調査

自治体のHPを検索し、住宅宿泊事業及び旅

館業に対して新型コロナウイルス対策として

実施している事業や支援策を収集・整理する。 
さらに、感染予防対策に対する補助金事業を

実施している自治体から6つの自治体を選び、

質問紙を用いて詳細を尋ねる。
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（３）民泊の衛生管理等に関する住宅宿泊管理

事業者の意識とその現状に関する調査 
各地方整備局等に登録されている住宅宿泊

管理事業者2,206に対して、民泊に利用されて

いる住宅の管理についてアンケート調査を行

う。調査票は、郵送で配布回収を行う。 
また、各地方整備局のリスト上にある事業者

名をウェブ検索し、その主要な事業内容を把握

する。 
さらに、地方整備局の住宅宿泊管理事業者登

録の担当者および住宅宿泊管理事業者にイン

タビュー調査を行う。新型コロナウイルス感染

症の影響を鑑み、電話等を利用して実施し、ア

ンケート結果分析の考察に参照する。 
 
（４）民泊施設における清掃方法と汚染の除去

効果に関する調査 
一般生菌および汚れ（ATP値）を対象とし、

宿泊施設において、生活によって汚染される懸

念がある部位を対象にATPと一般生菌を用い

て清掃前後の評価を通じて、その影響を明らか

にする。清掃方法は、宿泊施設が設定している

条件を「通常」清掃条件、低減効果が見込まれ

る薬剤を用いた条件を「変更」清掃条件として

設定する。それぞれの清掃方法の違いを一般生

菌ならびに、汚れの指標であるATP値で評価す

る。 
清掃方法に関しては、床面に対しては、フロ

アワイパーを用い、手が触れる箇所などは、布

巾による清拭を用いた。想定される主たる汚染

源としての分類を、飲食によるもの、手が触れ

ることによるもの、足が触れることによるもの

に分け、汚染が想定される部位を「部屋中央」

「トイレ床」「部屋の隅」「窓下」「調理場前床」

「冷蔵庫前床」「冷蔵庫取っ手」「食卓上」「冷

蔵庫内部下部」「キッチンカウンター」「ドアノ

ブ（室内入口建具）」「ドアノブ（トイレ・浴室：

内側）」「水栓カラン（洗面）」「水栓カラン（キ

ッチン）」「トイレ流しレバー」「スイッチプレ

ート（リビング照明）」「TVリモコン」「コップ」

とし、検証を行った。 
 
（５）寝具の熱湿気性状及びウイルス感染対策

に関する調査 
1）寝具の熱湿気性状の把握 
睡眠時の温湿度状態のモニタリング、特に寝

具（枕・掛布団）の温湿度変動実測および含水

率の推定を行う。 
2）接触感染に寄与する人間の日常動作の把握

と室内汚染部位の再転写率 
 住宅宿泊事業の衛生・清掃に関わる接触感染

対策について検討する。本検討では、客室内の

汚染箇所同定として、蛍光イメージ法を用いる。

また、汚染度評価法としてATP測定法を用いる。 

なお、蛍光イメージ法はあくまで汚染箇所の発

見および清掃状態の確認が目的であり、定量的

評価までは想定していない。 
3）空気感染リスク評価 
 SARS-CoV-2を対象とした空気感染モデル

は現在のところ存在していないが、空気感染リ

スクを検討するために一般的に利用される

Wells-Riley 感 染 確 率 モ デ ル を 用 い た 。

Wells-Rileyモデルはインフルエンザを対象と

して構築された感染リスク評価モデルである。

このモデルは、エアロゾル粒子の発生率に基づ

いて、定常状態の十分に拡散混合された室内環

境での感染確率を算定する（式1）。 
本研究では、前段にあたる「民泊サービスに

おける衛生管理等に関する研究」において、換

気量を実測した一般戸建て住宅、民泊施設およ

びホテルを対象として感染確立を算定する。 

1 expC IqptP
S Q

 
= = − − 

        …. (式1) 
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ただし， 
P : 感染確率(-) 
I : 一次感染者数 (-) 通常一人に設定。 
q : quantum生成率 (1/h) 
p : 呼吸量 (m3/h) 
t : 暴露時間 (h) 
Q: 換気量 (m3/h) 
 
（６）「民泊環境衛生ノート」の作成 
住宅宿泊事業における清掃等衛生管理の具

体的手法や知識をまとめた小冊子「民泊環境衛

生ノート」を作成した。 
保健所設置自治体の民泊担当部局および生

活衛生部局 623 ヶ所にアンケートを添付して

「民泊環境衛生ノート」を送付し、活用の場

面・方策や内容に関する意見・感想を収集する。 
 

（倫理面への配慮） 
本研究は、民泊サービスに活用されている住

宅や、旅館業法に基づく簡易宿所などの建築物

の衛生管理について研究を行うものであり、主

たる調査対象は建築物や行政が公開している

条例・施策、事業者が公開している事業内容等

であり、個人を対象とした調査や実験ではない。  
ただし、（２）の自治体を対象とする調査、

（３）の住宅宿泊管理業者を対象とする調査、

（５）の民泊施設における清掃効果に関する調

査については、人を介して情報を得たり資料を

収集したりすることから、あらかじめ国立保健

医療科学院研究倫理審査委員会の了承を得て

実施した。 
 
Ｃ．研究結果 
（１）統計からみる民泊の動向と地域ごとの特

性に関する調査 
新法民泊の時系列推移からは、特定の大規模

民泊集積都市とそれを抱える都道府県では、新

型コロナウイルス禍での減少傾向がかなりは

っきりとみられたが、それ以外の県や市ではほ

とんど変化がなかった。 
住宅民泊の区市町村レベルでの実態をみる

と、現在でも特定の政令指定都市に大きく集中

する状況は変わらないが、地域によって「町・

村」に集中するところもあり、地域ごとの特性

が大きく異なった。さらに、「区」での減少傾

向が大きいのに対して「市」「町」「村」では緩

やかな増加傾向が続いており、全国分布がわず

かではあるが平準化しつつあった。 
住宅民泊と専用住宅との数的比較をすると、

主には住宅民泊が集中する都道府県や都市で

専用住宅に占める民泊の割合が高いが、沖縄県

のように突出して高いところなど、地域によっ

てさまざまな様相を示していた。 
旅館業では法改正前から増加傾向を示す地

域が多く、その後に新型コロナウイルス禍での

経営状況の悪化が直結し、ほとんどの地域で大

きく減少していた。 
また、宿泊業の地域ごとの全体像をみるため、

住宅民泊と旅館業の比重を地域ごとにみると、

地域ごとの違いが顕著にみられた。 
大規模民泊集積都市での住宅民泊の動向を

みると、大きな集積都市の内部でも、経営環境

の悪化に連動するところと影響を受けにくい

ところという分化がみられた。 
 
（２）宿泊事業を対象とする自治体の新型コロ

ナウイルス感染症対策の取組みに関する調査 
1）コロナ禍における住宅宿泊事業の動向に関

する調査 
保健所設置自治体の民泊担当部局及び生活

衛生部局の合計 623 か所のうち、110 か所から

回答があった。 
 住宅宿泊事業の届出件数は減少していると

回答した自治体が過半数を占めた。一方、廃業
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届出件数は約 3 割が増加していると回答した

が、減少したという回答も約 1 割あった。新型

コロナウイルス感染症について事業者から問

い合わせがあると回答した自治体は約半数で、

その内容は感染者や発熱者への対応、消毒方法

が多かった。管内の住宅宿泊事業や旅館業等で、

新型コロナウイルス感染症の発生（疑いを含

む）があったか、という問いに対しては、約 4
分の 1 が「あった」と回答した。 
2）コロナ禍において自治体が実施した宿泊事

業（住宅宿泊事業、旅館業）に対する事業・支

援策に関する調査 
 宿泊事業に対して自治体が実施している事

業・支援策には、感染症に対するガイドブック

やガイドラインの作成、感染予防対策に対する

補助金事業などが見られた。感染予防対策に対

する補助金事業を実施している自治体は 15
（12 都道府県と 3 市）あったが、対象に住宅

宿泊事業を含む自治体とそうでない自治体が

あった。事業実績から、住宅宿泊事業において

も、空気清浄機や消毒薬等の購入など、衛生環

境面の改善ニーズが存在することがわかった。

一方、補助金事業の実施は観光振興の一環とし

て自治体の観光部局が推進しており、生活衛生

部局の関与はほとんど見られなかった。 
 
（３）民泊の衛生管理等に関する住宅宿泊管理

事業者の意識とその現状に関する調査 
配布数は 2,206 件であるが、住所不備等によ

り調査票未達となったものが 77 件あった。ま

た有効回答数は 633 であり、未達 77 件を除外

した配布数 2,129 に対する回収率は 30.0%で

あった。 
住宅宿泊管理事業者は 8 割が法人、住宅宿泊

管理事業以外の事業を行っているところが大

半であり、その主たる事業は不動産業であるも

のが 47.9%であった。受託物件数は新型コロナ

ウイルス感染症の影響もあり、0 戸と回答した

事業者が全体の 54.8%、１～5 戸が 24.2%であ

った。自己物件も 0 戸が 36.8%、１～5 戸が

45.0%と１管理事業者が管理する民泊物件数

は非常に少なかった。6 割の管理事業者が管理

業務を再委託せず自社で行っていた。管理業務

の一部を再委託している管理事業者は 206 事

業者あり、このうち約 50%前後の事業者が日

常清掃などいわゆる「現場管理」に相当する業

務を再委託していた。 
また新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、業務休止状態にあると回答した事業者が

30.6%であった。感染症対策については、清拭

消毒や手指消毒液等の設置、従業員の感染予防

対策が比較的高い割合（7 割）で実施されてい

た。 
業種別（宿泊業系、不動産業、その他）の分

析では、宿泊業系の事業者が事業継続している

割合が高く、また衛生管理に対しても取り組ん

でいる事業者の割合が、他業種よりも高い傾向

がみられた。 
 
（４）民泊施設における清掃方法と汚染の除去

効果に関する調査 
一般生菌は手で触れる部分である「水栓カラ

ン（洗面）」・「水栓カラン（キッチン）」、飲食

に関係する「食卓上」と「キッチンカウンター」

に高い値が見られた。ATP も一般生菌と同様

に、「水栓カラン（洗面）」・「水栓カラン（キッ

チン）」・「食卓上」・「キッチンカウンター」が

高いことに加えて「コップ」が高い値を示した。 
清掃前後の値の変化について、「通常」清掃

方法は、「部屋中央」・「冷蔵庫前床」・「ドアノ

ブ（トイレ・浴室）」において、清掃後の値が

清掃前の値に比較して高い結果となった。また、

「水栓カラン（キッチン）」等清掃前後であま

り変化しない部位も存在した。しかし「変更」
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した清掃方法は全ての清掃後の値が清掃前の

値に比較して低くなった。一方で、「変更」し

た清掃方法は、いずれも一般生菌濃度は清掃に

より低下し、特にドアノブなどウェット清拭を

用いた方法は顕著に低下が見られた。 
ATP 値は「通常」清掃方法と「変更」清掃

方法のいずれも同程度に清掃後の値が低下す

る傾向を示したが、フロアワイパー部では大き

な改善が見られなかった。 
 
（５）寝具の熱湿気性状及びウイルス感染対策

に関する調査 
1）寝具の熱湿気性状の把握 
 ポリエステルが含水率上昇を抑制できる安

全な素材であること、また、綿素材の掛け布団

は比較的多くの湿気を吸収するため、適切な放

湿が必要であることが明らかになった。 
2）接触感染に寄与する人間の日常動作の把握

と室内汚染部位の再転写率 
住宅内（客室内）は、スイッチプレートおよ

び近傍壁面の汚染度が高く、ドアノブ自体は高

くなかった。一方で、TCID50/ml の長いステ

ンレスはリスクの高い接触面であり、その意味

で汚染度の低いドアノブもやはり適切な清掃

が必要である。汚染除去率は、ドアノブは一回

の清掃で 95％程度、スイッチプレート等は

75％程度の除去が可能であることを示した。

さらに，ダイニングテーブル以外の再転写率は

0.5 以下であること、手指の鼻・口・目に対す

る接触頻度は 17.6 回であることを示した。 
3）空気感染リスク評価 

Wells-Riley モデルを用いて、既往測定物件

の空気感染確率を算出した。比較的高い換気回

数であったとしても、気積の小さな客室（居室）

ではリスクが高いこと、気積によらず換気量ベ

ースで考えることの重要性を明らかにした。 
 

（６）「民泊環境衛生ノート」の作成 
実践主体をホストとして、１）知る［知ろう・

学ぼう］、２）見つける「点検して・見つけよ

う」、３）やってみる「実践してみよう」の 3

つを基軸に構成した。出来上がった小冊子は、

保健所設置自治体の民泊担当部局と生活衛生

部局に、アンケート票と一緒に配布した。また、

国立保健医療科学院生活環境研究部の HP に電

子版を掲載した。 

アンケートからは、職員と事業者の双方に対

して研修や相談などで活用できるとの評価を

得た。 

 
Ｄ．考察 
（１）新型コロナウイルス禍における住宅宿泊

事業の動向と行政の役割 
令和元年度まで住宅宿泊事業法の届出件数

は増加を続けていたが、新型コロナウイルス感

染症の影響により令和元年度末から鈍化し、廃

止件数の伸びが大きくなっている。 
一方、民泊の立地と推移状況の特性を概観す

ると、新型コロナウイルス禍を通じて、行政区

分の「区」での減少と「町・村」での漸増とい

う総体的な傾向が見出された。 
住宅民泊（新法民泊と特区民泊）に法改正に

よる旅館業を含めて、住宅宿泊事業における衛

生管理手法を確立していくためには、統計分析

からその一端が見えてきた地域ごとの特性を

見極めつつ、地域特性から導き出される衛生環

境課題を想定し措定していくことが今後の課

題となる。 
また、新型コロナウイルス感染症の流行によ

り、事業者からの相談は増えており、感染症対

策や消毒に関する情報提供や指導を、保健所の

住宅宿泊事業担当部局や生活衛生部局に期待

していることが伺える。住宅宿泊事業や旅館業

等で新型コロナウイルス感染症の発生（疑いを
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含む）を経験している自治体は少なくなく、宿

泊施設における感染対策は喫緊の課題である。 
コロナ禍において、宿泊事業に対して事業・

支援策を実施している自治体の取組みからは、

感染症に対するガイドブックやガイドライン

の作成、感染予防対策に対する補助金事業など

が見られ、このうち感染予防対策に対する補助

金事業では、空気清浄機や消毒薬等の購入など、

衛生環境面の改善ニーズがあることが明らか

となった。補助金事業の実施は観光振興の一環

として自治体の観光部局が推進しており、生活

衛生部局の関与はほとんど見られないが、宿泊

事業の衛生管理を進める上で、このような補助

金事業を活用することは良い契機となること

から、今後は庁内の関係機関との連携を図り推

進していくことが望まれる。 
 
（２）住宅宿泊管理業者への働きかけ 

住宅管理事業者については、事業種別として

不動産業者が多く、旅館業法下の宿泊施設を管

理する事業者の割合が高くないことや、自己物

件 0 戸の割合が高いことなどから管理する空

き家を民泊に利活用していることが推測でき

る。 
 コロナ禍の影響があり、管理戸数が極めて小

さいことから、管理事業者が管理の一部を再委

託しているケースは全体の 2 割程度であり、自

社管理が 6 割を示した。衛生管理自体は、コロ

ナ禍の影響もあり、消毒清拭や手指消毒液の設

置など、コロナ禍以前より配慮した対応が行わ

れている傾向が確認できた。 
 しかしながら、初年度調査で明らかになった

ように、衛生管理上重要な業務である日常清掃

は再委託されがちであり、再委託されるとその

質の管理は十分な体制をとることが難しい。 
 業種別の分析を総合すると、宿泊業系の事業

者の、民泊管理およびその衛生管理に対する意

識と実践は、他の業種のそれと比較して高い結

果となった。宿泊系事業者は、自らが民泊事業

者である割合も高く、またこれまでの宿泊施設

経営のノウハウや経験が、民泊（管理）事業へ

の意識や積極性に反映されているものと推測

する。とはいえ、宿泊系事業者も新規参入して

いる事業者が散見され、必ずしも十分な衛生管

理知識をもっているとは限らないため、既述の

ようにガイドライン等による意識啓発や研修

により、適切な衛生管理が可能となる仕組みづ

くりが求められる。 
 
（３）民泊施設における効果的な清掃手法 
民泊マンションを対象とし蛍光イメージン

グで汚染箇所を特定して ATP 検査を実施した

調査では、スイッチプレートおよび近傍壁面の

汚染度が高く、ドアノブ自体はそれほど高くな

く、その差は、表面の平滑度の違いによるもの

と推定された。一方、汚染箇所を想定して一般

生菌を測定した結果では、手で触れる部分であ

る「ドアノブ（室内入り口）」と「水栓カラン

（洗面）」、飲食に関係する「食卓上」と「キッ

チンカウンター」に高い値が見られた。調査手

法や状況により汚染箇所にやや異なる結果が

表れたことから、汚染箇所の特定についてはさ

らなる研究が必要である。 
清掃効果については、ドアノブは一回の清掃

（水拭き＋乾拭き）で 95％程度除去でき，ス

イッチプレートおよび近傍壁面は 75％程度の

除去が可能であることが示唆された。ただし、

清掃方法によってその効果は異なり、清掃の仕

方によっては汚染を正確に除去できず、かえっ

て増大させる可能性があることが分かった。効

果的な清掃手法を用いれば、一般生菌濃度も

ATP 値も清掃により低下する。特にドアノブ

などウェット清拭を用いた方法は一般生菌の

除去に効果が見られる。 
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（４）感染症・衛生管理に関する資料の作成 

新型コロナウイルス感染症の蔓延による民

泊事業の縮小から、直接事業者に配布してモニ

タリング、そして修正というプロセスが取れな

かったため、想定された衛生課題のどこに、民

泊業者自身が特に重要と考える課題が潜んで

いるのかを見出すまでには至っていない。その

ため、作成した小冊子（読本）はやや網羅的で

生硬な段階のものとなっている。 
今回どうにか意見を聞くことのできた自治

体保健所からの応答をもとにしつつ、直接現場

からの声を聴きながら更新していく必要があ

る。 
しかし、配布した自治体からは、有用である

との回答が多数寄せられ、民泊の衛生管理の啓

発・指導に資する一定の成果を上げることがで

きたと言えよう。自治体からは活用場面や方策、

及び内容についての改善点など様々なアイデ

アが寄せられており、今回作成・配布した小冊

子（読本）が各自治体でブラッシュアップされ

活用されることを期待したい。 
 
Ｅ．結論 
 新型コロナウイルス感染症により、住宅宿泊

事業の経営は大きな打撃を受けたが、一方で、

衛生管理に関する関心や取組の必要性は高ま

っている。 
 新型コロナウイルス感染症が収束すれば、再

び観光立国として国内外からの観光客の受入

れは増えることが予想されることから、それに

備えた住宅宿泊事業の衛生管理の方策を進め

る必要がある。 
 本研究により、住宅宿泊管理事業者への働き

かけの必要性や、清掃手法の違いによる汚染除

去の効果の違いが明らかになった。 
これらの研究成果を踏まえ、感染症予防を含

む衛生管理に関する小冊子（読本）を作成する

ことができた。作成した小冊子（読本）は、事

業者や自治体職員の研修や指導に活用できる

との評価を得ており、本研究の目的である住宅

宿泊事業の衛生管理手法の提案について、一定

の成果を収めることができた。 
 
Ｆ．健康危険情報 
特記事項なし 

 
Ｇ．研究発表 
1.  論文発表 

1) 阪東美智子．住宅宿泊事業法制定および

旅館業法改正と、旅館・ホテル、住宅宿

泊事業における衛生確保．公衆衛生情報．

2020.10； 50(7):15-17. 
2) 堀田祐三子（2020）「観光立国」政策と

オーバーツーリズム,住民と自治，2020，
685，自治体問題研究所，6-11.  

3) 堀田祐三子（2020）民泊法制度の現状

と課題 : 地方自治体の独自規制に着目

して,住民と自治, 2020，685，自治体問

題研究所，25-27. 
4) 堀田祐三子（2020）ポスト・コロナの

時代の観光と観光政策の方向性：いくつ

かの対抗軸をめぐって，議会と自治体，

2020，271，4-12. 
5) 堀田祐三子（2021）「新型コロナ」から

日本の社会を考える 第 11 回コロナ禍

の先に―新しい観光に向けて，住民と自

治，2021，697，自治体問題研究所，6-9. 
2.  学会発表 
1) 山田裕巳，本間義規，阪東美智子．宿泊

施設の真菌性状の分布及び時間的変化．

第 44 回人間―生活環境系シンポジウ

ム；2020.12.5-6；奈良．同報告集．

p.83-84. 
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2) 阪東美智子．民泊衛生管理手法に関する

パンフレット試案（2019 年度版）． 第
79 回 日 本 公 衆 衛 生 学 会 総 会 ；

2020.10.20-22；京都．抄録集 P-21-2-7 
P.484. 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

分担研究報告書

統計からみる民泊の動向と地域ごとの特性

研究代表者 阪東美智子 国立保健医療科学院上席主任研究官

研究協力者 大崎元 一級建築士事務所建築工房匠屋

研究要旨

民泊の動向と地域ごとの特性を把握するため、公開されている統計資料を、

都道府県と政令指定都市、さらに区市町村ごとに集計し、地域的、時系列的な

概要を分析した。

検討した事項は、

1）新法民泊の時系列推移

2）住宅民泊の区市町村レベルでの実態

3）住宅民泊と専用住宅との数的比較

4）旅館業法改正前後の旅館業の推移

5）宿泊業の地域ごとの全体像

6）大規模民泊集積都市での住宅民泊の動向

7）都市部での旅館業施設数

地域ごとに様々な様相を示す民泊立地と推移状況の特性を概観するととも

に、新型コロナウイルス禍を通じて、行政区分の「区」での減少と「町・村」

での漸増という総体的な傾向が見出された。

住宅民泊（新法民泊と特区民泊）に法改正による旅館業を含めて、住宅宿泊

事業における衛生管理手法を確立していくためには、統計分析からその一端が

見えてきた地域ごとの特性を見極めつつ、地域特性から導き出される衛生環境

課題を想定し措定していくことが今後の課題となる。

Ａ．研究目的 

民泊の衛生環境を検討する基礎として、国内

での民泊の動向と地理的立地分布に関するデ

ータを整理する。 

2018年6月15日施行された住宅宿泊事業法と

旅館業法改正に連動するように、民泊（新法民

泊、特区民泊、改正旅館業の各対象施設）は大

きく増加する方向で推移してきた。許可施設件

数の右肩上がり傾向は、新型コロナウイルス感

染症の流行下で国内と海外インバウンド需要

が大きく落ち込む中でも、鈍化することはあっ

ても基本的に変わっていない。しかし、地域的

に分けて見れば、そうした傾向は様々な様相を

見せる。 

民泊の衛生環境の保全は、まずは地域ごとの

保健所や自治体行政機関が把握することにな

るため、地域的な特徴の把握は民泊衛生環境を

知る上で、地域的な視点が重要になる。 
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そこで、民泊の分布と増減傾向の違いを地域

的な視点から見直し、主として、2020年初頭か

ら21年3月末にかけての新型コロナウイルス禍

での民泊の動向と地理的特徴の概略を探る。 

なお、国内での新型コロナウイルスによるパ

ンデミックは2021年3月末時点でさらに拡大し

始めており、今後の民泊動向も大きく変動する

可能性がある。そのため、本論はあくまでも

2020年度内での検討結果と考える。 

 

Ｂ．研究方法 

国土交通省、厚生労働省および、全国の保健

所設置自治体と自治体観光部署から公開され

ている民泊（新法民泊、特区民泊、改正旅館業）

の許可施設件数を入手し、集計する。 

なお、入手できる公開資料は、その公表項目

の相違や公開時点の遅速、旅館業に関しては非

公開も多いなど、その集計に限界が多い。 

そのため、新法民泊と特区民泊に関しては両

者を合計し、都道府県別とともに独自に市区町

村別の集計をおこなって分析する。改正旅館業

法後の旅館業民泊に関しては、いくつかの集積

する都市に関してのケース分析とする。 

また、およその動向を見るために、新法民泊

と特区民泊に関して、全国的には 2020 年度の

中期と年度末期の比較、民泊の集中する大都市

部に関してはこれまでデータ入手してきた

2018年度末から2020年度末までの半期ごとの

推移を検討する。改正旅館業では記載されてい

る許可年月日を用いて期間ごとの増加傾向を

みる。 

あわせて、国土交通省、厚生労働省からの継

時データを全国的な動向資料として参照する。 

全体構成としては、 

（１）新法民泊の時系列推移について、都道府

県及び保健所設置市による区分で概観する。 

（集計資料１）厚生労働省、国土交通省：民

泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業法の施行

状況」『住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録

の状況一覧』平成 30.6.15～令和 3.3.9 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/b

usiness/host/construction_situation.html 

（２）新法民泊＋特区民泊を区市町村区分で集

計し、その実態と動向を概観する。ここでは、

その状況についてのマッピング結果も合わせ

て最後尾に提示しておく。 

（集計資料２）各保健所設置自治体ごとの『住

宅宿泊事業法に基づく届出住宅一覧』『特区民

泊施設一覧』から集計した。ただし、各自治体

ごとに公表時期がまちまちなため、時系列の検

討は一覧入手時期を基準にしている。 

（３）新法民泊＋特区民泊の実態を地域の住宅

状況の中に位置づけるため、都道府県及び政令

指定都市において、住宅・土地統計調査の「専

用住宅」数と比較する。 

（集計資料３）総務省統計局「平成 30 年住宅・

土地統計調査 住宅の種類(2 区分)別住宅数」 

https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/

tyousake.html 

（４）旅館業法改正前後の旅館業の推移を、都

道府県及び政令指定都市区分で概観する。 

（集計資料４）厚生労働省「衛生行政報告例」

『ホテル－旅館営業の施設数及び簡易宿所営

業の施設数』平成 8 年～令和元年度 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/36-19.

html 

（集計資料５）東京都福祉保健局「衛生統計年

報編 環境衛生」『東京 23 区環境及び食品衛生

監視対象施設数』平成 8 年度～令和元年度 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.j

p/kiban/chosa_tokei/index.html 

（５）地域ごとの宿泊業の全体像を知るため、

新法民泊＋特区民泊と旅館業の施設数を都道

府県及び政令指定都市区分で比較する。住宅民
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泊と旅館業では施設ごとの規模が違うが、ここ

ではあくまでも施設数の比較とする。 

（６）大規模民泊集積都市での新法民泊＋特区

民泊の動向を、継続的に収集してきた『一覧（集

計資料２）の集計結果から把握する。 

（７）入手可能な自治体だけではあるが、都市

部での旅館業施設数の推移について概観する。 

（集計資料６）各自治体『旅館業施設一覧』 

 

（倫理面への配慮） 

本検討はすべて、国土交通省及び各自治体の

ホームページに公開されたものをダウンロー

ドし、集計分析している。 

 

Ｃ．研究結果 
 

１．新法民泊の時系列推移 

（１）都道府県別の新法民泊の動向 

新型コロナウイルス禍で宿泊者数は大きく

減少し、新法民泊数も漸減している。総届出件

数は 2020 年 4 月の 21385 件をピークに 2021

年 3 月 19520 件と、ピーク時比で 91.3％まで

落ちている。 

ただし、県別でみると、目立って減少してい

るのは東京都、北海道、大阪府、福岡県で、そ

の他は京都府を含めてほとんど変化がない。 

 

 

図１ 都道府県の新法民泊数の推移 

 

（２）保健所設置都市別の新法民泊の動向 

保健所設置都市ごとにみると、特定の都市部

に集中する傾向は変わらないが、2020 年以降、

（別集計の東京特別区と都市別集計されない

福岡市を除いて）大阪市、札幌市での減少が顕

著で、京都市もやや減少するが、それ以外の都

市では微増か微減のままで変動が少ない。 

事業廃止済み件数を見ても、大きく減少して

いるのは、大阪市、札幌市で、いくぶんか減少

しているのが京都市、広島市と、特定の都市に

集中している。 

東京 23 区でも、これまで集積が大きかった

新宿区、豊島区、渋谷区、墨田区、台東区で届

出受理件数が減少し、事業廃止済件数も、新宿

区か突出し、他の 4 区が続く。特徴的なのは港

区で届出件数に比べて廃止件数の割合が他区

より高い。総じて、23 区はほぼすべて減少あ

るいは横ばい傾向にある。 

 

 

図２ 保健所設置市（東京 23 区除く）の新法

民泊の推移 
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図３ 保健所設置自治体（東京 23 区除く）の

新法民泊廃止済件数の推移 

 

 

図４ 東京 23 区の新法民泊の推移 

 

 

図５ 東京 23 区の新法民泊廃止済件数の推移 

 

新法施行後に一気に増えた大都市部の民泊

では、新型コロナウイルス禍での経営変動の影

響も大きく、民泊事業の不安定さが露呈してい

る。 

 

２．住宅民泊の区市町村レベルでの実態 

（１）検討の前提 

特区民泊は大阪市と東京・大田区に集中し、

特に大阪市が大部分を占める。ここでは、地域

間、都市間比較から民泊のその地への圧がどの

程度かを見るため、新法民泊と特区民泊を合計

した数値を住宅民泊として用いる。また、ここ

での数値は許可件数だけを用い、建物数や居室

数などは反映しない。 

なお、住宅宿泊による民泊は圧倒的に大都市

に集中集積し、都道府県別でみても、大都市を

抱える都道府県が突出する。そうした状況につ

いては前期報告とほとんど同じで変わらない

ため、全体の分布状況は前期報告を参照する。 

方法としては、集計資料２から拾い出せる新

法＋特区民泊の住所記載から、その立地の都市

化度を「区・市・町・村」別で代表させ、その

立地ごとの特性と動向をみる。 

 

（２）住宅民泊の区市町村別分布 

2021 年 3 月収集一覧からは、東京都の特別区

を含めて政令指定都市にある「区」に立地する

民泊は全体の 70％を超え、「市」が 21％であり、

都市域が 9割以上を占めることがわかる。 

 

表１ 区市町村別の住宅民泊数 

住宅⺠泊202103 区 市 町＋村 総計
全国計 16,054 4,754 1,864 22,672
％ 70.8% 21.0% 8.2% 100.0%  
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図６ 住宅民泊立地の区市町村分布 

 

しかし、都道府県ごとに区市町村別の割合を

見ると、地域によって大きく異なることが見て

取れる。 

集中集積する大都市を抱える都道府県は「町

＋村」比率が低いが、和歌山県は「町＋村」比

率が 80％を超える。特徴的なのは、札幌市を

抱える北海道で「町＋村」比率が 11.4％と全

体の中位であること、民泊総数が 1000 を超え

る沖縄県で「町＋村」比率が 38.7％になるな

ど、地域ごとの違いがかなり明確にみられる。 

 

表２ 住宅民泊の区市町村分布での都道府県

順位 

順位 住宅⺠泊202103 区 市 町＋村 町＋村⽐率 総計
1 和歌⼭県 0 38 161 80.9% 199
2 ⿃取県 0 12 17 58.6% 29
3 福島県 0 39 35 47.3% 74
4 群⾺県 0 42 36 46.2% 78
5 ⼭梨県 0 102 87 46.0% 189

43 福岡県 787 108 19 2.1% 914
44 愛知県 426 68 9 1.8% 503
45 京都府 623 41 8 1.2% 672
46 ⼤阪府 5,225 177 16 0.3% 5,418
47 東京都 6,588 239 17 0.2% 6,844

総計 16,054 4,754 1,864 8.2% 22,672  
 

さらに、区市町村ごとに住宅民泊をマッピン

グすると、特定の「町」や「村」に小さく集中

するところが全国様々な地域で散見される。そ

のいくつかは地方有名観光地名であり、観光地

での宿泊業の「もう一つのかたち」としてとら

えられていることも想像される。（図 23） 

一方で、新型コロナウイルス禍でも逓増する

「町」「村」では、その立地が自治体の保健所

立地位置とは離れている場合も多い。（図 24） 

都市部の空き家活用などのように外からの

事業参加が見られるのとは異なり、一般の住宅

を用いて家主滞在型の民泊も多いと考えられ

ることから、孤立しやすい状況にあるとも想定

される。 

 

（３）住宅民泊の区市町村ごとの動向 

2021年 3月収集分と2020年 10月収集分を比

較すると、新型コロナウイルス禍で新法＋特区

民泊が減少しているのは「区」のみで、「市」

「町」「村」ではいずれも増えている。 
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表３ 住宅民泊の区市町村分布での推移 

住宅⺠泊 区 市 町 村 総計
実数 2020年10⽉ 17237 4651 1361 411 23660

2021年3⽉ 16054 4754 1450 414 22672
差 -1183 103 89 3 -988 
％ 2020年10⽉ 72.9% 19.7% 5.8% 1.7% 100.0%
％ 2021年3⽉ 70.8% 21.0% 6.4% 1.8% 100.0%  

 

中心的な都市域では、住宅宿泊事業といって

も営業的な宿泊業を想定して開設しているケ

ースが多くを占めると考えられ、社会全体の宿

泊業の増減に民泊の動向も大きく左右される

と考えられる。 

一方、地方町村域では、純粋な住宅活用の一

つとして民泊があるともいえる。しかし、マッ

ピングでみるように地方有名観光地での住宅

民泊の集中も少しずつ増えており、その内実は

多岐にわたるといえる。 

 

３．住宅民泊と専用住宅との数的比較 

（１）都道府県での住宅状況と住宅民泊の比較 

民泊がその立地する地域にどのような存在

感をもっているか、民泊が地域に与える圧はど

のようなものかを考える前提として、地域ごと

の住宅数（専用住宅総数）に対する新法＋特区

民泊数の比率を地域ごとに比較する。 

都道府県別にみれば、民泊の集中する大都市

を抱えるところで割合は高いが、特に沖縄県で

は、住宅民泊が専用住宅数に占める割合が

0.2％を超えて突出して高い。沖縄県では先に

見たように住宅民泊から簡易宿所への移行も

含めての簡易宿所が特に多く、住宅を利用ある

いは転用しての宿泊業が目につく。 

 

図７ 都道府県での住宅・土地統計調査「専用

住宅数」に占める住宅民泊数の比率 
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（２）政令指定都市での住宅と住宅民泊の比較 

政令指定都市で見ると、住宅民泊が多い都市

での割合が高く、特に大阪市は 0.38％と突出

している。 

その大阪市でも特に浪速区 0.94％、中央区

1.70％、西成区 1.50％だけが割合が高く、区

ごとに大きく異なる傾向がみられる。 

札幌市では中央区 0.68％、東京 23 区では新

宿区 0.72％、京都市東山区で 0.42％、福岡市

では博多区 0.21％、中央区 0.20％と、どの都

市内でも民泊が集積し、住宅全体に占める割合

が高い地域は特定の区に集まる傾向が強い。 

 

 

図８ 政令指定都市での住宅・土地統計調査

「専用住宅数」に占める住宅民泊数の比率 

 

図９ 大阪市での住宅・土地統計調査「専用住

宅数」に占める住宅民泊数の比率 

 

４．旅館業法改正前後の旅館業の推移 

（１）旅館業の現状 

本研究では 2018 年 6月 15 日旅館業法改正後

の旅館・ホテルと簡易宿所も「民泊」に含めて

いるが、全体像をとらえるデータは 2020 年 3

月末までしかなく、新型コロナウイルス禍の影

響を見ることはできない。集計資料４・５をも

とに、施設数ベースでの集計ではあるが、影響

前までの状況を概観する。 

県別にみると新法民泊集積地と重なる都道

府県も多いが、長野県のように旅館業施設が突

出するところもある。 

特徴的なこととして、地域ごとに旅館・ホテ

ルと簡易宿所の比重が大きく異なっている。 

改正旅館業法が施行されても、それまでの旅

館業では従来の衛生管理基準に則っていると

考えられるが、新法民泊とは異なる立地分布を

見せる旅館業法施設には独自の立地特性があ

るとして、衛生管理の状況認識と方法の独自性

を見過ごさないようにする必要がある。 

16



（２）旅館業の動向 

都道府県での動向をみると、旅館・ホテルで

は、2016 年度を底に、わずかだが増加傾向に

入る。簡易宿所は、2005 年度を底に増え始め

て、2016 年度あたりから増加傾向が大きくな

っている。 

 

 

図 10 全国での旅館業施設数の推移 

 

ただし、強い増加傾向を示す地域は限定的で、

旅館・ホテルでは、東京都、沖縄県、福岡県、

大阪府が増加している他は漸減している。簡易

宿所では、京都府と沖縄県が急増し北海道が続

く他は微増にとどまる。 

都市ごとにみると、旅館・ホテルは総じて増

加しているが、政令指定都市の福岡市と大阪市、

中核都市で那覇市の急増が目立つ。ただし、中

核都市では改正法後に急増したところも多い。 

簡易宿所で増加傾向が大きいのは、京都市、

大阪市で、福岡市、加えて中核都市の金沢市、

那覇市、早くから増加した長野市などが目立つ。 

 

 

図 11 政令指定都市での簡易宿所の推移 

 

 

図 12 東京 23 区での旅館業施設の推移 

 

（３）旅館業の営業許可の動向 

上記は年度ごとの実数だが、年度ごとの営業

許可と営業廃止を、旅館・ホテルと簡易宿所（と

下宿）を合わせた旅館業総数ではあるが見るこ

とができる。 

 

 

図 13 旅館業施設の営業許可数の推移 
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営業許可数では、それまでわずかな上下を見

せつつ、2011 年度を底にして増加に転じ、2016

年度から増加傾向が強くなる。営業許可数が大

きく伸びているのはここでも、東京都、沖縄県、

京都市であり、北海道、福岡県、大阪府が続く。

政令指定都市では京都府が突出して多く、大阪

市と福岡市が続く。中核都市では那覇市、金沢

市、高松市の伸びが大きい。 

 

５．宿泊業の地域ごとの全体像 

（１）旅館業と住宅民泊の地域ごとの比重 

新法＋特区民泊数に旅館業施設数を加えて

集計する。あくまでも施設数での比較だが、宿

泊業全体の中で、旅館＋ホテル、簡易宿所、住

宅民泊の地域ごとの比重の特徴をみると、地域

による違いが明確に出る。 

東京都、大阪府では 50％を超えて住宅民泊の

比率が高くなり、福岡県、北海道が続くが、同

じように住宅民泊の多い京都府や沖縄県では、

簡易宿所に比重が高くなっている。 

それは政令指定都市ごとに見ても顕著で、札

幌市、東京 23 区、大阪市では住宅民泊比率が

高く、京都市では簡易宿所の比重が高い。 

京都市や沖縄県では、住宅民泊から旅館業と

しての簡易宿所に誘導する方針があると聞く。 

 

 

図 14 都道府県での宿泊業施設区分の分布 
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図 15 政令指定都市の宿泊業施設区分の分布 

 

６．大規模民泊集積都市での住宅民泊の動向 

（１）区ごとの住宅民泊数の推移 

新法民泊と特区民泊が集中集積する大都市

部では、その許可件数一覧を経年的に収集して

きたことから、その時系列の推移を検討する。 

収集できているのは、札幌市、東京 23 区、

名古屋市、京都市、大阪市、福岡市である。 

住宅民泊が集中する上記の政令指定都市で

の民泊件数の推移を区ごとにみると、どの都市

でも特に多い区が一つないし複数に集中し、そ

うした集積する区での減少が顕著で、それ以外

の区では大きな変化は見られない。 

減少傾向が最初に表れるのは、一覧収集時期

が 2020 年度中期の区が多いが、東京 23 区新宿

区では 2020 年度中期でまだ増加し、2020 年度

末で初めて減少に転じるところもある。 

民泊数は多くないが、名古屋市中村区や京都

市東山区のように 2020 年度末でも増加してい

るところもある。 

 

 

図 16 札幌市での住宅民泊の推移 

 

 

図 17 東京 23 区での住宅民泊の推移 

 

 

図 18 京都市での住宅民泊の推移 
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図 19 大阪市での住宅民泊の推移 

 

 

図 20 福岡市での住宅民泊の推移 

 

７．都市部での旅館業施設数 

（１）いくつかの都市での旅館業の動向 

同様に、旅館業の経年変化を拾い出す。旅館

業も 2019 年 6 月の旅館業法改正で規制内容が

変わり、衛生環境として新法民泊に近くなって

きている可能性が考えられ、改正旅館業の立地

実態と動向も、地域ごとに考える民泊衛生環境

維持に対する一つの要件となる。 

いくつか拾い出すことのできた自治体にお

ける旅館業一覧は、現時点で営業しているもの

が総覧されており、時系列を示すものは営業許

可年しかなく、それも一部にしか記載されてい

ない。そのうちの特徴的なものを概観する。 

主要都市部では特に、2018 年度から大きく増

加する傾向がみられる。 

東京 23 区の新宿区、港区、台東区、墨田区

と福岡市では、旅館＋ホテルが 2018 年度から

大きく増加し、2020 年度から 21 年度に大きく

落ち込んでいる。新型コロナウイルス禍での宿

泊業の急激な縮小が施設数に直結している。 

 

 

図 21 東京都新宿区での旅館業施設数の推移 

 

一方、京都市と那覇市では、2016 年度からす

でに簡易宿所が大きく増加し、法改正以前にイ

ンバウンド急増の期待がそのまま数値に表れ

ている。そのため、2019 年度にはすでに減少

し始め、2020、21 年度には急減している。 

 

 

図 22 京都市での旅館業施設数の推移 

 

住宅民泊が少なく旅館業が集中する長野県

では、2012 から 13 年度以降で簡易宿所が増え

始めており、地方域での宿泊業という独自の傾

向を示している。しかしここでも、2020 から

21 年度には急減し、強い影響を受けている。

長野県では特に、「村」での変動が激しい。 
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図 23 区市町村ごとの住宅民泊分布 

（大規模集積している札幌市、東京 23 区、大

阪市、福岡市を除く） 

⼤規模集積４都市
（集計から除く）
村
町
市
区

⾏政
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図 24 保健所立地区市と住宅民泊分布 

（大規模集積している札幌市、東京 23 区、大

阪市、福岡市を除く） 

 

・市管轄の保健所
設置⾃治体

・都道府県管轄の
保健所設置⾃治体
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Ｄ．考察 

ここでは、住宅宿泊事業法による住宅民泊

（新法民泊＋特区民泊）と改正旅館業法による

旅館業（旅館・ホテル、簡易宿所）の現状と動

向を、入手可能な統計データを用いて、地域（都

道府県。政令指定都市）ごとに概観した。 

1）新法民泊の時系列推移からは、特定の大規

模民泊集積都市とそれを抱える都道府県では、

新型コロナウイルス禍での減少傾向がかなり

はっきりとみられること、それ以外の県や市で

はほとんど変化がないことが見て取れた。 

2）住宅民泊の区市町村レベルでの実態をみる

と、現在でも特定の政令指定都市に大きく集中

する状況は変わらないが、地域によって「町・

村」に集中するところもあり、地域ごとの特性

が大きく異なる。さらに、「区」での減少傾向

が大きいのに対して「市」「町」「村」では緩や

かな増加傾向が続いており、全国分布がわずか

ではあるが平準化しつつある。しかし、保健所

が立地する市町村とは離れた場所にも立地し、

特定の地方観光地では集中する傾向もあるな

ど、衛生環境維持の政策課題は地域ごとに多様

化すると思われる。 

3）住宅民泊と専用住宅との数的比較をすると、

主には住宅民泊が集中する都道府県や都市で

専用住宅に占める民泊の割合が高いが、沖縄県

のように突出して高いところなど、地域内の住

宅との比重関係でみても、地域によってさまざ

まな様相を示している。 

4）旅館業法改正前後の旅館業の推移を地域ご

とにみることで、民泊の一方を担う改正旅館業

の状況を把握する。旅館業では法改正前から増

加傾向を示す地域が多く、その後に新型コロナ

ウイルス禍での経営状況の悪化が直結し、ほと

んどの地域で大きく減少するなど、社会情勢に

大きく依存する傾向が強い。京都や沖縄など規

模の小さな簡易宿所が主流を占めている地域

では特に、衛生環境維持という観点からも留意

する必要がある。 

5）宿泊業の地域ごとの全体像をみるため、住

宅民泊と旅館業の比重を地域ごとにみると、こ

こでも地域ごとの違いが顕著にみられる。 

6）大規模民泊集積都市での住宅民泊の動向を

みると、大きな集積都市の内部でも、経営環境

の悪化に連動するところと影響を受けにくい

ところという分化がみられる。 

7）都市部での旅館業施設数からは、民泊の一

翼を担う旅館業で特に、社会情勢に連動しやす

い特徴が表れている。特定の都市内部で改正法

前後に急増した旅館業施設の衛生環境の維持

については、その数の多さもあって、留意して

いく必要がある。 

 

Ｅ．結論 

民泊の立地状況が地域ごとに特徴を示すと

ともに、その推移でも地域ごとで様々な傾向を

示す。 

都市部での特定地域への集中と変動が顕著

であるとともに、沖縄県のように住宅全体に占

める割合が高いところもあり、一方で、「町・

村」での漸増傾向は持続しているなど、定常的

な動きを見せる地域特性も残る。こうした地域

ごとの特性に応じて、衛生管理課題への対処方

法を想定していく必要がある。 

たとえば、民泊衛生環境の維持という観点か

らは、経済活動的な側面の強い都市域での民泊

活動には、衛生環境維持が経営面での優位性を

示す指標の一つになるということとともに、経

営的な側面での「補助」などを通じて衛生環境

の持続的な向上を促す方法が有効といえる。 

一方で、それ以外の地方域では、民泊衛生環境

の維持という観点からも、衛生技術だけの情報

だけでなく、運営全般も含めての「支援」が必

要であり、北海道（札幌市を除く）での事例の
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ように、地域内での支援ネットワークを誘導す

る方法も考えていく必要があるだろう。 

さらに、大規模集積する都市の内部をみても、

新型コロナウイルス禍での経営環境の悪化に

直接影響されやすいところもあれば、その後を

期待しての民泊が残るところも多い。社会情勢

に連動しやすいところでは特に、長期的な衛生

環境の維持という目標に対する課題を見失わ

ないようにする制度的取り組みが重要になる。 

Ｆ．研究発表

1. 論文発表

阪東美智子．住宅宿泊事業法制定および旅

館業法改正と、旅館・ホテル、住宅宿泊事業

における衛生確保．公衆衛生情報．2020.10； 

50(7):15-17. 

2. 学会発表
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Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3.その他
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

 分担研究報告書 

 

宿泊事業を対象とする自治体の新型コロナウイルス感染症対策の取組み 

 

研究代表者 阪東美智子 国立保健医療科学院上席主任研究官 

研究協力者 大崎元 一級建築士事務所建築工房匠屋 

 

研究要旨 

新型コロナウイルス感染症により、国内外の観光客の受入れ制限が行われ、

観光業は大きな打撃を受けている。 

本研究では、新型コロナウイルス感染症による住宅宿泊事業の施行状況への

影響を、自治体に対するアンケート調査から把握した。また、自治体の HP か

ら、宿泊事業（住宅宿泊事業、旅館業）に対して自治体が実施している事業や

支援策を調べた。 

住宅宿泊事業の届出件数は減少していると回答した自治体が過半数を占め

た。一方、廃業届出件数は約 3 割が増加していると回答したが、減少したとい

う回答も約 1 割あった。新型コロナウイルス感染症について事業者から問い合

わせがあると回答した自治体は約半数で、その内容は感染者や発熱者への対

応、消毒方法が多かった。管内の住宅宿泊事業や旅館業等で、新型コロナウイ

ルス感染症の発生（疑いを含む）があったか、という問いに対しては、約 4

分の 1 が「あった」と回答した。 

宿泊事業に対して自治体が実施している事業・支援策には、感染症に対する

ガイドブックやガイドラインの作成、感染予防対策に対する補助金事業などが

見られた。感染予防対策に対する補助金事業を実施している自治体は 15（12

都道府県と 3 市）あったが、対象に住宅宿泊事業を含む自治体とそうでない自

治体があった。事業実績から、住宅宿泊事業においても、空気清浄機や消毒薬

等の購入など、衛生環境面の改善ニーズが存在することがわかった。一方、補

助金事業の実施は観光振興の一環として自治体の観光部局が推進しており、生

活衛生部局の関与はほとんど見られなかった。 

 

Ａ．研究目的 

日本で新型コロナウイルス感染症が確認さ

れたのは2020年1月であるが、以来、国内外の

観光客の受入れが制限され観光業は大きな打

撃を受けている。住宅宿泊事業も例外ではない。 

本研究では、当初はオリンピック・パラリン

ピックを控えて、住宅宿泊事業が本格的に稼働

し、自治体に対する苦情や相談が増加すると仮

定し、その苦情や相談内容を分析することによ

り住宅宿泊事業の衛生管理等に関する課題や

対応方法を検討する予定であった。しかし、コ

ロナ禍により、当初の目論見は大きく外れた。 
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このため、新型コロナウイルス感染症が住宅

宿泊事業の動向に与えている影響を把握する

ことに目的を変更することにした。さらに、自

治体が住宅宿泊事業に対して実施した新型コ

ロナウイルス感染症対策の内容・実績を調べ、

そこから、感染症対策に対する宿泊業者の関心

やニーズを整理することにした。 

 

Ｂ．研究方法 

Ｂ1．コロナ禍における住宅宿泊事業の動向に

関する調査 

保健所設置自治体の民泊担当部局及び生活

衛生部局の合計 623 か所を対象に質問紙によ

るアンケート調査を実施した。アンケートは郵

送し、ファックスにより回収した。質問項目は、

住宅宿泊事業・旅館業の 2020 年度の動向につ

いて、住宅宿泊事業の届出件数、旅館業の許可

件数、住宅宿泊事業の廃業届出件数、旅館業の

廃業届出件数、住宅宿泊事業者・旅館業営業者

からの問い合わせ件数のそれぞれについて、前

年度からの増減を尋ねた。また、新型コロナウ

イルス感染症について事業者等からの問い合

わせ・相談の有無、管内の住宅宿泊事業や旅館

業等における新型コロナウイルス感染症の発

生（疑いを含む）の有無について尋ねた。 

 

Ｂ2．コロナ禍において自治体が実施した宿泊

事業（住宅宿泊事業、旅館業）に対する事業・

支援策に関する調査 

 自治体の HP を検索し、住宅宿泊事業及び旅

館業に対して新型コロナウイルス対策として

実施している事業や支援策を収集・整理した。 

 さらに、感染予防対策に対する補助金事業を

実施している自治体から 6 つの自治体を選び、

質問紙を用いて詳細を尋ねた。コロナ禍の影響

により、1 自治体は対面による聞き取り調査、

1 自治体は zoom による聞き取り調査を行った

が、残る 4 自治体は文書による調査となった。 

 

（倫理面への配慮） 

調査に先立ち、国立保健医療科学院研究倫理

審査委員会の承認を得た。 

 

Ｃ．研究結果 

Ｃ1．コロナ禍における住宅宿泊事業の動向 

 保健所設置自治体の民泊担当部局及び生活

衛生部局の合計 623 か所のうち、110 か所から

回答があった。 

 住宅宿泊事業の届出件数は、前年度から「大

きく減少」が 36％、「やや減少」が 27％であり、

合わせると約 6 割の自治体が減少と回答した

（図 1）。また、旅館業の許可件数は、前年度

から「大きく減少」が 14％、「やや減少」が 31％

であり、合わせると 45％の自治体が減少と回

答した（図 2）。 

 住宅宿泊事業の廃業届出件数は、前年度から

「大きく増加」が 11％、「やや増加」が 16％で

あり、合わせると 3 割の自治体が増加と回答し

た（図 3）。また、旅館業の廃業届出件数は、

前年度から「大きく増加」が 7％、「やや増加」

が 27％であり、合わせると約 3 分の 1 の自治

体が増加と回答した（図 4）。 

 

 

図 1 住宅宿泊事業の届出件数の前年度からの

増減（不明・所管外・無回答除く、N=86） 
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図 2 旅館業の許可件数の前年度からの増減

（不明・集計中・無回答除く、N=101） 

 

 

図 3 住宅宿泊事業の廃業届出件数の前年度か

らの増減（不明・所管外・無回答除く、N=85） 

 

図 4 旅館業の廃業届出件数の前年度からの増

減（不明・集計中・無回答除く、N=101） 

 

 住宅宿泊事業及び旅館業営業者からの問合

せは、前年度から「大きく減少」が 13％、「や

や減少」が 22％であり、合わせると約 3 分の 1

の自治体が減少と回答した（図 5）。 

 新型コロナウイルス感染症に関する事業者

等からの問合せ・相談の有無については、「あ

る」が 54％と半数を超えた（図 6）。「ある」と

回答した 58 件の相談内容（自由記述）を分類

すると、感染者や発熱者への対応が 29 件

（50％）、消毒方法が 26 件（45％）、感染症対

策全般が12件（21％）、宿泊拒否が10件（17％）、

その他が 10 件（17％）であった。 

 管内の住宅宿泊事業や旅館業等における新

型コロナウイルス感染症の発生（疑いを含む）

の有無を尋ねたところ、「あった」という回答

が 27％であった。 

 

 

図 5 住宅宿泊事業者・旅館業営業者からの問

い合わせの前年度からの増減（無回答除く、

N=104） 

 

 

図 6 新型コロナウイルス感染症に関する事業

者等からの問い合わせ・相談の有無（無回答除

く、N=108） 

 

 

図 7 管内の住宅宿泊事業や旅館業等における

新型コロナウイルス感染症の発生（疑いを含

む）の有無（不明・無回答除く、N=98） 
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Ｃ2．コロナ禍において自治体が実施した宿泊

事業（住宅宿泊事業、旅館業）に対する事業・

支援策 

 宿泊事業に対して独自事業や支援策を取っ

ている自治体は 20（都道府県 17、市 3）あっ

た。北海道・東北地方（5 自治体）と九州地方

（6 自治体）に集中している傾向が見られた。 

 支援策例としては、感染症対応ガイドブック

の作成（4 自治体）、感染症予防のためのガイ

ドラインや手引きの作成（11 自治体）、宿泊事

業者向けの感染症対策に対する補助金の支給

（15 自治体）があった。感染症対策に対する

補助金の支給については、旅館業のみを対象と

しているところ（8 自治体）と住宅宿泊事業も

対象としているところ（7 自治体）に分かれた。 

 補助金について、北海道、新潟市、愛知県、

高知県、福岡県、鹿児島県に対し、実績や主な

相談内容について詳細を尋ねた。 

 事業を担当しているのはいずれの自治体も

観光部局であり、事業の目的は感染予防による

観光事業の継続及び地域観光の活性化であっ

た。旅館・ホテル業の業界団体が定めた、新型

コロナウイルス対応ガイドラインの徹底に必

要な設備機器の導入支援を理由とする自治体

もあった。対象に住宅宿泊事業を含めている自

治体から、住宅宿泊事業に中小事業者が多く既

存の支援制度の対象外となっているために制

度を創設したという意見があった。住宅宿泊事

業を対象としていない自治体は、住宅宿泊事業

には業界団体がなく業界のガイドラインが定

められていないことを理由としていた。 

1 施設当たりの補助上限額は 10 万円から

500 万円まで自治体によって様々であった。補

助率も小規模なものでは 10/10 としていると

ころもある一方で、規模を問わず 4/5 や 3/4 以

内などに設定しているところもあった。また、

申請数を抑えるためや少額のものは自己負担

での実施を求めるという意図で下限額を定め

ているところもあった。 

補助対象経費は、感染症対策にかかる消耗品

（マスクや消毒用アルコールなど）、非接触型

体温計やサーモカメラ、パーティション、換気

扇や空気清浄機などのほか、大規模なものでは

抗ウイルス壁紙への貼替、センサー付き蛇口・

照明、自動ドア、換気設備の導入などがあった。

また、「新しい生活様式」を取り入れた新商品・

新サービスの展開（例えばテイクアウトに必要

な容器の購入やテレワーク推進のための Wi-fi

環境の整備など）や、商品・サービスの PR 事

業（たとえば感染症対策の広報のためのホーム

ページの開設・改修など）も補助の対象として

いる自治体があった。 

住宅宿泊事業の申請数や申請内容について

は、旅館業に比べて特筆するような違いや特徴

は見られなかった。住宅宿泊事業を対象として

いても、全く応募がなかった自治体もあった。 

事業に対する担当者の感想を尋ねたところ、

いずれの自治体も、補助金事業の有用性や効果

を感じていた。特に感染防止対策に対する支援

体制の必要性を認識していた。 

この事業に対して生活衛生・環境衛生部局の

関わりを尋ねたところ、「特になし」との意見

が多かった。関りがあると回答したところも、

事業の周知にあたっての情報提供や許認可の

照会などの関わりにとどまっていた。北海道は、

事業の採択結果を保健所に連絡したり、採択し

た事業者に保健所窓口の連絡先を配布したり

するなど、この事業を通して保健所と事業者と

を積極的につなぐ取組みを行っていた。また、

事業の周知を図るために、日頃の巡視体制を活

用するとともに、メール連絡などにより直接事

業者に情報を届ける努力を行っていた。
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表 1 自治体による宿泊事業に対する独自事業と支援策例（2020 年 11 月末時点）その１ 
都道府県 北海道 北海道 岩⼿県 ⼭形県 東京都 新潟県 宮城県 ⼭梨県 ⻑野県 岐⾩県
保健所設置 北海道 札幌市 岩⼿県 ⼭形県 東京都 新潟市 ⾦沢市 ⼭梨県 ⻑野県 岐⾩県 
担当部局 観光 観光 衛⽣ 衛⽣ 観光 衛⽣ 衛⽣ 観＋衛 衛⽣ 衛⽣

独⾃事業
◆新北海道
スタイル

◆⼭形県
『新・⽣活
様式』宣⾔

◆やまなし
グリーン・
ゾーン構想

宿泊事業含む
ガイドブック

■コロナに
強い社会
へ：「新北
海道スタイ
ル」構築に
向けた⽀援
策ガイド
ブック

■―東京を
訪れる外国
⼈の⽅へ―
医療機関受
診のための
多⾔語ガイ
ドブック

■新型コロ
ナウイルス
感染症対応
ガイドブッ
ク（宿泊施
設⽤）

■新型コロ
ナウイルス
感染症対応
マニュアル
（宿泊施設
⽤）

＊旅館業の
衛⽣措置基
準

＊感染予防
対策ガイド
ラインにつ
いて（各業
界団体等か
ら出された
ガイドライ
ンをまとめ
ました）

＊新型コロ
ナウイルス
予防の⼿引
き

＊宿泊施設
向け・感染
症対策ク
イックガイ
ド(東京都福
祉保健局)

＊事業者向
け新型コロ
ナウイルス
感染症予防
対策ガイド
ライン集
（第4版）

＊施設にお
ける感染拡
⼤予防ガイ
ドラインの
作成基準

＊[別冊]感
染が疑われ
る宿泊者が
いた場合の
宿泊施設の
対応につい
て

■コロナ社
会を⽣き抜
く⾏動指針

＊旅館業
（旅館・ホ
テル営業）
の構造・設
備基準

＊事業者等
における新
型コロナウ
イルス感染
防⽌につい
て

＊事業者向
け東京都感
染拡⼤防⽌
ガイドライ
ン〜「新し
い⽇常」の
定着に向け
て〜

＊宿泊施設
における感
染が疑われ
る⽅への対
応について

＊新型コロ
ナウイルス
感染症対策
チェックリ
スト

◆北海道ホ
テル・旅館
[宴会部⾨]
感染拡⼤防
⽌ガイドラ
イン

◆新型コロ
ナウイルス
感染症ガイ
ドブック

◆感染拡⼤
防⽌の取り
組み | 北海
道ホテル・
旅館[宴会部
⾨] 感染拡
⼤防⽌ポー
タルサイト

◆県内事業
所等におけ
る新型コロ
ナウイルス
感染予防策
のご紹介

宿泊事業向け
独⾃⽀援

■宿泊事業
者感染予防
対策推進事
業費補助⾦

■札幌市宿
泊施設応援
⾦

■観光宿泊
施設緊急対
策事業費補
助⾦（新型
コロナウイ
ルス感染症
対策等整備
事業）

■宿泊施設
⾮接触型
サービス等
導⼊⽀援事
業((公財)東
京観光財団)

■【宿泊施
設向け】新
潟市宿泊施
設感染症対
策補助⾦

■⾦沢市宿
泊施設魅⼒
向上等奨励
事業

■「新たな
⽇常」対応
宿泊施設応
援補助⾦
【県】

1.旅館業 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
2.新法⺠泊 〇 〇 × × 〇 〇 ×
3.特区⺠泊 〇

宿泊事業含む
ガイドライン

⺠間連携
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表 2 自治体による宿泊事業に対する独自事業と支援策例（2020 年 11 月末時点）その２ 

都道府県 愛知県 滋賀県 兵庫県 ⾼知県 福岡県 熊本県 ⼤分県 宮崎県 ⿅児島県 沖縄県
保健所設置 愛知県 滋賀県 兵庫県 ⾼知県 福岡県 熊本県 ⼤分県 宮崎県 ⿅児島県 沖縄県 
担当部局 衛⽣ 観光 衛⽣ 観＋衛 衛⽣ 観＋衛 衛⽣ 観＋衛 観＋衛 衛⽣

独⾃事業

◆安全・安
⼼な島づく
り応援プロ
ジェクト

宿泊事業含む
ガイドブック

宿泊事業含む
ガイドライン

＊事業者に
おける新型
コロナウイ
ルス感染拡
⼤予防対策
(例)

＊宿泊施設
における新
型コロナウ
イルス対応
マニュアル
―ホテル・
旅館ガイド
― ⾼知の宿

＊おんせん
県おおいた
宿泊施設感
染症対策
チェックリ
スト

＊おんせん
県おおいた
宿泊施設感
染症対策
チェックリ
ストの⾒直
しについて

⺠間連携

宿泊事業向け
独⾃⽀援

■愛知県宿
泊事業者感
染防⽌対策
事業費補助
⾦

■滋賀県宿
泊施設感染
症対策等補
助⾦

■宿泊施設
における感
染防⽌対策
のための設
備整備事業
補助⾦

■旅館・旅
⾏業等緊急
⽀援事業費
補助⾦

■福岡県宿
泊事業者緊
急⽀援補助
⾦

■熊本県観
光拠点⽀援
事業費補助
⾦

■観光施設
等受⼊環境
整備⽀援事
業費補助⾦

■宿泊施設
感染防⽌対
策⽀援事業
費補助⾦

1.旅館業 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
2.新法⺠泊 × × × 〇 〇 × × 〇
3.特区⺠泊
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Ｄ．考察 

宿泊事業の届出件数は住宅宿泊事業・旅館業

とも前年度よりも減少していると回答した自

治体が住宅宿泊事業の届出件数が減少してい

ると回答した自治体が多く、新型コロナウイル

ス感染症の影響が見られる。一方、廃業届出件

数は増加しているという自治体が 3 割前後あ

るが、減少しているという自治体も一定の割合

で存在している。新型コロナウイルス感染症で

実質休業状態になっても廃業まではしていな

い事業者や、廃業していても届出を出していな

い事業者も相当数存在すると推測される。また、

廃業届出件数が減少している自治体について

は、前年度の廃業届出件数が多かった可能性が

ある。 

新型コロナウイルス感染症に関する事業者

からの相談を受けている自治体は約半数あり、

その内容は感染者や発熱者への対応、消毒方法

が多いことから、感染症対策や消毒に関する情

報提供や指導を、保健所の住宅宿泊事業担当部

局や生活衛生部局に期待していることが伺え

る。また、約 4 分の 1の自治体が、管内の住宅

宿泊事業や旅館業等で新型コロナウイルス感

染症の発生（疑いを含む）があったと回答して

おり、クラスターかどうかは別として宿泊施設

における感染対策は喫緊の課題であると言え

る。 

宿泊事業に対して事業・支援策を実施してい

る自治体は 20 自治体あり、感染症に対するガ

イドブックやガイドラインの作成、感染予防対

策に対する補助金事業などを行っている。この

うち、感染予防対策に対する補助金事業を実施

している自治体の事業実績をみると、住宅宿泊

事業においても、空気清浄機や消毒薬等の購入

など、衛生環境面の改善ニーズが存在すること

が明らかとなった。また、担当部局の感想から

も、この事業が宿泊事業に有用であり効果をも

たらしていることが分かった。一方、補助金事

業の実施は観光振興の一環として自治体の観

光部局が推進しており、生活衛生部局の関与は

ほとんど見られない。宿泊事業の衛生管理を進

める上で、このような補助金事業を活用するこ

とは良い契機となることから、今後は庁内の関

係機関との連携を図り推進していくことが望

まれる。 

 

Ｅ．結論 

新型コロナウイルス感染症による住宅宿泊

事業の施行状況への影響を、自治体に対するア

ンケート調査から把握した。また、自治体の

HP から、宿泊事業（住宅宿泊事業、旅館業）

に対して自治体が実施している事業や支援策

を調べた。 

新型コロナウイルス感染症により宿泊事業

の件数は減少傾向が見られること、事業者は感

染者や発熱者への対応及び消毒方法などの情

報を求めていること、宿泊施設における感染者

の発生は一定の割合で確認されており宿泊施

設の感染症対策は喫緊の課題であることなど

が確認できた。 

また、感染対策として自治体が実施している

独自事業や支援策については、観光振興だけで

なく衛生管理の啓発や改善の契機としても有

用であり、今後の衛生管理手法のモデル事業と

して位置づけることも検討されたい。 

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 なし 

2.  学会発表 なし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

1. 特許取得 なし 

2. 実用新案登録 なし 

3.その他 なし 
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厚⽣労働科学研究費補助⾦（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

⺠泊の衛⽣管理等に関する住宅宿泊管理事業者の意識とその現状 

研究分担者 堀⽥祐三⼦ 和歌⼭⼤学教授 

研究代表者 阪東美智⼦ 国⽴保健医療科学院上席主任研究官 

研究要旨 

本研究では、⺠泊に供される住宅管理の実態と課題を把握することを⽬的と
し、⺠泊事業者から住宅管理を委託される住宅宿泊管理事業者に対してアンケ
ート調査を実施した。調査対象は、2020 年 8 ⽉時点で各地⽅整備局等に登録
されている住宅宿泊管理事業者 2,206 とし、質問票は郵送による配布回収とし
た。回収率は 30.0%であった。 

アンケート調査結果分析から、以下の点が明らかとなった。住宅宿泊管理事
業者は 8 割が法⼈、住宅宿泊管理事業以外の事業を⾏っているところが⼤半で
あり、その主たる事業は不動産業であるものが 47.9%であった。受託物件数は
新型コロナウィルス感染症の影響もあり、０⼾と回答した事業者が全体の
54.8%、１〜5 ⼾が 24.2%であった。⾃⼰物件も 0 ⼾が 36.8%、１〜5 ⼾が 45.0%

と１管理事業者が管理する⺠泊物件数は⾮常に少ない。6 割の管理事業者が管
理業務を再委託せず⾃社で⾏っていた。管理業務の⼀部を再委託している管理
事業者は 206 事業者あり、このうち約 50%前後の事業者が⽇常清掃などいわ
ゆる「現場管理」に相当する業務を再委託している。 

また新型コロナウィルス感染症の影響により、業務休⽌状態にあると回答し
た事業者が 30.6%であった。感染症対策については、清拭消毒や⼿指消毒液等
の設置、従業員の感染予防対策が⽐較的⾼い割合（7 割）で実施されていた。 

業種別（宿泊業系、不動産業、その他）の分析では、宿泊業系の事業者が事
業継続している割合が⾼く、また衛⽣管理に対しても取り組んでいる事業者の
割合が、他業種よりも⾼い傾向がみられた。 

Ａ．研究⽬的 

本研究では、⺠泊に供される住宅の管理を担
う住宅宿泊管理事業者を対象とし、⺠泊管理の
実態と課題を明らかにすることを⽬的とする。 

Ｂ．研究⽅法 

主として３つの⽅法を採⽤した。第 1 の⽅法

は各地⽅整備局等に登録されている住宅宿泊
管理事業者 2,206 に対して、⺠泊に利⽤されて
いる住宅の管理についてアンケート調査を実
施した。 

調査票は、郵送で配布回収を⾏った。調査期
間は 2020 年 10 ⽉ 8 ⽇から 3 週間とし、12 ⽉
末までに回収できたものを分析対象とした。全
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国の地⽅整備局等に登録されている住宅宿泊
管理事業者数は、閲覧時点（2020 年 8 ⽉）で
2,206 あり、そのうち本社宛に調査票を配布し
た。 

調査対象および配布・回収の詳細については、
表１のとおりである。 

表１ 調査票配布数と回収数、回収率 

整備局 配布数 回収数 回収率

北海道開発局 231 79 34.2%

東北地⽅整備局 33 16 48.5%

関東地⽅整備局 1012 240 23.7%

北陸地⽅整備局 32 12 37.5%

中部地⽅整備局 94 36 38.3%

近畿地⽅整備局 423 108 25.5%

中国地⽅整備局 51 20 39.2%

四国地⽅整備局 36 14 38.9%

九州地⽅整備局 182 55 30.2%

沖縄総合事務局 112 38 33.9%

無回答 ― 15 ―

合計 2206 633 28.7%  

配布数は 2,206 件であるが、住所不備等によ
り調査票未達となったものが 77 件あった。ま
た有効回答数は 633 であり、未達 77 件を除外
した配布数 2,129 に対する回収率は 30.0%で
あった。地域別の回収率は、東北がもっとも⾼
く 48.5%であり、関東と近畿が 20%台と⼤都
市圏を含む地域で低くなった。  

有効回答以外に、事業者の近況を伝える連絡
をメールやファックスで複数受けた。新型コロ
ナウィルス感染症の影響により、観光・宿泊需
要が著しく低い状況下での調査であったため、
住宅宿泊管理事業者が業務休⽌状態や、登録後
業務を開始していない状況等にあり、回答でき
ない旨連絡をしてくるケースが複数あった。

第 2 の⽅法は、登録されている住宅宿泊管理
事業者の特性を把握することを⽬的に、各整備

局のリスト上にある事業者名をウェブ検索し、
その主要な事業内容を把握した。 

第 3 の⽅法は、地⽅整備局の住宅宿泊管理事
業者登録の担当者および住宅宿泊管理事業者
にインタビュー調査を実施した。コロナウィル
ス感染症の影響により、電話等を利⽤して実施
した。インタビューが実現したのは地⽅整備局
担当者 1 件と住宅宿泊管理事業者 1 件であっ
た。インタビュー調査結果についてはアンケー
ト結果分析の考察に参照・記載している。

（倫理⾯への配慮） 

調査に先⽴ち、国⽴保健医療科学院研究倫理
審査委員会の審査を受け承認を得た。

調査の趣旨説明において、調査の意図、個⼈
情報保護に配慮すること、協⼒者への不利益が
⽣じないよう配慮して実施すること、調査結果
の公開⽅法等について説明を⾏った。調査対象
者が特定されないよう匿名性確保に配慮した。 

Ｃ．研究結果 
はじめに、住宅宿泊管理事業者の登録数の変

化を確認する。調査対象を特定するために利⽤
した各地⽅整備局等のリストに掲載された登
録数（2020年8⽉閲覧時点）と、2021年4⽉時
点での登録数を⽐較した（表２）。 

登録管理事業者数の減少という観点から⾒
る限り、⼤きな影響は⾒られない。もちろんこ
れまでの登録数の増加と⽐較すると、影響は⼤
きいが、宿泊事業が縮⼩したといわれるなか、
1年⾜らずの期間に100件近くの新規登録が確
認された。 
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表２ 登録管理事業者数の変化 

 

減 実質増

北海道 240 1 10

東北 34 0 1

関東 1052 3 43

北陸 36 0 4

中部 96 1 3

近畿 436 0 13

中国 54 0 3

四国 39 0 3

九州 188 2 8

沖縄 118 1 7

合計 2293 9 95

2020年8⽉からの増減
地域 2021年4⽉

 

 

Ｃ-1. 住宅宿泊事業法に基づく⺠泊の管理業
制度 

 2017 年 6 ⽉に公布、翌年 6 ⽉に施⾏された
住宅宿泊事業法では、家主不在型の⺠泊の管理
は、住宅宿泊管理業者に管理を委託することが
義務付けられている。⺠泊の管理を、住宅宿泊
事業者（家主）から受託する者は、国⼟交通⼤
⾂への登録が必要であり、本社や事業者の拠点
の所在地の地⽅整備局等で申請を⾏う。 

 住宅宿泊管理事業者は、⺠泊事業者（家主）
が負う「住宅宿泊事業の適正な遂⾏のための措
置」を代⾏するのであり、管理業務が適切に実
施できることと、その管理受託契約の締結にか
かる業務が法令に適合して実施できるだけの
実務能⼒が求められる。したがって登録に際し
ては、その実務能⼒を確認するものとして、宅
地建物取引業や賃貸住宅管理業等の資格証明
等の提出が必要となる。 

 住宅宿泊管理事業者が委託を受ける管理業
務は、⼤きく①宿泊者等への対応に関する業務、
②住宅・設備管理及び安全確保業務、③清掃・
衛⽣業務に分類される。①は、宿泊者への鍵の
受渡しや本⼈確認、宿泊者名簿の作成等、②は

住宅⽔廻り設備、⽔道・電気などのライフライ
ンが正常に機能するよう保全することや外国
語による通報連絡および連絡先についての案
内など、③は⽇常的な清掃業務や寝具・衛⽣⽤
品の洗濯・設置等である。このうちどの項⽬を
管理受託するかは、住宅宿泊事業者（家主）と
住宅宿泊管理事業者との間で協議して決める
ものであり、内容については契約書を締結する
ことが求められている。国⼟交通省は雛型とし
て標準契約書を⽰しているが、実際の契約内容
や契約書が交わされているかなど、現状は把握
しづらいところである。 

また、こうした住宅管理業務の⼀部は、他の
事業者等へ再委託することができる。再委託す
る事業者については、登録要件等は特に設けら
れていない。 

 住宅宿泊管理事業者の登録申請は、住宅宿泊
事業者の届出と同様、電⼦⽅式が採⽤され、デ
ータが⼀元管理できるようになっている。しか
し、インタビュー調査を⾏った地⽅整備局の担
当者によれば、電⼦⽅式を利⽤するには、電⼦
署名が必要であり、電⼦署名を利⽤できる事業
者は多くない。住宅宿泊事業に参⼊しようとす
る事業者は、管理業も含め、個⼈事業主や中⼩
企業が多く、そうした事業者にとってオンライ
ン申請は最初の越えるべきハードルがあり、現
状利⽤の広がりは限定的である。 

 
Ｃ-2. 事業者属性について 

 ここから、住宅宿泊管理事業者を管理事業者
と表記する。 

管理事業者は、法⼈登録が全体の 8 割を占め
た（図 1）。登録時期は、2018 年がもっとも多
い（図 3）。法律施⾏は 2018 年 6 ⽉ 15 ⽇（事
前登録は同年 3 ⽉ 15 ⽇から）であるが、制度
開始以前の年を記載している回答が約１割あ
った。別の登録申請と混乱して回答したものと
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推察する。また、2020 年に⼊ってからの登録
も 11.8％あった。 

 回答事業者の地域分布（登録地⽅）は、各整
備局等の登録事業者⼀覧のそれに近いとなっ
た。関東がもっとも多く、全体の 37.9％、次
いで近畿の 17.1％、この後北海道、九州と続
く（表 3）。 

 管理事業者の業種については、不動産業がも
っとも多く 47.9％、次いで⺠泊経営が 11.5％
であった（表 4）。地⽅整備局や住宅宿泊管理
事業者へのインタビュー調査から、住宅宿泊管
理事業者への登録には、⺠泊を運営している、
もしくは⺠泊を運営しようとする者が、⺠泊事
業者として届出を⾏おうとする際、家主不在型
⺠泊については住宅宿泊管理事業者に管理委
託をする必要があることを窓⼝等で指摘され、
⾃らが管理事業者となり登録申請をするとい
うケースもあるという。不動産業者であれば、
その逆も考えらえる。 

登録申請時に実務能⼒を⽰す書類として提
出されたものも、宅建取引業免許が 57.3％と
もっとも多く（表 5）、住宅宿泊管理業に参⼊
したのは、不動産業者を中⼼とする事業者であ
った。「その他」の回答には、観光業・地域づ
くり、飲⾷、教育、⼩売り、サービス業などの
記載があった。 

主な業種については別途、事業者⼀覧に基づ
き、ホームページを参照する作業を⾏い、業種
分類を⾏った（別表 1）。この調査においても、
もっとも多い業種は不動産業、次いで建築・建
設業、⺠泊運営・経営や旅館業といった宿泊関
係も⽐較的多かった。また、⼤きくは不動産業
に分類されるものであるが、マンスリーマンシ
ョンやウィークリーマンション事業を⼿掛け
ているところも⼀定数あった。この他、少数で
はあるが、まちづくり事業の⼀環で⺠泊に乗り
出しているところもみられた。 

 

図 1 登録申請事業者 

 

図 2 ⽀店営業所等の有無 

 

図 3 登録年⽉ 
 
表 3 登録申請した地⽅整備局等 

合計 配布数に対する割合
北海道 80 12.6%
東北 16 2.5%
関東 239 37.8%
北陸 12 1.9%
中部 36 5.7%
近畿 108 17.1%
中国 20 3.2%
四国 14 2.2%
九州 55 8.7%
沖縄 38 6.0%
無回答 15 2.4%
合計 633 100.0%  
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表 4 ⺠泊管理業以外の主たる事業内容（主⼒領域） 

合計 割合
管理業のみ 34 5.4%
不動産業 303 47.9%
情報技術関係 9 1.4%
建設・建築業 47 7.4%
⺠泊経営 73 11.5%
旅館業 35 5.5%
⽣活衛⽣関連業 3 0.5%
⾏政書⼠／司法書⼠ 4 0.6%
その他 40 6.3%
無回答 85 13.4%
合計 633 100.0%  

表 5  管理遂⾏の体制整備を⽰す書類（複数回答） 

合計 割合
宅建取引業免許 363 57.3%
マンション管理業の登録通知書 20 3.2%
賃貸住宅管理業の通知書 69 10.9%
住宅取引や管理に関する経歴を⽰した
事業経歴書

98 15.5%

宅建取引⼠証 125 19.7%
管理業務主任証 14 2.2%
賃貸不動産経営管理⼠の写し 22 3.5%
その他 12 1.9%  

 

Ｃ-3. 管理物件について 

 1 管理事業者が、住宅宿泊事業法の下で管理し
ている⺠泊物件数は、かなり少ない。表６は、管
理受託している物件（他から）と、⾃らが住宅宿
泊事業者（家主）となっている物件（⾃ら）にわ
け、それぞれの管理物件数範囲に該当する事業者
数を⽰したものである。図 4 はその割合を⽰す。 

表 6 管理物件数別事業者数 

他から ⾃ら
0⼾ 347 233
1〜5⼾ 153 285
6〜10⼾ 35 28
11〜50⼾ 33 44
51〜100⼾ 5 4
101⼾以上 3 1
無回答 57 38
合計 633 633  
 

受託した管理物件数を０と回答した事業者が
全体の 54.8％、１〜5 ⼾が 24.2％、合計すると
８割近くが５⼾以下であった。⾃らが家主であり
かつ管理も⾏っている⾃⼰物件についても、同様
に０⼾と回答した事業者が全体の 36.8％、1〜5

⼾が 45.0％、5 ⼾以下の事業者が全体の８割であ
った。受託物件と⾃⼰物件いずれも０⼾と回答し
た事業者が 130 件と全体の 2 割を占め、受託と
⾃⼰物件を合わせて５⼾以下の事業者が全体の
52.6％であった。0 ⼾と回答した事業者のなかに
は、コロナ禍前後に管理事業者として登録を⾏っ
たため、実質的に事業を開始していない／できて
いないところがある。本調査はコロナ禍の影響の
ある時期に⾏ったものであり、１管理事業者の管
理物件は少ない。 

 次に管理物件の所在地について、管理物件すべ
てが本店所在地（都道府県）以外に⽴地する事業
者は回答事業者全体の 13.5％であり、本店所在
地以外に⽴地する物件の割合が０と回答した事

図 4 管理物件数別事業者の割合 
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業者が 60.4％であった。 

 また、住宅宿泊事業法下の⺠泊以外、つまり旅
館業法下の宿泊施設や特区⺠泊を管理受託した
り、事業者として経営したりしている事業者は
162 件（全体の 25.6％）であった（表 7）。 

 ⺠泊に供されている住宅の建て⽅について、
管理している物件のなかで、もっとも割合の⾼
い建て⽅について尋ねたところ、⼀⼾建て
50.8％、集合建て 47.7％と、ほぼ同じ割合で
あった（表 8）。またアンケートの回答から、
建て⽅別の⼾数を算出すると、回答事業者が管
理している管理物件は約 3884 ⼾となり、うち
集合建てが約 2853 ⼾（73.4％）、⼀⼾建てが
約 903 ⼾（23.2％）となり、集合住宅を利⽤
した⺠泊が多い結果となった（表 9）。 

 

表 7 特区⺠泊／旅館業法下の宿泊施設の管理受託等 

合計 割合
ある 162 25.6%
ない 416 65.7%
無回答 55 8.7%
合計 633 100.0%  
表 8 最も割合の⾼い建て⽅ 

合計 割合
⼀⼾建て 201 50.8%
集合 189 47.7%
その他 6 1.5%
合計 396 100.0%  
表９ 建て⽅別⼾数 

合計 割合
⼀⼾建て 902.9 23.2%
集合 2852.5 73.4%
その他 129.0 3.3%
合計 3884.4 100.0%  
 

Ｃ-4. 管理の再委託 

既述のように、管理事業者が住宅宿泊事業者
（家主）から物件管理を受託するにあたり、そ
の管理業務の⼀部を他事業者等に再委託する
ことができる。この実態を把握するため、再委

託の有無について尋ねた。 

 １事業者が管理する物件が少ないこともあ
り、再委託はほとんどなされていない結果（再
委託していない 60.3％）となった（表 10）。 

管理業務のうち、C-1.で⽰した管理業務の③

⽇常的な清掃業務や寝具・衛⽣⽤品の洗濯・設
置等に該当する業務が、再委託される傾向にあ
る。これらいわゆる「現場管理」の項⽬は、い
ずれも 50％前後の管理事業者が再委託してい
る（図 5）。 

 この他、苦情対応や避難体制の確⽴、建物設
備の問い合わせ対応、届出事務代⾏の項⽬で、
⾃社管理の割合が⽐較的⾼く、宿泊客対応に関
わる管理業務が主たる管理事業者の業務とな
っている。 

 再委託先については、清掃事業者やクリーニ
ング業者などいくつかの事業者が想定される
が、管理コストを抑えるため、住宅宿泊事業者
（家主）に管理業務の⼀部を再委託するケース
がある。例えば、⽇常清掃業務を住宅宿泊事業
者に再委託し、宿泊客への 24 時間対応等、個
⼈事業主等では対応が困難な管理業務を請け
負うというケースである。本調査では、こうい
ったケースは 40 事業者、再委託をしている事
業者のうち 19.4％であった（表 11）。また、40

事業者中 19 件（47.5％）が管理物件の８〜10

割を住宅宿泊事業者（家主）に再委託している
（表 12）。 

再委託を⾏っている管理事業者 206 件中、
再委託先がさらに再委託をすること（再々委
託）について制限や条件をつけている事業者は
56 件（27.2％）、つけていない事業者が 89 件
（43.2％）であった（表 13）。再々委託先を把
握しているかについては、しているとの回答が
40 件、数はわずかであったが 22 件がしていな
いと回答した（表 14）。 
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表 10 再委託の状況 

合計 割合
⼀部の物件で再委託している 60 9.5%
ほとんどの物件で再委託している 19 3.0%
すべての物件で再委託している 69 10.9%
していない 382 60.3%
不明 20 3.2%
無回答 83 13.1%
合計 633 100.0%  

表 11 住宅宿泊事業者を再委託先とする物件の有無 

再委託 不明 無回答 合計
ある 33 2 5 40
ない 111 16 10 137
無回答 4 2 23 29
合計 148 20 38 206  
表 12 住宅宿泊事業者を再委託先とする物件の割合 

合計 割合
1-3割 14 35.0%
4-7割 7 17.5%
8-10割 19 47.5%
合計 40 35.0%  

 

 

 

表 13 再々委託に対する制限や条件 

合計 割合
つけている 56 27.2%
つけていない 88 42.7%
無回答 62 30.1%
合計 206 100.0%  

表 14 再々委託先の把握 
合計 割合

している 40 19.4%
していない 22 10.7%
再々委託先はない 89 43.2%
無回答 55 26.7%
合計 206 100.0%  
 

Ｃ-5. 衛⽣管理 

 住宅宿泊事業法下での⺠泊は、⼈を宿泊させ
る⽇数が年間 180 ⽇以内と制限されており、
⾃治体によっては条例でさらに期間を定めて
実施を制限しているところもある。そのため、
⺠泊の運⽤によっては宿泊の空⽩期間が⻑く
⽣じる可能性がある。今回の調査では、主にこ 

 

図５管理業務の再委託状況（N=206） 

38



の点を念頭において、管理事業者に衛⽣管理の
⽅法について尋ねた。 

管理事業者が管理する物件の管理⽅法は多
様であることが想定されたため、以下の項⽬に
ついては管理の対応としてもっとも多いケー
スについて回答するよう求めた。 

 宿泊客の滞在中、管理事業者の 40.6%が、客
に室内環境の⾃主管理を委ねていると回答し
た（表 15）。この他、滞在が⻑くなる場合定期
的に清掃に⼊る、客からのリクエストに応じて
清掃に⼊ると回答した管理事業者がいずれも
18%あった。⺠泊は、その⽴地や価格、特徴に
よって、客の滞在期間が異なるが、都市部に⽴
地する簡易宿所や特区⺠泊でも多くが、客の⾃
主管理に委ねる⽅法をとっている（堀⽥・阪東，
2018）。本調査ではこうした⺠泊の特徴毎に、
衛⽣管理の違いを明らかにすることはできな
いが、今後は、滞在期間が中⻑期にわたる場合
の衛⽣管理の⽅法について、期間中の現況確認
と併せて検討が必要であろう。 

 また、宿泊客の退室後（チェックアウト後）、
清掃に⼊るタイミングは、退室⽇と回答した事
業者が全体の 60%であった（表 16）。 

⻑期間宿泊客が⼊らなかった場合の対応に
ついては、定期的に清掃に⼊るとの回答が全体
の 40%、清掃はしないが室内に⼊り換気を⾏
うとの回答が 32%と、利⽤がない期間が⻑い
場合にも⼀定の衛⽣管理が⾏われていること
がうかがえる（表 17）。この⻑期利⽤がない場
合の対応について、管理事業者の本拠地別（登
録地域別）に傾向をみたところ、関東と近畿で、
定期的に清掃に⼊ると回答した割合が他と⽐
較して若⼲低くなっている（表 18）*１。 

⺠泊の衛⽣管理について、宿泊客から苦情を
うける頻度について尋ねた。８割の管理事業者
がめったにない、まったくないと回答した（表
19）。管理事業者⾃⾝や、雇⽤している清掃員

等から聞いた⺠泊の衛⽣管理に関する問題に
ついても、８割近くが衛⽣管理について⽿にす
ることや感じることはないと回答した（表 20）。
⺠泊が稼働していない時期での調査であった
ことが、苦情の頻度の低さに影響している可能
性があることを踏まえる必要があろう。 
 衛⽣管理に関する不満の⾃由記述に記⼊さ
れた内容を概観すると、客からの苦情には、不
満内容（ほこり・ゴミ、髪の⽑、⾍）といった
清掃の不備に関する事柄であった。内部の苦情
にはゲストのマナーや感染症対策に関する苦
労、清掃員の清掃の不均質さについての記載が
みられた。 

 

表 15 宿泊客の滞在中の衛⽣管理 

合計 割合
宿泊客の⾃主管理 257 40.6%
⼀定期間以上の場合、定期的に清掃 116 18.3%
リクエストがあれば清掃 115 18.2%
再委託先に委任 22 3.5%
その他 29 4.6%
無回答 94 14.8%
合計 633 100.0%  
表 16 宿泊客退室後清掃に⼊るタイミング 

合計 割合
退室⽇ 382 60.3%
翌⽇ 80 12.6%
退室後2〜3⽇ 49 7.7%
退室後4〜5⽇以内 5 0.8%
退室後1週間以内 5 0.8%
退室後1週間以上経ってから 4 0.6%
再委託先に委任 10 1.6%
無回答 98 15.5%
合計 633 100.0%  
表 17 ⻑期に客が⼊らない場合の対応 

合計 割合
定期的に清掃に⼊る 253 40.0%
清掃はしないが中に⼊り換気を⾏う 204 32.2%
特に何もしない 30 4.7%
再委託先に委任 21 3.3%
その他 28 4.4%
無回答 97 15.3%
合計 633 100.0%  
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表 19 ⺠泊の衛⽣管理に関する宿泊客からの苦情  

合計 割合
頻繁にある 0 0.0%
ときどきある 32 5.1%
めったにない 193 30.5%
まったくない 316 49.9%
無回答 92 14.5%
合計 633 100.0%  
表 20 ⺠泊の衛⽣管理に対して⾃社清掃員等や再委 

託先から聞いたことや⾃ら感じること 

合計 割合
頻繁にある 4 0.6%
ときどきある 36 5.7%
めったにない 237 37.4%
まったくない 261 41.2%
無回答 95 15.0%
合計 633 100.0%  

 

Ｃ-6. 新型コロナウィルス感染症による影響 

 新型コロナウィルス感染症の影響による事
業停⽌や開店休業状態にある事業者が約 3 割
あった（表 21）。これ以外にも、その他と回答
した事業者のなかに「開店休業状態」といった
状況が複数あった。 

 感染症対策については、現在と新型コロナウ
ィルス感染症蔓延前とに分けて、その実施につ
いて尋ねた。簡易宿所を対象とした過去の調査
において、感染症対策に対する事業主の意識は
⾼くなく、対策の実施も、室内清掃や⽔回りの
衛⽣管理と⽐較すると軽視される傾向にあっ

た。本調査では、「清拭消毒」、「⼿指消毒液等
の設置」、「感染症の患者が出た場合の対応の確
認」、「従業員の感染予防対策」で現在⾏ってい
ると回答した事業者が 6~7 割を占めた。 

 現在⾏っている対策について、新型コロナウ
ィルス感染症蔓延以前からやっているかにつ
いては、チェックイン・チェックアウト⼿続き
の完全遠隔対応 40.1%、⼈数制限 28.4%、消毒
清拭 21.6%、独⾃の感染症対策マニュアルの作
成 10.7%となった（図 6~14）。完全遠隔対応や
⼈数制限が⾼い割合を⽰したのは、⼈件費抑制
や客室・設備規模により以前から何らかの対応
を⾏っていたためであり、直接感染症対策とし
て実施されたものではない可能性が⾼い。 

 また⾃由記述には、登録後にコロナ禍の影響
を受けたため開始後管理受託や宿泊者はゼロ、
事業はまだ開始していないという声や、コロナ
の影響による事業休⽌や中⽌といった記述が
⼤半を占めた。またわずかではあるが、条例に
よる上乗せ規制に対する不満の声がみられた。
衛⽣管理に関しては、ゲストのマナーの悪さを
指摘する声や、感染症防⽌対策に対する不安、
感染症防⽌対策設備に対する補助や助成⾦に
対する要望、チェックイン・チェックアウトの
完全遠隔対応の解禁に対する要望等があった。 

 

 

 

 

北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

定期的に清掃に⼊る 43.8% 62.5% 38.5% 50.0% 47.2% 32.4% 30.0% 50.0% 40.0% 57.9%

清掃はしないが中に⼊り
換気を⾏う 22.5% 6.3% 18.8% 33.3% 25.0% 22.2% 10.0% 7.1% 9.1% 13.2%

特に何もしない 21.3% 12.5% 18.4% 0.0% 13.9% 18.5% 20.0% 21.4% 23.6% 15.8%

再委託先に委任 1.3% 6.3% 4.6% 8.3% 2.8% 2.8% 15.0% 0.0% 5.5% 0.0%

その他 2.5% 6.3% 6.3% 0.0% 2.8% 2.8% 0.0% 0.0% 5.5% 2.6%

無回答 8.8% 6.3% 13.4% 8.3% 8.3% 21.3% 25.0% 21.4% 16.4% 10.5%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

表 18 住宅宿泊管理事業者拠点地別 ⻑期に客が⼊らない場合の対応 
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表 21 ⺠泊の稼働状況（2020 年 10 ⽉時点） 

合計 割合
継続中 355 56.1%
休⽌状態 194 30.6%
その他 33 5.2%
無回答 51 8.1%
合計 633 100.0%  

 

図 6 清拭消毒 

 

図 7 ⼿指消毒液等の設置 

 

図 8 ⾶沫防⽌対策シールド等の設置 

 

図 9 チェックイン・チェックアウト⼿続きの完全遠
隔対応 

 

図 10 従業員研修の実施 

 

図 11 感染症の患者が出た場合の対応の確認 

 

図 12 従業員の感染症予防対策 

 

図 13 ⼈数制限 

 

図 14 独⾃の感染症対策マニュアルの作成 

 

Ｃ-6. 事業種別にみる衛⽣管理の状況 

 既述のように、管理事業者の主な事業内容は
不動産業がもっとも多い結果であったことを
受け、管理事業者の業種を、宿泊業系（管理業
のみ、⺠泊、旅館業;Ｎ=141）、不動産業(N=304)、
その他(上記以外 N=103) の 3 つに区分し、衛
⽣管理の体制等について分析を試みた。 

 管理事業者の登録を法⼈、個⼈いずれで⾏っ
ているかについては、宿泊系で個⼈とする割合
が不動産系よりも⾼い（表 22）。管理受託物件
数（他から）および⾃⼰管理物件数（⾃ら）に
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ついては、宿泊系と不動産系で⼤きな違いは⾒
られないが、⾃⼰物件 0 ⼾の管理事業者の割合
が宿泊業系の管理事業者で 26.2%と、不動産業
（43.4%）と⽐較すると低い（表 23）。また宿
泊系事業者は１~5 ⼾の割合が 54.6%と⾼い。
⾃⼰物件が 11~50 ⼾とする宿泊系事業者の割
合も 9.2%と、不動産業者（6.9%）と⽐較する
と若⼲⾼い。 

宿泊業系の管理事業者は、⾃らが⺠泊事業者
として物件を所有しており、物件の利⽤が⺠泊
に限られているため、不動産業と⽐較して、⾃
⼰物件をもつ割合が⾼くなっているものと推
察する。⼀⽅、不動産業者の場合、所有する物
件は⺠泊需要が減少すれば⺠泊としてではな
く賃貸住宅等として利⽤転換することが⾮学
的容易である。そのため、⺠泊の管理⼾数が 0

⼾であってもその負担はそれほど⼤きいもの
ではない可能性がある。 

 特区⺠泊や旅館業法下の宿泊施設管理につ
いて、受託／⾃⼰管理している事業者は、宿泊
業系で約 3 割、不動産業で 2 割であった（表
24）。 

 管理業務の再委託については、していないと
の回答がいずれの業種も約 6 割であるが、再委
託している事業者は、業種で違いがみられた
（表 25）。宿泊業系では、⼀部の物件で再委託
している割合が 14.2％であるのに対して、不
動産業系では 7.9％、その他業種では 5.8%、
すべての物件で再委託していると回答した割
合は宿泊業系で 8.5%、不動産業で 11.8%、そ
の他の業種では 14.6%となった。宿泊業系には、
管理業のみの事業者を含んでいるため、すべて
の物件で再委託するという回答が他と⽐較し
て低くなったものと推測する。 

 衛⽣管理業務の再委託状況については、図
15〜17 に⽰す通りである。全体的な傾向とし
て、⽇常清掃いわゆる現場管理が再委託される

傾向が⾼いが、宿泊業系で⽇常清掃等現場管理
を⾃社管理とする割合が若⼲⾼くなっている。
また、その他の業種では、管理を再委託とする
割合が宿泊・不動産と⽐較して全体的に⾼くな
った。 

 宿泊客が滞在している期間の衛⽣管理につ
いては、業種別に差はほとんど⾒られなかった
が、宿泊客退室後清掃に⼊るタイミングと⻑期
間宿泊客が⼊らない場合の衛⽣管理について
は、前者は退室⽇に⼊ると回答した事業者の割
合、後者は定期的に清掃に⼊ると回答した事業
者の割合が、宿泊業系で⾼かった（表 26〜28）。 

 新型コロナウィルス感染症の影響下での稼
働状況については、宿泊業系が継続中と回答し
た事業者の割合がもっとも⾼くなった（表 31）。
感染症対策の実施に関しても、各項⽬で⾏って
いると回答した事業者に着⽬してみると、多く
の項⽬で、宿泊業系事業者の割合が⾼い（表
32）。とくに他の業種と⼤きな差がついた項⽬
が、清拭消毒と⼿指消毒、感染症患者が出た場
合の対応、従業員の感染症予防対策、独⾃の感
染症対策マニュアルの作成である。 

 

表 22 業種別登録申請 

法⼈ 個⼈ その他 無回答 総計
宿泊業系 70.9% 27.7% 0.7% 0.7% 100.0%
不動産業 88.5% 11.2% 0.3% 0.0% 100.0%
その他 72.8% 26.2% 1.0% 0.0% 100.0%
無回答 81.2% 11.8% 1.2% 5.9% 100.0%
総計 81.0% 17.4% 0.6% 0.9% 100.0%  

42



表 23 業種別管理物件数
0⼾ 1〜5⼾ 6〜10⼾ 11〜50⼾ 51〜100⼾ 101⼾〜 無回答 総計

他から 48.2% 24.8% 7.1% 7.8% 2.8% 1.4% 7.8% 100.0%
⾃ら 26.2% 54.6% 5.0% 9.2% 0.7% 0.0% 4.3% 100.0%
他から 58.9% 22.4% 5.9% 3.6% 0.0% 0.0% 9.2% 100.0%
⾃ら 43.4% 39.1% 4.6% 6.9% 1.0% 0.3% 4.6% 100.0%
他から 65.0% 26.2% 1.0% 2.9% 0.0% 0.0% 4.9% 100.0%
⾃ら 37.9% 51.5% 1.0% 3.9% 0.0% 0.0% 5.8% 100.0%
他から 38.8% 27.1% 7.1% 9.4% 1.2% 1.2% 15.3% 100.0%
⾃ら 29.4% 42.4% 7.1% 7.1% 0.0% 0.0% 14.1% 100.0%
他から 54.8% 24.2% 5.5% 5.2% 0.8% 0.5% 9.0% 100.0%
⾃ら 36.8% 45.0% 4.4% 7.0% 0.6% 0.2% 6.0% 100.0%

宿泊業系

不動産業

その他

無回答

総計
 

表 24 業種別特区⺠泊・旅館業法下施設の管理 

ある なし 無回答 総計
宿泊業系 33.3% 60.3% 6.4% 100.0%
不動産業 20.7% 71.1% 8.2% 100.0%
その他 20.4% 73.8% 5.8% 100.0%
無回答 36.5% 45.9% 17.6% 100.0%
総計 25.6% 65.7% 8.7% 100.0%  
表 25 業種別 再委託の状況 

⼀部の物件で再委
託している

ほとんどの物件で
再委託している

すべての物件で再委
託している

していない 不明 無回答 総計

宿泊業系 14.2% 5.0% 8.5% 60.3% 2.8% 9.2% 100.0%
不動産業 7.9% 1.6% 11.8% 62.5% 3.3% 12.8% 100.0%
その他 5.8% 1.9% 14.6% 64.1% 1.9% 11.7% 100.0%
無回答 11.8% 5.9% 7.1% 48.2% 4.7% 22.4% 100.0%
総計 9.5% 3.0% 10.9% 60.3% 3.2% 13.1% 100.0%  

表 26 業種別宿泊客の滞在中の衛⽣管理 

宿泊客の⾃主管理
⼀定期間以上の場合、定

期的に清掃
リクエストがあれ

ば清掃
再委託先に委任 その他 無回答 合計

宿泊業系 41.8% 24.1% 20.6% 3.5% 2.8% 7.1% 100.0%
不動産業 41.4% 15.1% 19.4% 3.6% 5.3% 15.1% 100.0%
その他 38.8% 20.4% 12.6% 3.9% 5.8% 18.4% 100.0%
無回答 37.6% 17.6% 16.5% 2.4% 3.5% 22.4% 100.0%
総計 40.6% 18.3% 18.2% 3.5% 4.6% 14.8% 100.0%  

表 27 業種別宿泊客退室後清掃に⼊るタイミング 

退室⽇ 翌⽇
退室後2〜3

⽇
退室後4〜
5⽇以内

退室後1週
間以内

退室後1週
間以上経っ
てから

再委託先に
委任

無回答 合計

宿泊業系 67.4% 13.5% 6.4% 0.0% 1.4% 0.7% 1.4% 9.2% 100.0%
不動産業 55.9% 11.8% 9.5% 1.3% 1.0% 1.0% 1.6% 17.8% 100.0%
その他 60.2% 15.5% 5.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 16.5% 100.0%
無回答 64.7% 10.6% 5.9% 1.2% 0.0% 0.0% 1.2% 16.5% 100.0%
総計 60.3% 12.6% 7.7% 0.8% 0.8% 0.6% 1.6% 15.5% 100.0%  
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表 28 業種別⻑期に客が⼊らない場合の対応 

定期的に清掃
に⼊る

清掃はしない
が中に⼊り換
気を⾏う

特に何もし
ない

再委託先に
委任

その他 無回答 合計

宿泊業系 44.0% 33.3% 4.3% 4.3% 4.3% 9.9% 100.0%
不動産業 37.5% 33.6% 4.9% 2.0% 4.3% 17.8% 100.0%
その他 40.8% 28.2% 3.9% 6.8% 4.9% 15.5% 100.0%
無回答 41.2% 30.6% 5.9% 2.4% 4.7% 15.3% 100.0%
総計 40.0% 32.2% 4.7% 3.3% 4.4% 15.3% 100.0%  

表 29 業種別衛⽣管理に対する宿泊客からの苦情 

頻繁にある ときどきある めったにない まったくない 無回答 総計

宿泊業系 0.0% 6.4% 32.6% 53.2% 7.8% 100.0%
不動産業 0.0% 5.3% 30.6% 47.0% 17.1% 100.0%
その他 0.0% 1.0% 28.2% 53.4% 17.5% 100.0%
無回答 0.0% 7.1% 29.4% 50.6% 12.9% 100.0%
総計 0.0% 5.1% 30.5% 49.9% 14.5% 100.0%  

表 30 業種別⺠泊の衛⽣管理に対して⾃社清掃員等や再委託先から聞いたことや⾃ら感じること 

頻繁にある ときどきある めったにない まったくない 無回答 総計

宿泊業系 0.7% 6.4% 40.4% 42.6% 9.9% 100.0%
不動産業 1.0% 5.3% 37.2% 39.8% 16.8% 100.0%
その他 0.0% 1.9% 35.9% 44.7% 17.5% 100.0%
無回答 0.0% 10.6% 35.3% 40.0% 14.1% 100.0%
総計 0.6% 5.7% 37.4% 41.2% 15.0% 100.0%  

表 31 業種別稼働状況 

継続中 休⽌中 その他 無回答 総計
宿泊業系 68.8% 23.4% 5.0% 2.8% 100.0%
不動産業 47.7% 37.8% 6.9% 7.6% 100.0%
その他 57.3% 29.1% 1.0% 12.6% 100.0%
無回答 63.5% 18.8% 4.7% 12.9% 100.0%
総計 56.1% 30.6% 5.2% 8.1% 100.0%  

表 32 業種別感染症対策の実施内容（各項⽬「⾏っている」と回答した事業者の割合） 

清拭消毒 ⼿指消毒液
等の設置

⾶沫防⽌対策
シールド等の

設置

チェックイ
ン・アウト完
全遠隔対応

従業員研修
の実施

患者が出た場
合の対応の確

認

従業員の感染
症予防対策

⼈数制限 独⾃の感染症
対策マニュア
ルの作成

宿泊業系 81.6% 80.9% 31.9% 48.2% 56.7% 75.9% 87.2% 61.0% 48.2%
不動産業 68.4% 66.4% 22.7% 44.4% 49.0% 60.2% 67.4% 45.1% 26.3%
その他 68.9% 70.9% 20.4% 36.9% 51.5% 64.1% 71.8% 46.6% 27.2%
無回答 69.4% 71.8% 29.4% 48.2% 57.6% 69.4% 75.3% 49.4% 35.3%
総計 71.6% 71.1% 25.3% 44.5% 52.3% 65.6% 73.6% 49.4% 32.5%  
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図 15 宿泊業系の管理業務の再委託状況（何らかのレベルで再委託をしている事業者 48 に対する割合） 

 
図 16 不動産業の管理業務の再委託状況（何らかのレベルで再委託をしている事業者 93 に対する割合） 

  

図 17 その他の管理業務の再委託状況（何らかのレベルで再委託をしている事業者 30 に対する割合） 
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Ｄ．まとめと考察 

アンケートおよびインタビュー調査の結果
から、以下の点が明らかになった。 

＜管理事業者の特徴＞ 

住宅宿泊管理事業者は約 8 割が法⼈として
登録されている。また、管理事業者も届出⺠泊
の多い関東圏、近畿圏に、その本社を置く事業
者が多い。 

管理事業者の多くが住宅宿泊管理事業以外
の事業を⾏っており、その主たる事業は不動産
業（47.9%）であった。空き物件を管理する不
動産業者が、家主から委託を受け、もしくは⾃
らが⺠泊事業者となって、管理を⾏い、ビジネ
スとしている状況がうかがえる。
＜管理の状況＞

しかし、現実には、新型コロナウィルス感染
症の影響により、その管理物件数の規模は著し
く⼩さい。管理受託物件０（ゼロ）⼾と回答し
た事業者が全体の 54.8%、１〜5 ⼾が 24.2%で
あった。⾃⼰物件も 0 ⼾が 36.8%、１〜5 ⼾が
45.0%、管理受託および⾃⼰物件いずれも 0 ⼾
と回答した事業者は 130 件、全体の約 2 割を
占めた。１管理事業者が管理する⺠泊物件数は
⾮常に少ない。また、管理事業者の 60.3%が管
理業務を他事業者に再委託せず⾃前で⾏って
いた。 

他⽅、他の事業者に管理業務の⼀部を再委託
している管理事業者は 206 事業者（32.5%）あ
り、このうち約 50%前後の事業者が⽇常清掃
などいわゆる「現場管理」に相当する業務を再
委託している。 

衛⽣管理の状況については、宿泊客滞在中の
衛⽣管理と、宿泊客退室後に清掃に⼊るタイミ
ング、⻑期宿泊客が⼊らない物件の衛⽣管理、
宿泊客・従業員からの不満にについて尋ねたが、
問題となる状況は確認できなかった。とくに宿

泊客からの衛⽣管理に対する不満の頻度につ
いては、宿泊客を⼊れた経験がほとんどない事
業者が⼀定数いることを踏まえると、⼀般的な
利⽤がある場合の実態を反映した結果にはな
っていないものと考える。 

＜新型コロナウィルス感染症の影響と対策＞ 

新型コロナウィルス感染症の影響により、業
務休⽌状態にあると回答した事業者が 30.6%

であった。感染症対策については、清拭消毒や
⼿指消毒液等の設置、従業員の感染予防対策が
⽐較的⾼い割合（7 割）で実施されていた。 

＜管理事業者の主業種別にみる⺠泊管理＞ 

業種別（宿泊業系、不動産業、その他）の分
析では、その管理体制や感染症対策に特徴がみ
られた。第 1 に、不動産業と⽐較して宿泊業系
で個⼈登録が多い。第 2 に、宿泊業系の管理事
業者は、他業種と⽐較して、⾃ら⺠泊事業主と
なり、物件を所有し、運営している割合が⾼い。
管理物件⼾数については全体として 0 ⼾もし
くは 5 ⼾以下が多いが、宿泊業系事業者が不動
産系と⽐較して、⾃⼰管理物件⼾数が 1~5 ⼾、
11〜50 ⼾である事業者割合が⾼かった。 

第 3 に、管理の再委託については、宿泊業系
事業者で再委託している割合が低い。業種別全
体をみると、その他業種が、不動産業と宿泊業
系よりも、管理業務を再委託している事業者の
割合が若⼲⾼い。⼀⽅、宿泊業系については、
すべての物件で再委託しているという回答し
た事業者の割合が低くなった。管理業務別に再
委託の状況をみても、宿泊業系で再委託の割合
が低くなっている。加えて、宿泊業系の事業者
は、事業継続している割合が⾼く、感染症対策
に対しても取り組んでいる事業者の割合が、他
業種よりも⾼い傾向がみられた。 

業種別の分析を総合すると、宿泊業系の事業
者の、⺠泊管理およびその衛⽣管理に対する意
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識と実践は、他の業種のそれと⽐較して⾼い結
果となった。宿泊系事業者は、⾃らが⺠泊事業
者である割合も⾼く、またこれまでの宿泊施設
経営のノウハウや経験が、⺠泊（管理）事業へ
の意識や積極性に反映されているものと推測
する。 

今回のパンデミック鎮静化後しばらくは、宿
泊客が宿泊施設に求める衛⽣要件はかなり⾼
いことが予想される。宿泊業⼀般でどこまでこ
の要件に応えていくのか、また⺠泊ではどうか、
現時点ではこの問いに対する明確な答えは出
せないが、少なくともこうした要件を満たそう
とするにはコストへの転嫁が不可⽋となる。現
状でさえ、宿泊需要の激減により⺠泊の経営状
況は悪化している。パンデミックの鎮静化後、
この経験を踏まえ、⺠泊だけでなく宿泊業全体
で衛⽣管理基準をどう担保していくか、そのコ
ストも含めて再検討していくことが必要であ
ろう。

＜注＞ 
*１ 地域別に⺟数が異なることや、管理事業者
の登録地域に必ずしも管理物件があるとは限
らない。そのため、より詳細な検証が必要であ
る。
＜参考⽂献＞
 堀⽥祐三⼦・阪東美智⼦（2018）簡易宿

所および⺠泊の衛⽣管理の状況と事業者
意識に関する研究，⽇本建築学会⼤会梗概
集

 堀⽥祐三⼦・阪東美智⼦（2020）⺠泊の

衛⽣管理等に関する事業者意識，厚⽣労働
科学研究費補助⾦（健康安全・危機管理対
策総合研究事業）分担研究報告書，国⽴保
健医療科学院 

E．研究発表 

1．論⽂発表
 堀⽥祐三⼦（2020）「観光⽴国」政策とオ

ーバーツーリズム,住⺠と⾃治，2020，685，
⾃治体問題研究所，6－11.

 堀⽥祐三⼦（2020）⺠泊法制度の現状と
課題 : 地⽅⾃治体の独⾃規制に着⽬して,
住⺠と⾃治, 2020，685，⾃治体問題研究
所，25−27.

 堀⽥祐三⼦（2020）ポスト・コロナの時
代の観光と観光政策の⽅向性：いくつかの
対抗軸をめぐって，議会と⾃治体，2020，
271，4−12.

 堀⽥祐三⼦（2021）「新型コロナ」から⽇
本の社会を考える 第 11 回コロナ禍の先
に―新しい観光に向けて，住⺠と⾃治，
2021，697，⾃治体問題研究所，6−9.

2. 学会発表
なし

F．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

1. 特許取得 なし
2. 実⽤新案登録 なし
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

 分担研究報告書 

民泊施設における清掃方法と汚染の除去効果に関する研究 

研究協力者 山田裕巳 積水ハウス株式会社総合住宅研究所 

研究要旨 
民泊施設が増加しているものの、ホテル等の宿泊施設に比べ衛生管理は不明である。宿

泊施設の適正な衛生管理手法を構築するにあたり、宿泊に伴いどのような部位が汚染され

るのか、また清掃方法の違いによる汚染の除去効果に関する知見を得る必要がある。 
調査の結果、適正な清掃方法を用いない「通常」の清掃方法では、部位によっては清掃

後の値は、清掃前の値に比較して汚染の値が高い結果が見られ、かえって増大させる可能

性があることが分かった。一方で適正な清掃方法を用いることで一般生菌の値を低下させ

ることができた。特に「手が触れる」部位における湿式の清拭は大幅に低下させることが

できることが分かった。 

A.研究目的 

民泊施設が増加しているものの、ホテル等の宿泊施

設に比べ衛生管理は不明である。これまで民泊施設お

よび簡易宿所に対して実態調査を実施した。その結果、

換気量の不足など、室内環境の悪化がみられた 1)。2019

年度は、宿泊施設の汚染度を簡易に評価するための汚

染部位の把握と評価手法の調査を目的として実施し

た。その結果、汚染評価部位については、「部屋の隅」

や「冷蔵庫底部」を評価することが衛生管理状況を知

るために重要であること、簡易測定手法については、

表面の汚染程度として付着真菌評価にはスワブ法が望

ましいことを得た。 

これらを踏まえ、具体的かつ効果的な清掃方法につ

いて検証を進める必要がある。清掃方法に関しては、

民泊を対象とした「住宅宿泊事業法」では、衛生管理

方法に関する記述はみられない 2)。また「旅館業にお

ける衛生等管理要領」においても、例えばシーツに関

しては「宿泊者一人毎の取り替え」と「同一宿泊者で

あっても3 日に1 回の取り替え」を明記されているも

のの 3)、滞在に伴って汚染される状況に配慮した清掃

方法が明確になっているとは言えない。 

本研究は、掃除前後の汚れ値（一般生菌・ATP）の変

化から、宿泊に伴いどのような部位が汚染されるのか、

また清掃方法の違いにより汚染の除去効果が異なるの

かについての知見を得ることを目的として宿泊施設を

用いて調査を行った。 

・一般生菌と汚れの指標であるATPを対象とし、宿泊

後の汚染状況の特徴を把握する。 

・汚染の発生過程として、「手・足で触れる部分」「食

材・調理行為で汚染される部分」等に分けて、その汚

染状況を把握する。 

・宿泊施設が通常用いている清掃方法の清掃効果を清

掃前後の汚染状況の違いにより明らかにする。 
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B.研究方法 

1.調査概要 

調査は、汚染物質として一般生菌および汚れ（ATP

値）を対象とした。既往研究から、清掃方法による汚

染度への影響は、病院を対象としてATPを用いて実施

されている 4)。本研究は宿泊施設を対象としたため、

生活によって汚染される懸念がある部位を対象にATP

と一般生菌を用いて清掃前後の評価を通じて、その影

響を明らかにした（図 1）。清掃方法は、宿泊施設が

設定している条件を「通常」清掃条件、低減効果が見

込まれる薬剤を用いた条件を「変更」清掃条件として

設定した。それぞれの清掃方法の違いを一般生菌なら

びに、汚れの指標であるATP値で評価した。 

図 1 調査フロー 

2.調査日程 

測定は、2020 年 10 月 4 日より同 11 月 15 日まで実

施した（表 1）。No.AおよびNo.②は3泊した建物で

あり、NO.C,.D,③は 2 名宿泊した部屋である。調査の

順番として、清掃の効果が予想される「変更」清掃条

件を、宿泊施設が設定する「通常」清掃条件の後に来

るように設定した。 

表 1 調査日程 

条件 
No. 日程 宿泊者

数 
宿泊

数 室番号 
対象 清掃 

方法 

一
般
生
菌

通
常

A 10/9-10 1 3 502 
B 10/10-11 1 1 402 
C 10/12-13 2 1 301 
D 10/19-20 2 1 401 
H 11/15-16 1 1 502 

変
更

E 10/30-31 1 1 302 
F 11/4-5 1 1 302 
G 11/14-15 1 1 302 

A
TP 

通
常

① 10/4-5 1 1 502 
② 10/5-6 1 3 402 
③ 10/26-27 2 1 401 
④ 10/31-11/1 1 1 402 

変
更

⑤ 11/6-7 1 1 402 
⑥ 11/7-8 1 1 402 
⑦ 11/9-10 1 1 402 
⑧ 11/13-14 1 1 402 

3. 調査場所並びに測定箇所 

3.1 調査建物 

対象建物は、簡易宿所 1 棟とし、それぞれ宿泊のあ

った部屋を利用した。 

3.2 調査個所 

測定箇所は、生活に伴い汚れが変化する可能性があ

る部位とした（図 2 採取場所 

表 2および図 2）。これらの測定箇所は、清掃方法

の違いと、主な汚染源によるものに分類される。清掃

滞
在

採取 退
室

清
掃

(

通
常
・
変
更) 

採取 
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方法に関しては、床面に対しては、フロアワイパー（表

中「ワ」）を用い、また手が触れる箇所などは、布巾

による清拭（表中「マ」）を用いた。 

また想定される主たる汚染源としての分類では、飲

食によるもの（表中「食」）、手が触れることによる

もの（表中「手」）、足が触れることによるもの（表

中「足」）に分けられる。 

フロアワイパーで主に足が触れることで汚染される

ものは、「部屋中央」「トイレ床」「部屋の隅」「窓

下」であり、飲食により汚染されるものは、「調理場

前床」「冷蔵庫前床」である。 

次に布巾による清拭で、飲食が原因で汚染されるも

のは、「冷蔵庫取っ手」「食卓上」「冷蔵庫内部下部」

「キッチンカウンター」であり、手が触れることによる

ものは、「ドアノブ（室内入口建具）」「ドアノブ（ト

イレ・浴室：内側）」「水栓カラン（洗面）」「水栓カ

ラン（キッチン）」「トイレ流しレバー」「スイッチ

プレート（リビング照明）」「TVリモコン」となる。

なお「コップ」は、口が接触する部位であることから、

通常用いられる中性洗剤を用いた清掃方法を用いた。 

 

図 2 採取場所 

 

 

 

 

 

表 2 測定箇所 

No 場所 清掃 汚染 
1 部屋中央 ワ 足 
7 トイレ床 ワ 足 
2 部屋の隅 ワ 足 
3 窓下 ワ 足 
4 調理場前床 ワ 食 
5 冷蔵庫前床 ワ 食 
11 ドアノブ（室内入口建具） マ 手 
12 ドアノブ（トイレ浴室：内側） マ 手 
14 水栓カラン（洗面） マ 手 
15 水栓カラン（キッチン） マ 手 
17 トイレ流しレバー マ 手 

19 スイッチプレート 
（リビング照明） 

マ 手 

20 TVリモコン マ 手 
13 冷蔵庫取っ手 マ 食 
9 食卓上 マ 食 
6 冷蔵庫内部下部 マ 食 
8 キッチンカウンター マ 食 
18 トイレ便座 マ  
10 コップ  食 

※表中凡例 

清掃：後述する「変更」清掃方法 

 ワ：フロアワイパー 

 マ：布巾による清拭 

汚染：想定される主たる汚染源 

 食：飲食によるもの 

 手：手が触れることによるもの 

 足：足が触れることによるもの 

 

 

3.3 清掃条件 

先に示した通りに、清掃は 2 つの条件を設定した。

通常、宿泊施設で実施されている清掃方法（以降「通

１ 5 

7 

4 
9 

2 

3 
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20

10 8 
13

 
6 
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常」清掃条件）と、新型コロナウィルスへの効果が認

められる方法とした（以降「変更」清掃条件）。 

1)  既存の清掃方法（「通常」清掃条件） 

宿泊施設の清掃方法を表 3 に示す。本施設は清掃

が定められており、入室した印象としても清潔感があ

る。 

表 3 清掃方法 

部屋の換気 窓、換気扇、玄関、エレベーターホ

ール 
シーツ、タオ

ル 
リネンへ 

寝具・クッシ

ョン等 
消臭剤→掛布団を干す。 

各部 フローリングワイパーで掃除 
（換気扇カバー、レンジ、冷蔵庫、テ

レビ台、バス換気扇、電気、エアコ

ン、壁飾り） 
上拭き テーブル、テレビ台、窓際、照明器

具、靴箱上 
掃除機 ベッド下、玄関、靴箱内、洗濯機ス

ペース、カーペットは特に念入り 
ユニットバ

ス 
目と手で汚れ、ザラつきを確認 
水で流して洗剤で洗う 
バス、洗面台、トイレ床 
水気をタオルで取る 
→雑巾でふく（天井と壁も） 
水滴跡を残さない 
トイレ掃除 
（便器、便座、タンク） 
汚物入れ、トイレブラシ拭く 
ハンドソープ、歯ブラシセット（粉

チューブ）チェック 
シャンプーボトル 汚れ、残量チェ

ック 
キッチン 食器類を洗う 

カトラリー、棚内チェック 
（水気や汚れ） 
ドライヤー、ブラシ 
ケトル、レンジ、冷蔵庫を拭く 
壁、鏡、コンロ台を拭く 
排水口カゴ、シンク内を洗って拭く 

和布団スペ

ース 
床拭き、粘着クリーナー 

ベッド ベッドメイキング 
仕上げ 寝具、クッション、座布団、カーペ

ットを粘着クリーナーで掃除 

床拭き 
雑巾がけ 

玄関、洗濯機スペース、壁、冷蔵庫

隙間、コンセント、ドア 
スリッパ 消毒 
 

 

 

2)  変更する清掃方法の設定（「変更」清掃条件） 

民泊管理会社である airbnb から清掃方法に関する情

報が発信されている。また北里大学大村智記念研究所

からは、「医薬部外品および雑貨の新型コロナウイル

ス（SARS-CoV-2）不活化効果について」として、有効

性のある清掃方法が報告されている 5)。 

本調査では、変更する清掃条件として、北里大学大

村智記念研究所が有効性を確認した界面活性剤(0.2%

アルキルアミンオキシド)を含む薬剤を用いることと

した。この際、家具などへの影響がないことを前提と

して市販の掃除液を用いることとした。取っ手などふ

き取り清掃部分は、ウェットな清拭方法を、またフロ

ア材など床平面部においては、ウェットなフロアワイ

パーを用いることとした。以上を踏まえ、新しく設定

した清掃方法（「変更」条件）を併記したものを表 4

に示す。 

表 4 清掃方法 

 「通常」条

件 
「変更」条件 

硬
質
表
面
（
机
な
ど
） 

手が

触れ

る場

所 

拭き掃除 

雑巾に薬剤を散布し、ふき

取る。ふき取る際は、往復

させずに、一方向で何回か

ふき取る。 
食器

など 
中性洗剤で

洗う 「通常」清掃条件と同等 

床面 掃除機 
掃除機をかけた後、ウエッ

トフロアワイパーを用いて

しっかりとふき取る。 

多
孔
材 

床面 掃除機 ← 

ベッ

ド シーツ交換 ← 
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3)  ふき取り状況 

ふき取り状況を表 5に示す。床面は、ワイパーにて

ふき取り、それ以外は、雑巾に含侵させた洗浄液にて

ふき取った。ふき取りは、往復させるのではなく、最

後に一筆のようにぬぐい取るようにした。 

表 5 清掃方法 

部屋中央 ドアノブ（室内入口建具） 

  

部屋の隅 ドアノブ（トイレ・浴室：内側） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓下 冷蔵庫取っ手 

  

調理場前床 水栓カラン（洗面） 

  

冷蔵庫前床 水栓カラン（キッチン） 
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冷蔵庫内部下部 トイレ流しレバー 

  

トイレ床 トイレ便座 

  

キッチンカウンター TVリモコン 

  

 

4. 滞在時生活行為について 

宿泊に伴う汚染状況を同程度とするために、以下の

通りに共通する方法を設定した。 

原則的に、チェックイン 19：00までとし、チェッ

クアウトは8：00以降とし、この間は基本的在室のこ

ととした。滞在中は、調理・夕食・余暇・入浴・睡眠・

朝食を行ってもらった。タバコは吸わないように指示

した。調理については、夕食と朝食をとってもらった。

飲み物はグラスを使うこととし、使用後は皿・コップ

は洗わずに、シンク内に放置してもらった。 

排便に関しては、トイレの床への汚れを考慮し、男

子は小便時は立って行ってもらうように指示した。  

睡眠は、0：00には睡眠するように指示した。 
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5.測定方法 

汚染物質として一般生菌およびATPを用いた。 

5.1 スワブ法を利用した一般生菌  

栄研化学社製「ふきふきチェックⅡ PF2002」(リン酸

緩衝生理食塩水 10mL)を用いて対象となる部分へ、面

上の物にあっては 10cm 角のエリアに対してふきとり

検査枠を用いて綿棒先端にて拭い取り、採取した。面

上以外の部位にあっては、手が触れる部分を対象とし

て採取した（表 6参照）。採取後にクール便にて持ち

帰り、3M™社製滅菌希釈水9mL D9 PBSに1mLを加

えて10 倍希釈を作成した後に、原液と10 倍希釈液そ

れぞれを 1mL ずつコンパクトドライ培地に添加し、

35℃のインキュベーターにて養生し、コロニー数をカ

ウントし、溶液濃度および培地面積より濃度を算出し

た。 

5.2 ATP指標 

汚れ指標は、ATPふき取り調査を用いた（kikkoman

社製「LumitesterPD-30」）。ATPは、生物がもつエネ

ルギー代謝に必須の物質のことであり、生物的な汚れ

の指標として用いられている。面上の物にあっては

10cm 角のエリアに対してふきとり検査枠を用いて綿

棒先端にて拭い取り、採取した。 

5.3 採取状況 

表 6にそれぞれの採取場所の状況を示す。採取エリ

アは、平面の部分は 10cm2とした。取っ手などの立体

のものは手が触れる部分として、その大きさを記録し

た。なお、採取前後の採取場所は基本的に同一場所を

取らずにずらして採取した。 
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表 6 採取状況 

1 部屋中央 

 

清掃前後 
の位置 

ずらす 
 

採取エリア 10cm角 

注意事項 
 

 

2 部屋の隅 

 

清掃前後 
の位置 

ずらす 
 

採取エリア 10cm角 

注意事項 
 

 

3 窓下 

 

清掃前後 
の位置 

ずらす 
 

採取エリア 10cm角 

注意事項 
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4 調理場前床 

 

清掃前後 
の位置 

ずらす 
 

採取エリア 10cm角 

注意事項 
 

 

5 冷蔵庫前床 

 

清掃前後 
の位置 

ずらす 
 

採取エリア 10cm角 

注意事項 
 

 

6 冷蔵庫内部下部 

 

清掃前後 
の位置 

ずらす 
 

採取エリア 10cm角 

注意事項 
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7 トイレ床 

 

清掃前後 
の位置 

ずらす 
 

採取エリア 10cm角 

注意事項 
 

トイレの足元、中央か

ら左右に 

8 キッチンカウンター 

 

清掃前後 
の位置 

ずらす 
 

採取エリア 10cm角 

注意事項 
 

横並びで、清掃前後で

採取する。 

9 食卓上 

 

清掃前後 
の位置 

ずらす 
 

採取エリア 10cm角 

注意事項 
 

※リモコン等を 
どけて机の上を採取

する。 

  

前 
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10 コップ 

 

清掃前後 
の位置 

同じ部位 

採取エリア 上幅 ｃｍ 
下幅 ｃｍ 
高さ ｃｍ 

注意事項 
 

中に手を入れて、外側に

触れないように採取す

る 

11 ドアノブ（室内入口建具） 

 

清掃前後 
の位置 

同じ部位 

採取エリア 長さ ｃｍ 
全周 ｃｍ 
  

注意事項 
 

 

12 ドアノブ（トイレ・浴室：内側） 

 

清掃前後 
の位置 

同じ部位 

採取エリア 長さ ｃｍ 
全周 ｃｍ 
  

注意事項 トイレの側から採取

する 

  

外側 

全周 

85 

100 

100 

70 

100 

90 
68 
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13 冷蔵庫取っ手 

 

清掃前後 
の位置 

同じ部位 
 

採取エリア 幅 10ｃｍ 
長さ   ｃｍ 
  

注意事項 
 

長さが10cmとなるよ

うに採取する。 
清掃前後は同じ部位

を取る 
 

14 水栓カラン（洗面） 

 

清掃前後 
の位置 

同じ部位 

採取エリア 直径 ｃｍ 
高さ ｃｍ 
  

注意事項 
 

同じ部位全周をぬぐ

い取る。 
直径と高さを記載す

る 

15 水栓カラン（キッチン） 

 

清掃前後 
の位置 

同じ部位 

採取エリア 幅 ｃｍ 
長さ ｃｍ 
  

注意事項 
 

 

  

100 

長さ 

全周ぬぐい取る 

高さ 

45 

直径40 

25 

65 

55 

30 

55 
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16 椅子背もたれ 

 

清掃前後 
の位置 

同じ部位 

採取エリア 幅 １０ｃｍ 
長さ １０ｃｍ 
  

注意事項 
 

手が当たるところ 

17 トイレ流しレバー 

 

清掃前後 
の位置 

同じ部位 

採取エリア 高さ ｃｍ 

長さ ｃｍ 

  

注意事項 
 

手が触れる部分のみ

全周 

18 トイレ便座 

 

清掃前後 
の位置 

同じ部位 

採取エリア １０ｃｍ角 

注意事項 
 

右手が触れる部分 
前後で位置をずらし

て採取する 

  

長さ70 

高さ30 

 

100 

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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19 スイッチプレート（リビング照明） 

 

清掃前後 
の位置 

同じ部位 

採取エリア 高さ ｃｍ 
幅 ｃｍ 
  

注意事項 
 

枠内のみ 

20 TVリモコン 

 

清掃前後 
の位置 

同じ部位 

採取エリア 長さ ｃｍ 
幅 ｃｍ 
  

注意事項 
 

裏面のみ 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

長さ70 
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C.実験結果 

1.清掃前の汚染状況（一般生菌およびATP） 

図 3 及び図 8 に清掃前の一般生菌とATP 値の結果

を示す。一般生菌は手で触れる部分である「水栓カラ

ン（洗面）」・「水栓カラン（K）」、飲食に関係する

「食卓上」と「キッチンカウンター」に高い値が見られ

た（図 3）。ATPも一般生菌と同様に、「水栓カラン

（洗面）」・「水栓カラン（キッチン）」・「食卓上」・

「キッチンカウンター」が高いことに加えて「コップ」

が高い値を示した。以上から、滞在した後は、手で水

や食品に関する手を扱う部位が汚染されることが分か

った。 

2.清掃前後の汚染状況の変化 

次に清掃前後の値の変化を示す。図 4、図 6は、一

般生菌の「通常」清掃方法と「変更」清掃方法時の清

掃前後の比較を示し、図 5、図 7は、「通常」「変更」

清掃方法時の清掃前の値を 0 とした時の清掃後の値の

変化を示す。 

図 5および図 7の比較から、「通常」清掃方法は、

「部屋中央」・「冷蔵庫前床」・「ドアノブ（UT）」に

おいて、清掃後の値は、清掃前の値に比較して高い結

果となった。また、「水栓カラン（K）」等清掃前後で

あまり変化しない部位も存在した（図 5）。しかし「変

更」した清掃方法は全ての清掃後の値が清掃前の値に

比較して低くなった。このことから、現行の清掃方式

では、一般生菌数を減らすことができない部位がある

ことが分かった。一方で、「変更」した清掃方法は、

いずれも一般生菌濃度は清掃により低下し、特にドア

ノブなどウェット清拭を用いた方法は顕著に低下が見

られた。 

次に、図 9、図 11 は、ATP の「通常」清掃方法と

「変更」清掃方法時の清掃前後の比較を示し、図 10、

図 12は、「通常」「変更」清掃方法時の清掃前の値を

0とした時の清掃後の値の変化を示す。 

ATP値は「通常」清掃方法と「変更」清掃方法のい

ずれも同程度に清掃後の値が低下する傾向を示した。 

「通常」清掃方法は、「窓下」部のみ清掃後の値が高

くなった。また「部屋中央」や飲食に関係する「調理

場前床」と「冷蔵庫前床」は、清掃前に比較して、清

掃後の値はあまり低下しなかった（図 9）。次に「変

更」清掃方法においては、ウェットフロアワイパーを

用いた床部分（「部屋中央」から「冷蔵庫前床」）は、

清掃前後でほとんど低下が見られない（図 11）。しか

し、ウェット清拭を用いた部位（「ドアノブ（入口）」

から「トイレ便座」）は、「トイレ流しレバー」を除

き、一般生菌同様顕著に低下が見られた。 

3..宿泊室別の汚染状況の変化 

次に宿泊室別の結果を示す。一般生菌の「通常」清

掃方法であるNo. A, B, C, D, Hを図 13～図 17に「変

更」清掃方法である No. E, F, G を図 18～図 20 に示

す。 

一般生菌の「通常」清掃方法は、No.Aの清掃前の値

が高い値を示した。No.Aは3連泊した部屋であり、こ

のため汚れが増えたことが原因と考えられた。また

No.B, Dは、清掃後の値が高い条件が存在し、No.Bで

はキッチンの「部屋中央」・「水栓カラン（K）」・「ト

イレ流しレバー」の値が高く、No.Dでは「部屋中央」・

「窓下」・「ドアノブ（UT）」・「水栓カラン（K）」

「冷蔵庫取っ手」の値が高い結果となった。この理由は

不明であるが、拭き掃除により、汚染が広がったこと

が原因と考えられた。 

次に一般生菌の「変更」清掃方法では、清掃後の値

は清掃前に比較して、No.E, F, Gともすべての条件で下

回った。特に、ウェット清拭部であるカラン・ドアノ

ブ部などは、清掃前の値に比較して清掃後は、いずれ

の部位でも大幅に低下した。薬剤の効果が十分に発揮

されたことが読み取れる。 

次に宿泊室別のATP値の変化を見る。「通常」清掃

方法であるNo.①～④を図 21～図 24 に、「変更」清

掃方法であるNo.⑤～⑧を図 25～図 28に示す。 
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ATPの「通常」清掃方法は、No.②の「キッチンカウ

ンター」、No.④の「カラン（洗面）」・「カラン（K）」

が高い値を示した。清掃前後の比較では、フロアワイ

パーの対象部位はあまり低下しておらず、No.③では、

「部屋中央」・「部屋隅」・「窓下」とも増加した。飲

食に関係する「調理場前」・「冷蔵庫前床」も清掃前

後の比較において、清掃後にATPは低下しない傾向を

示した。一方で、清拭においては、全体的に減少が認

められた。 

次に「変更」清掃方法は、「通常」清掃方法と同じ

ような傾向を示し、フロアワイパーの対象部位は、同

程度もしくは No.⑥に見られるように増加した。飲食

に関係する「調理場前」・「冷蔵庫前床」も清掃前後

の比較において、No.⑤、⑥は清掃後に増加した。ウェ

ット清拭はNo.⑧の「トイレ流しレバー」・「食卓上」

を除いて、いずれの部位でも低下が確認された。 

 

以上の結果を表 7まとめる。一般生菌では「変更」

清掃条件とすることで、汚染度を低下させることがで

きた。特に手が触れる部分への清拭は大幅な減少が見

られた。一方でATP値は清拭部において減少したもの

の、フロアワイパー部では大きな改善が見られないこ

ととなった。 

表 7 調査結果概要 

 

フロアワイパー部 
（床部） 

清拭部 
（手が触れる部分） 

「通常」

清掃条

件 

「変更」

清掃条

件 

「通常」

清掃条

件 

「変更」

清掃条

件 
一般生

菌 
関係無 

（増減） 
減少 

（少） 
関係無 

（増減） 
減少 

（大幅） 

ATP 関係無 
（増減） 

関係無 
（増減） 

減少 
（少） 

減少 
（少） 
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一般生菌 

 
図 3 清掃前の一般生菌値 

 

 
図 4 「通常」条件での清掃前後の一般生菌値変化  

図 5 「通常」条件での清掃前後の一般

生菌値変化 

 
図 6 「変更」条件での清掃前後の一般生菌値変化 

 
図 7 「変更」条件での清掃前後の一般

生菌値変化 
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ATP結果 

清
掃
前
汚
染
状
況 

 
図 8 清掃条件別の清掃前のATP値 

 

「
通
常
」
清
掃
方
法 

 
図 9 「通常」条件での清掃前後のATP値 

 
図 10 「通常」条件での清掃前後の

ATP値変化 

「
変
更
」
清
掃
方
法 

 
図 11 「変更」条件での清掃前後のATP値 

 
図 12 「変更」条件での清掃前後の

ATP値変化 
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一般生菌（邸別） 

 
図 13 一般生菌値（No.A「通常」清掃） 

 
図 14 一般生菌値（No.B「通常」清掃） 

 
図 15 一般生菌値（No.C「通常」清掃） 

 
図 16 一般生菌値（No.D「通常」清掃） 

 
図 17 一般生菌値（No.H「通常」清掃） 

 
図 18 一般生菌変化（No.E「変更」清掃） 

 
図 19 一般生菌値（No.F「変更」清掃） 

 
図 20 一般生菌値（No.G「変更」清掃） 
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ATP（邸別） 

 
図 21 ATP値（No.①「通常」清掃） 

 
図 22 ATP値（No.②「通常」清掃） 

 
図 23 ATP値（No.③「通常」清掃） 

 
図 24 ATP値（No.④「通常」清掃） 

 
図 25 ATP値（No.⑤「変更」清掃） 

 
図 26 ATP値（No.⑥「変更」清掃） 

 
図 27 ATP値（No.⑦「変更」清掃）  

図 28 ATP値（No.⑧「変更」清掃） 
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D.まとめ 

本研究より、以下の結果が得られた。 

・一般生菌は手で触れる部分である「ドアノブ（室内

入り口）」と「水栓カラン（洗面）」、飲食に関係

する「食卓上」と「キッチンカウンター」に高い値

が見られた。 

・一般生菌においては「変更」清掃方法は全ての清掃

後の値が清掃前の値に比較して低くなっているの

に対して、「通常」清掃方法は、「部屋中央」・「冷

蔵庫前床」・「ドアノブ（UT）」において、清掃後

の値は、清掃前の値に比較して高い結果となり、現

行の清掃方式では、汚染を正確に除去できず、かえ

って増大させる可能性があることが分かった。 

・「変更」清掃方法時では、いずれも一般生菌濃度は

清掃により低下し、特にドアノブなどウェット清拭

を用いた方法は顕著に低下が見られた。 

・ATPにおいては、清拭での清掃部位は、清掃により

「通常」清掃方法・「変更」清掃方法とも全体的に低

下する傾向を示した。 

・ATPにおけるフロアワイパーでの清掃方法は、「通

常」清掃方法は、「通常」清掃方法・「変更」清掃

方法とも顕著な低下を見ることができなかった。 

以上、エビデンスに基づく清拭を用いた方法はATP

値においては、フロアワイパー方式で低減傾向が見ら

れなかったものの、清拭や一般生菌の低下に効果があ

ることが分かった。 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

寝具の熱湿気性状及びウイルス感染対策に関する検討 

研究分担者 本間義規 宮城学院女子大学教授

研究要旨 

住宅宿泊事業の衛生管理の一環として，微生物汚染源となり得る寝具の熱湿気

性状の検討と，ウイルス感染対策（接触感染・空気感染）に関する検討を行った。

寝具の熱湿気性状については，ポリエステルが含水率上昇を抑制できる安全な

素材であること，また，綿素材の掛け布団は比較的多くの湿気を吸収するため，適

切な放湿が必要であることを明らかにした。

住宅内（客室内）は，スイッチプレートおよび近傍壁面の汚染度が高く，ドアノブ自

体は高くないことを明らかにした。一方で，TCID50/ml の長いステンレスはリスクの

高い接触面であり，その意味で汚染度の低いドアノブもやはり適切な清掃が必要で

ある。汚染除去率は，ドアノブは一回の清掃で 95％程度，スイッチプレート等は

75％程度の除去が可能であることを示した。さらに，ダイニングテーブル以外の再転

写率は 0.5 以下であること，手指の鼻・口・目に対する接触頻度は 17.6 回であること

を示した。

さらに，Wells‐Riley モデルを用いて，既往測定物件の空気感染確率を算出し

た。比較的高い換気回数であったとしても，気積の小さな客室（居室）ではリスクが高

いこと，その意味で，気積によらず換気量ベースで考えることの重要性を明らかにし

た。滞在時間が長くなる宿泊施設では，換気は抜本的な対策が必要である。

A．研究目的 

住宅宿泊事業は，通常の宿泊業法や簡易宿所

法に定められている衛生管理の規制外となる

ため，その衛生管理状況および品質は不明であ

る。民泊等への宿泊は，一般のホテル等と異な

り，日常生活行動に準じる室内での調理行為，

洗濯物の乾燥行為等の生活行為を伴うことが

多い。従って，これらは室内のおもな水分発生

源となり，室内相対湿度上昇が微生物汚染リス

クを高めることが懸念される。

不十分な清掃管理状態での高湿度状態は，真

菌やダニなどの微生物の繁殖状況が整えるこ

とにもなり，アレルギー系疾患の増悪や感染症

リスクを高めることが危惧される。特にCovid‐

19の接触感染対策が取り沙汰されている昨今

では(2021年4月現在)，住宅宿泊事業といえど

も軽視することはできない。いわゆる家庭内感

染のメカニズムは明確にはなっておらず，また，

ウイルスと真菌・細菌とでは対策が異なる部分

があるが，付着・除去という点では共通する部

分は多い。真菌・細菌は，増殖するための環境

条件と増殖するまでの時間が必要であるため，

清掃は早い方が良い。一方，ウイルスの場合，

人体外では時間が経過するごとに不活性化す
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ることから，感染リスクを考えると，一定程度

の時間間隔を空けた方が良い。つまり，真菌・

細菌およびウイルスともに対応できる最適時

間が存在することになる。その最適時間内に，

確実に汚染している箇所もしくは手を触れる

場所を清掃することが求められる。また，清掃

による除去が不完全な状況での汚染物質の接

触感染（皮膚経由再転写に起因する接触感染）

を避ける意味で，客室内における利用者の手指

接触行動を明らかにする必要がある。 

本検討では以下に示す3点について明らかに

することを目的とする。 

① 平時運用時の客室内寝具の熱湿気性状を

把握するための実測および実験的検討を行い，

寝具の微生物汚染のリスクについて検討する。 

② Covid‐19パンデミック対応を視野に入れ

た感染症対策としての室内汚染部位の再転写

について実験的把握を行う。 

③ 空気中に浮遊する菌等を確実に排出する

ための常時換気設備の設置は重要である。この

点に関して，既往研究1)の知見に基づき，既に

実測済の住宅，民泊物件およびホテルなど13軒

を対象に感染リスク算出を試みる。 

 

B1．研究方法 

B1.1 寝具の熱湿気性状の把握方法 

寝具は住宅宿泊では中心的な備品のひとつ

であり，その衛生管理が利用者の健康を確保す

る上で重要である。不十分な換気状態で調理行

動由来もしくは洗濯物乾燥由来の水分発生が

生じると，寝具で吸放湿が生じ，結果として布

団やベッド・枕周辺に多くのチリダニ類が生息

する危険性を高めることが危惧される。特にワ

ンルーム型民泊ではそのリスクが高い。 

今年度は，睡眠時の温湿度状態のモニタリン

グ，特に寝具（枕・掛布団）の温湿度変動実測

および含水率の推定を行った。 

C1．研究結果 

C1.1 寝具含水率分布に関する実測評価 

どのような素材の寝具が利用されているか

によって真菌，ダニ等の汚染状況は異なる。山

崎らの研究 2)によると，中綿が綿素材の布団に

特に一般細菌およびダニが多い。中綿内に誘引

されるダニはそのままそこに堆積されること

が多く，衛生上好ましくない。一般に人体から

の発汗・不感蒸泄に伴う水分発生が寝具に対す

る主たる水分供給となっているが，その水分が

適切に蒸発するのであれば問題はない。しかし，

調理や衣類乾燥に伴う室内水分発生状況によ

っては，その乾燥性を低める可能性がある。図

1 に各種テキスタイルの平衡含水率を引用す

る 3)。同図中に出端（式 1）および石黒（式 2）

が衣類もしくは寝具中の含水率曲線として用

いている式を示す 4)，5)。式 1のほうが，文献 1

の実測データに近い。また，今回評価している

枕の素材はポリエステルのため，文献 2)のポリ

エステルの平衡含水率を直線近似して用いる

（式 3）。 

 …. (式 1) 

                         …. (式 2) 

                       …. (式 3) 
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図 1 各種テキスタイルの平衡含水率曲線 
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また，寝具の温湿度モニタリングを行った結

果を示す。図 2は枕（ポリエステル，マイクロ

ファイバー）両面および内部の含水率変化であ

る。就寝前の枕は 0.28 mass%で一様平衡状態

にあり，その後 30 分以内に底部の含水率が最

も高くなる。室内空気の絶対湿度は開始時で

6.2g/kgDAであり，ほぼ同様の絶対湿度になっ

ている。その後，使用開始すると同時に枕含水

率が変化する。頭部接触部から水分供給される

ため，接触面の含水率が高まることが想定され

るが，想定に反して枕底部が最も高くなる。接

触面の温度も高くなることから，温度勾配湿流

と絶対湿度勾配湿流，また枕の透湿係数が大き

いことが要因である。起床後は温度勾配および

絶対湿度勾配が逆転し，枕表面の含水率が高く

なることがわかる。この結果を見る限り，ポリ

エステル素材の枕は，あまり問題があるように

は考えられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3，4，5はベッド寝具（ブランケット，シ

ーツ，掛布団）の含水率変化である（計算値・

式 1 を使用）。各々測定時期は異なるので相互

間の比較はできないが，ブランケット，シーツ

は大きな含水率変化は見られず，一方で掛布団

に関しては，約 1.5～2mass%の含水率変化があ

ることがわかる。綿の真密度は 1540kg/m3であ 

 

 

 

 

 

 

 

 

り 6)，空隙率を 98％とすると（グラスウールと

同等），かさ密度は約 32kg/m3となることから，
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図 2 枕（ポリエステル）の含水率変化（1 月測定） 

図 3 ベッドマット・ブランケットの含水率変化（1 月測定） 

図 4 ベッドマットの含水率変化および絶対湿度変

化（11 月測定） 

図 5 掛布団両面の含水率変化（3 月測定） 
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布団の大きさ（1.8m×1.0m×0.1m）から含水率の

増加分は 85～115g 程度と見積もられる。室内

湿度が低い場合，これらは同等の透湿性能で脱

着するが，高湿度環境および収納されるような

状態になるのであれば，微生物増殖のリスクは

比較的高いと考えられる。素材選択および寝具

水分管理は重要だと考える。 

 

D1．考察 

D1.1 寝具選択とその管理方法 

 寝具は使用部位，素材および室内環境，外気

環境の影響を受けるが，使用時の人体からの水

分発生（不感蒸泄および発汗）を蓄積すること

なく空間に放出すること，また蓄積したとして

も，早期に放出する湿気伝導性を有することが

重要であることが示唆された。また，今回の実

験はセンサーの都合上，最大 12 点で測定し，

同一面の平均値で評価しているが，人体形状が

ふとん形状と一致しないため，本来は多次元含

水率分布となる。つまり，リスクの高まる寝具

部位も想定され，そうしたことへの配慮も必要

であろう。今回の結果から，素材の選択に対す

る配慮で含水率上昇を抑制できること，布団収

納時の放湿を完了するため，起床後すぐに寝具

を収納しないようにすること（ベッドであれば

その懸念は不要），室内湿度が高くなると放湿

が不十分となるので，水分管理上，必要な換気

量を確保することが求められる。 

 

B2．研究方法 

B2.1 接触感染に寄与する人間の日常動作の把

握と室内汚染部位の再転写率 

 パンデミック対応の一環として，住宅宿泊事

業の衛生・清掃に関わる接触感染対策について

検討した。本検討では，客室内の汚染箇所同定

として，蛍光イメージ法を用いることとする。

また，汚染度評価法として ATP 測定法を用い

ることとする。清掃時間間隔については，ウイ

ルスの不活性化時間に関する既往研究をレビ

ューし，実際の汚染状態の調査は蛍光イメージ

法および ATP 測定法を利用した。各々の研究

方法を次節以降に説明する。 

 

B2.2 ウイルスの接触感染に関する既往研究 

ウイルスの接触感染はヒトの手指（皮膚）を

介してのウイルス伝播および体内への侵入に

より成立する。従って，ヒト皮膚表面および材

料表面でのウイルスの生存時間を勘案したリ

スク評価が欠かせない。 

 ヒト皮膚表面に存在する SARS‐CoV‐2 の生

存 時 間 （ TCID50/ml で 検 出 限 界

0.5Log10TCID50 を下回るまでの時間）は約 9

時間であることが広瀬らより示されている 7)。

A 型インフルエンザウイルスの生存時間は 1.8

時間であるので，5倍程度長いことになる。ま

た，皮膚表面の温度依存性は，低温であればあ

るほど生存時間が長いことが示されている 8）。

皮膚表面では 37℃で 8 時間，22℃で 96 時間，

4℃で 336時間である（22℃，4℃は生体ではな

い場合であり，常温時もしくは冷蔵時を示して

いる。なお，文献 8 では TCID50/ml で検出限

界 0.5Log10TCID50 を下回るまでの時間で示

されており，基準が異なる）。なお，皮膚表面

上の新型コロナウイルスは80％W/Wエタノー

ルの 15 秒間消毒によって完全に不活性化され

ることがわかっている 7)。従って，適切な手指

洗浄もしくは手指消毒を行わないと，室内で活

動している間は常に各種材料にウイルスを付

着させるリスクがあることを意味する。 

また，材料表面での生存時間は，衣類で 4時

間（22℃）8)，紙幣で 8～24時間(22℃)，ステン

レスやプラスチックノート，紙ノートで 28 日

（20℃）となっており 8)，汚染された状態では

約 1か月は放置するか，適切に除去することが
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必要である。 

 

B2.3 客室内の蛍光イメージング 

試料に励起光を照射すると，試料に含まれる

有機物などから様々な波長の光（蛍光）が発出

される 9)。蛍光パターンは励起波長と蛍光波長，

蛍光強度の情報を持つ。医学分野，食品化学分

野等では蛍光イメージングや蛍光指紋分析な

どに応用されている。洗浄科学分野でも蛍光増

白剤などで利用されている比較的身近な技術

でもある。本検討では，部位の汚染度指標とし

て，ルミテスター（ルシフェン‐ルシフェラーゼ

反応）を利用しているが，これも発光原理の一

つである。 

 そこで，ATP 分析法に先立ちブラックライ

トを用いた汚染箇所探索を行った。 

蛍光発光剤を用いて敢えて汚染させて，日常

的に触れる場所を検索する方法も考えたが，建

築材料表面への蛍光発光剤の塗布は，その後の

除去が困難である。従って，除去不可能な蛍光

剤の使用を断念した。一般的なタンパク汚れは，

特別な試薬等を使わずとも検出できるため，今

回は通常の利用状態で確認を行った。 

 用いたブラックライトは高強度 UV‐A LED

検査用ランプ  Optimax365（株式会社リークラ

ボ・ジャパン）と表面異物識別視認ツール Dラ

イト（新日本空調株式会社）を用いた。この方

法はあくまで汚染箇所の発見および清掃状態

の確認が目的であり，定量的評価までは今回は

考えていない。 

 

B2.4 ATP 測定法による汚染度評価と再転写率 

ウイルスや真菌，細菌を含めた微生物汚染度

評価法としてATP測定法がある10)。全ての生命

活動にはアデノシン三リン酸（ATP）等のエネ

ルギー伝達物質が関与し，それを栄養源とする

微生物の増殖と均衡は常に行われている。人間

活動に伴い，特に汚れている部分はATPの値も

高くなることから，定性的判断方法としてATP

測定法を活用することが可能である（ただし，

検量線がなければ定量的把握は困難であるし，

また特定の汚染物質を定量的に評価すること

も困難である）。 また，汚染された手指で触れ

たものが物質に移動するもしくは汚染表面か

ら手指に移動する割合（これを再転写率と定義

する）を評価することは可能である。 

また，手指に付着した汚染物質が手指に付着

してもすぐに感染は成立しない。汚染された手

指から口・鼻・目の粘膜に到達することが必要

である。部位の汚染程度，および清掃による汚

染物質除去率，手指への再転写率，手指から呼

吸器系までの経路とその確率・回数が明らかに

なれば，感染リスクは推定できる。 

 ATP測定は，キッコーマン  Lumitester PD‐

30（以下，PD‐30）を用いた。ATPをルシフェ

ラーゼ酵素反応による相対発光量（Relative 

Light Unit ; RLU）を測定する方法であり，食

品衛生管理分野で広く利用されている。今回は，

ATP，ADP，AMPを測定できるKikkomanルシ

パックTM A3 Surfaceを利用した。 

 

C2．研究結果 

C2.1 蛍光イメージング分析結果 

床面積70m2の3LDKの民泊マンション（仙台

市青葉区）を対象とした。蛍光イメージングは

室内が暗くないと確認しにくいため，日没後

（23～1時）に実施した。 

 検出画像の例を写真 1～4 に示す。写真 2 お

よび 4は，写真 1および 3の人工照明下での画

像である。スイッチプレートやドアノブが代表

的な手指接触箇所である。写真 1は洗面台のダ

ウンライト用スイッチプレートであるが，明確

に手指のタンパク汚れがあることがわかる。以

外だったのは，スイッチプレートだけではなく，
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その周辺の壁ビニルクロスにも汚染状況が確

認できたことである。洗面台は濡れた状態でス

イッチング操作をすることもあるため，手につ

いていた水滴が飛散したものと考えられる。 

 写真 3は引手側のドアノブである。ドアノブ

自体はステンレスであるが，表面に粒状の発光

がみられるだけであり，指紋がわかるような汚

れは確認できなかった。一方，ドアノブ周辺は

明確にタンパク汚れを確認できた。表面は平滑

でない面であり，かつ拭き掃除をしない場所は

リスクが高いと考えられる。 

 ダイニングテーブル（広葉樹突板）やテレビ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リモコン，冷蔵庫把手は明確な発光がみられな

かった。一方，台所，トイレ等は明確に確認で

きた。通常の生活に伴う行為のみでは検出限界

があり，今後，容易に除去可能かつ比較的長時

間手指に保持できる蛍光剤を利用し，通常の生

活状態での手指接触箇所の同定法を確立した

いと考えている。 

 

C2.2   ATP 測定法による汚染度評価 

 蛍光イメージングで確認した箇所について，

ATP 検査を実施した。スイッチプレートおよ

びドアノブに関する結果を表 1に示す。スイッ

チプレートは 96.7～462 RLU/cm2，壁面は 110.6

～1465.5  RLU/cm2，ドアノブは 24.6～152.0 

RLU/cm2となった。 

 洗面ドアノブ（引き戸）の近傍壁が最も汚染

度が高い。引き戸なのでつまむような触れ方す

る箇所が高いものと思われる。また，引き戸の

ノブは比較的狭い場所なので拭きづらく，清掃

を怠りがちなのかも知れない。蛍光イメージン

グより，スイッチプレートの近傍壁の輝度が高

かったが，ATP 測定でもほぼ正の相関があり

そうである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1（左），2（右） 洗面所の照明スイッチプレートの蛍

光イメージング画像と人工照明下画像 

写真 3 引手側ドアノブの蛍光イメージング画像 

写真 4 引手側ドアノブの人工照明下画像 

表 1 客室内において蛍光イメージングで明確に検出さ

れた場所の ATP 測定結果（清掃前・清掃後） 

現状 清掃後

RLU/cm2 RLU/cm2

スイッチプレート 96.7 38.9
壁面 110.6 39.3
スイッチプレート 268.6 35.4
壁面 558.9 106.6
スイッチプレート 462.5 132.1
壁面 182.7 64.5
ノブ 36.1 2.2
壁面 1465.5 27.1
ドアノブ 152.0 6.2
壁面 790.7 70.5
ドアノブ 48.3 2.4
壁面 306.9 79.8
ドアノブ 99.6 7.0
壁面 412.9 177.5
ドアノブ 24.6 0.8
壁面 133.4 41.4

トイレドアノブ(内側）

居間-廊下ドアノブ(廊下側）

洗面ダウンライト

洗面台ダウンライト

洗面浴室

洗面ドア（洗面室側）

居間-廊下ドアノブ(居間側）

トイレドアノブ(外側）
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 これらの箇所を清潔なフキンで水拭きし，そ

の後，乾拭きした状態（これを清掃とする）の

結果も表 1に示す。 

 スイッチプレートの清掃後汚染除去率は

59.7～86.8％（平均 72.7％），壁面は 64.7～98.2％

（平均 74.9％），ドアノブは 92.9～96.7％（平

均 94.9％）となった。ドアノブは平滑度が高く，

清掃によって 95％程度の除去が可能であるこ

とがわかった。ドアノブ以外は平均で 75％程

度であり，同じ清掃方法を 2度繰り返せば，同

程度の除去率の確保が期待できる（1‐0.25^2＝

0.9375，約 94％の除去率）。 

 また蛍光発光が明確に確認できなかった部

位の汚染度評価を実施している。 

パソコンキーボードは 450 RLU/cm2，ダイニ

ングテーブルは 374.8 RLU/cm2，冷蔵庫の把手

は  727.9RLU/cm2，テレビリモコンは 2425.2 

RLU/cm2，スマホは 26.8 RLU/cm2となった。 

 スマホ以外は汚染度としては蛍光発光した

部分と同水準にあり，ドアノブ等よりもリスク

が高いことがわかった。テレビリモコンは凹凸

が多数あるため清掃しにくいことが要因とし

て挙げられ，スマホは平滑で指紋等が目立つこ

とから比較的清掃頻度が高く，そのため低い水

準になったものと考えられる。 

 

C2.3   汚染箇所の再転写率 

 上記とは別の物件（一般住宅）において，手

指が触れる部位（室内汚染部位）6か所の汚染

度を ATP 検査法で確認した。1 週間後，石鹸

で洗浄した手（洗浄後の手指の ATP 量は 100 

RLU/cm2程度であった。なお，触れる指は親指

以外の第一関節までとしその総面積は 10cm2

である）で室内汚染部位を触れ，その前後で

ATP増加量を測定し，再転写率を求めた。なお，

室内汚染部位を触れる時間は 10 秒である。結

果を表 2に示す。 

 再転写率はテーブルが 0.92 と最も高い。テ

ーブルの素材は広葉樹突板であり，もともと汚

れが残りやすい部位である。そのほか，リモコ

ン，トイレドアノブが 0.40，0.33と比較的高い。

冷蔵庫ドアノブ，階段手摺は 0.12であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2.4   手指の顔面を含む頭部接触頻度 

 汚染部位を触れても直接経皮感染するわけ

ではない。その手指で顔面を含む頭部を汚染す

ることによってそのリスクを高める。そのため，

どの程度の頻度で顔を触るのかの回数を測定

した。どのような活動状態なのかによって，行

動に違いが生じるが，本報告では，椅座位で手

を使わない状態を条件として，オンライン会議

（6名参加）をビデオレコーディングした。時

間は 80 分である。カウントは動画撮影したも

のをコマ送りで目視確認する方法によった。結

果を表 3に示す。 

被験者によって触れる回数に約 5 倍の差が

あること，特に髪の毛（頭部）を触れる回数が

多いことがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位ATP 手指増加量 再転写率

RLU/cm
2

RLU/cm
2 (‐)

冷蔵庫ドアノブ 718.56 111.4 0.16

テーブル 748.52 689.4 0.92

階段手摺 299.5 36.2 0.12

リモコン 228.12 91.2 0.40

パソコン 219.7 52.5 0.24

トイレドアノブ 191.98 64.1 0.33

表 2 一般住宅における部位汚染度の再転写率 

A B C D E F 合計

あご 0 4 8 1 5 0 18

鼻 9 8 10 12 8 9 56

口 3 8 48 2 9 4 74

頬 14 20 20 2 36 6 98

髪 33 0 37 16 107 62 255

目 3 3 3 0 1 1 11

合計 62 43 126 33 166 82 512

表 3 オンライン会議中における手指が頭部・顔面を触

れる回数(80 分間) 
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D2．考察 

D2.1 接触感染に寄与する人間の日常行動・動

作と汚染量・再転写率 

 住宅宿泊事業の衛生・清掃に関わる接触感染

対策として SARS‐CoV‐2 の材料生存時間をレ

ビューし，フル稼働する状態（180日上限）を

考えると，清掃もしくは消毒作業を行わずにウ

イルスが不活性化するまでの時間間隔は取り

づらいことがわかった。 

 客室内の蛍光イメージングは，特殊な蛍光剤

を使わなくても，人間由来の汚染タンパク質等

で汚染をある程度把握できることを示した。 

また，蛍光イメージングで汚染確認した箇所

について，ATP検査を実施した。スイッチプレ

ートおよび近傍壁面の汚染度が高く，ドアノブ

自体はそれほど高くないこと，その差は，表面

の平滑度の違いによるものと推定された。 

 これらの箇所の清掃による汚染除去率は，ド

アノブは一回の清掃（水拭き＋乾拭き）で 95％

程度除去でき，スイッチプレートおよび近傍壁

面は 75％程度の除去が可能であることが示唆

された。 

 汚染箇所の再転写率は部位・素材によって異

なり，0.12～0.92となった。ダイニングテーブ

ルが 0.92と一番高いが，それ以外は 0.5以下で

あることがわかった。 

 さらに手指の頭部・顔面接触頻度の調査より，

1 時間あたり 64 回であり，そのうち鼻・口・

目の接触頻度は 27.5％（17.6回）であることが

わかった。 

 

B3．研究方法 

B3.1 空気感染リスク評価 

 感染症対策としての換気の重要性は比較的

認知されるようになってきているが，適切な換

気量が確保されているかどうかの確認は容易

ではない。単独宿泊であれば，基本的に他者に

感染させる危険性はないが，複数人で宿泊する

場合は高い確率で感染を引き起こす（クラスタ

ー化）する可能性が高い。また，真菌・細菌・

ダニなどの微生物汚染も湿度依存し，使用して

いない際にカビ汚染することはよく知られて

いることから，利用時・非利用時問わず換気し

ておくことが求められる。 

 

B3.2 Wells‐Riley モデル 

 SARS‐CoV‐2 を対象とした空気感染モデル

は現在のところ存在していないが，空気感染リ

スクを検討するために，Wells‐Riley 感染確率

モデルが一般的に利用される。Wells‐Riley モ

デルはインフルエンザを対象として構築され

た感染リスク評価モデルである 1)。このモデル

は，エアロゾル粒子の発生率に基づいて，定常

状態の十分に拡散混合された室内環境での感

染確率を算定する（式 4）。実際には，濃度むら

や換気量変動に伴う濃度変化があるため，非定

常状態に拡張した方法 11)も提案されている。 

     …. (式 4) 

ただし， 

P : 感染確率(‐) 

I : 一次感染者数 (‐) 通常一人に設定。 

q : quantum生成率  (1/h) 

p : 呼吸量  (m3/h) 

t : 暴露時間  (h) 

Q: 換気量  (m3/h) 

 

B3.3 感染確率の計算対象 

 本研究の前段にあたる「民泊サービスにおけ

る衛生管理等に関する研究」において，換気量

を実測した一般戸建て住宅，民泊施設およびホ

テルを対象とする。物件概要を表 4に，測定対

象室の床面積および気積を表 5に示す。 

1 exp
C Iqpt

P
S Q
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表 4 測定住戸・民泊施設・ホテルの概要 

  形態  住所  延べ面積  部屋数 

MI1  戸建て  富谷市  134.14 m2  3LDK 

MI2  戸建て  仙台市  144.4 m2  4LDK 

MI3  戸建て  仙台市  139.2 m2  4LDK 

MI4  戸建て  多賀城市  146.57 m2  5LDK 

MI5  戸建て  多賀城市  114.04 m2  4LDK 

MI6  戸建て  仙台市  186.73 m2  5LDK 

MI7  マンション  仙台市  72.09 m2  3LDK 

MI8  マンション  仙台市  69.98 m2  3LDK 

KYM1  民泊（戸建）  京都市  69 m2  2LDK 

KYM2  民泊（戸建）  京都市  87 m2  2LDK 

SE1  民泊（集住）  仙台市  20.24 m2  1LDK 

KYH1  ホテル  京都市  13.7 m2  S 

MOH1  ホテル  盛岡市  8.1 m2  S 

KOH1  ホテル  高知市  13 m2  S 

 

表 5 対象居室の床面積および気積 

住宅 ID  対象部床面積（m2）  気積（m3） 

MI2  21.53  57.06 

MI3  21.53  50.6 

MI4  19.44  46.66 

MI5  25.23  60.55 

MI6  16.56  36.43 

MI7  20.7  49.68 

MI8  17.4  41.76 

KYM1  69.0  142.12 

KYM2  87.0  174.0 

SE1  20.24  48.58 

KYH1  13.7  31.51 

MOH1  8.1  18.00 

KOH1  13  31.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換気回数測定は炭酸ガス濃度減衰法により実

施した。算出した対象居室の推定換気回数を図

6に示す。建築基準法で定めている 0.5 回/hを

クリアしている物件は民泊施設・ホテルであり，

住宅居室は 0.5回/hを満たしていない。 

 

D3．考察 

D3.1 各対象居室の感染確率算出結果 

 換気回数と気積を乗じることで，各物件の換

気量を算出，Wells‐Riley モデルで感染確率を

計算する。マスクなし（quantum = 20 1/h），呼

吸率 0.24m3/h（静座時）とし，感染者が 1名在

室しているという条件で，暴露時間（Length of 

Stay, hour）に対する確率を求めた。結果を図

7に示す。換気回数が小さく（0.09回/h），気積

の小さなMI3が最も感染確率が高く，5時間程

度で 99％を超える。最も長いのは気積が大き

い KYM1（換気回数 0.80回/h）であり，KYM1

よりも換気回数の大きな SE1，MOH1，KOH1

よりも安全である。すなわち，換気回数の確保

よりも換気量自体が重要であるということを

意味する。 

 換気回数が大きい民泊・ホテルは，住宅より

もリスクが少ないが，いずれにしても滞在時間

の長い空間では，適切な換気量の確保と常時運

用の確立がまずは必要であろう。 
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E．結論 

住宅宿泊事業における衛生管理の一環とし

て，第一に，微生物汚染につながる客室内寝具

の熱湿気性状（含水率変動）を把握し，第二に，

ウイルス感染対策としての接触感染および空

気感染リスクの低減に資する検討を行った。 

寝具の熱湿気性状については，ポリエステル

が含水率上昇を抑制できる安全な素材である

こと，また，綿素材の掛け布団は比較的多くの

湿気を吸収するため，適切な放湿が求められる

ことを明らかにした。 

また，蛍光イメージング法で汚染箇所をある

程度把握できることを示し，それらの箇所の

ATP量を測定した。その結果，スイッチプレー

トおよび近傍壁面の汚染度が高いこと，ドアノ

ブ自体は高くないことを明らかにした。一方で，

TCID50/ml の長いステンレスはリスクの高い

接触面であり，その意味では，汚染度の低いド

アノブもやはり適切な清掃が必要であること

を示した。 

 室内の汚染箇所の清掃による汚染除去率は，

ドアノブは一回の清掃（水拭き＋乾拭き）で

95％程度，またスイッチプレートおよび近傍壁

面は 75％程度の除去が可能であることを示し

た。従って，ステンレスのような平滑面は 1回，

それ以外の材質・部位は 2回の清掃実施で，5％

程度まで接触感染確率を低下させることがで

きると推定できた。 

 汚染箇所の再転写率は部位・素材に依存し，

ダイニングテーブル以外は再転写率 0.5以下で

あることがわかった。また，手指の頭部・顔面

接触頻度は 1 時間あたり 64 回程度，そのうち

鼻・口・目の接触頻度は 27.5％（17.6回）であ

ることを示した。従って，ドアノブは 1回以上，

それ以外は 2回の清掃を実行できれば，本検討

で得られた再転写率，手指の顔面接触頻度およ

び鼻・口・目の接触回数の積より算出される接

触感染回数（期待値）を 1以下にできることを

示した。 

そして，感染症対策としての換気量を把握す

るため，Wells‐Riley モデルを用いて既往施設

の感染確率を算出した。その結果，比較的高い

換気回数であったとしても，気積の小さな客室

（居室）ではリスクが大きいこと，滞在時間が

長くなる宿泊施設では抜本的な対策が必要で

あることを示した。 
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厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）

分担研究報告書

「民泊環境衛生ノート」の作成

研究協力者 大崎元 一級建築士事務所建築工房匠屋

研究代表者 阪東美智子 国立保健医療科学院上席主任研究官 

研究要旨 

昨年度の「民泊衛生管理手法に関するパンフレット試案（2019 年度版）」の

作成と、今年度の研究成果を踏まえて、住宅宿泊事業における清掃等衛生管理

の具体的手法や知識をまとめた小冊子「民泊環境衛生ノート」を作成した。 

実践主体をホストとして、１）知る［知ろう・学ぼう］、２）見つける「点

検して・見つけよう」、３）やってみる「実践してみよう」の 3 つを基軸に構

成した。出来上がった小冊子は、保健所設置自治体の民泊担当部局と生活衛生

部局に、アンケート票と一緒に配布した。また、国立保健医療科学院生活環境

研究部の HP に電子版を掲載した。 

アンケートからは、職員と事業者の双方に対して研修や相談などで活用でき

るとの評価を得た。 

Ａ．研究目的 

2019年度、新型コロナウイルス対策を主眼と

した民泊の衛生管理についての試案として、

「民泊衛生管理手法に関するパンフレット試

案（2019年度版）」（日本語版・英語版・韓国語

版・中国語（簡体字）版）を作成し、保健所設

置自治体窓口への配布をおこない、いくつかの

意見を得ることができた。 

2020年度は、そこからの知見とその後の研究

チームの調査研究における経過報告や結果、新

型コロナウイルス対策や広く感染症対策とし

て得られた情報、施設や住宅の基本的な衛生管

理の最新情報などを収集し、より広い視点から

の現時点での「民泊衛生管理」に関する指針案

を作成し、昨年度と同じく、各保健所設置自治

体等に配布することにした。 

その目的は、民泊環境の衛生管理に関する事

項を広く周知するとともに、それに対する意見

を徴収して、今後の民泊衛生管理の推進を図る

ことである。 

Ｂ．研究方法 

（１）「民泊環境衛生ノート」の作成 

住宅宿泊事業における清掃等衛生管理の具

体的手法や知識をまとめた小冊子「民泊環境衛

生ノート」を作成する。 

この中では、住宅宿泊事業で発生が懸念され

る公衆衛生上の課題のうち、とくに健康への影

響の大きい感染症対策、衛生害虫対策等に対す

る情報について取り上げ、あわせて、衛生環境

を整える各種の手法について記述する。加えて

「いざとなった時」の対処方法を想定しつつ、

民泊衛生環境の課題と対処方法を事業者及び

宿泊者に啓発することを主眼とした。 
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（２）保健所設置自治体窓口への「民泊環境衛

生ノート」送付と意見徴収アンケートの実施 

今後、民泊事業者に衛生管理技法の周知と啓

発をつなげるため、手がかりとなる意見と知見

を行政窓口から収集することを目的とする。 

2021 年 3 月に各保健所設置自治体の民泊担

当部局および生活衛生部局 623 ヶ所にアンケ

ートを添付して「民泊環境衛生ノート」を送付

した。 

アンケート依頼文及び本文は資料 2 として

後段に添付する。 

 

（３）新型コロナウイルス禍の影響 

当初の予定では、民泊の直接の現場や事業者、

管理業者、保健所設置自治体の窓口、さらには

いくつかの事例が確認されつつある民間の民

泊（住宅宿泊事業）組合や連絡協議会など、様々

な当事者からのヒアリング、意見徴収などを経

て、「民泊衛生管理」に関する指針を冊子形式

でまとめていく想定であったが、新型コロナウ

イルス禍によって当事者のほとんどが休業あ

るいは不在という状況が続いた。例えば、東京

都墨田区の民泊管理業者や事業者からは、まち

に「宿泊」が戻ってからでないと対応できない

旨の連絡を受けた。 

そうした当事者のいくつかからは意見や情

報提供、アンケート回答などを得たが、衛生管

理の指針につながる情報としては十分ではな

い。このような現状から、既存の啓発や研究の

資料をもとに冊子を作成し、対応可能な自治体

窓口からの意見徴収を行うこととした。 

 

（倫理面への配慮） 

小冊子に記載した情報は、①ホームページ等

で公開されている行政資料等と啓発資料から

の情報、②同じく公開情報を本研究チームが加

工したもの、③研究チームが作成した研究結果、

を用いている。 

使用した図版、イラスト等は、本年度に本冊子

のために依頼して作成したものを用いており、

イラストの著作権は本研究班に譲渡されてい

る。 

さらに、研究名、研究チームメンバー名を冊

子内に記載し、成果物は国立保健医療科学院生

活環境研究部の HP で公開している。 

「民泊環境衛生ノート」 

https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu

/arch/minpaku_202103.pdf 

 

Ｃ．研究結果 
（１）「民泊環境衛生ノート」の方針 

作成した「民泊環境衛生ノート」は資料１と

して、最後尾に転載し、全体構成の概略を報告

する。 

民泊の衛生管理に関しては、新型コロナウイ

ルス禍での宿泊事業の急激な縮小経験から、そ

の重要性は広く認識されている。 

ただし、「ではどうすればよいのか」につい

ての実践的な手順については情報のレベルや

方法が錯綜し、概略的でありつつ専門的すぎる

公的情報をホームページ等で入手できる事業

者は少なく、費用への不安やそもそも近くにい

るかどうかすらわからない民間の衛生管理業

者などへ情報アプローチできるほどの地域資

源をもっている事業者も多くはない。それらを

つなぐ地域の保健所とは、相互の情報交換も含

めて、その多寡に大きな地域差が生じており、

民泊事業者相互の連絡や協議を促す自立組織

づくりも、北海道などの事例は確認できたが、

まだまだ数少ない。 

身近な不安や疑問を相談レベルでやり取り

できるルートはまだ構築されていない。 

そのため、本ノートでは主に民泊事業者（ホ

スト）側が独自でもやっていける衛生管理の手
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順を出発点とし、その手順にかかわる情報を読

本レベルまで深めて示していくことで地域の

民泊管理事業者にも役立つものをめざした。 

そうすることで、家主滞在型でホストが留意

して実践すべきこと、家主不在型でもホストが

どこに気を付けて衛生管理を用意すべきかを

知っておくこと、がイメージできるように心が

け、あわせて、宿泊者（ゲスト）に何を協力し

てもらうのか、さらには、いざとなった時どこ

にどう連絡をつないで何をすればよいのかが

わかるように考慮した。 

なお、昨年度の「パンフレット試案（2019 年

度版）」も国立保健医療科学院の HP で公開して

おり、主に新型コロナ対策をイメージしての感

染症対策といざとなった時の連絡先などは詳

述されていて現時点でも有効なため、参照を促

してある。 

「パンフレット試案（2019 年度版）」 

日本語版： 

https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu

/arch/JPN_2020.3.pdf 

英語版： 

https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu

/arch/ENG_2020.3.pdf 

中国語（簡体字）版： 

https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu

/arch/CHN_2020.3.pdf 

韓国語版： 

https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu

/arch/KOR_2020.3.pdf 

 

（２）「民泊環境衛生ノート」の全体構成 

実践主体をホストとして、以下の 3つを基本

軸とした。 

１）知る［知ろう・学ぼう］ 

衛生環境を脅かすものとして「感染症」を取

り上げ、特に気をつけるべき新興感染症と再興

感染症の種類を挙げる。より専門的な内容につ

いては、知識学習要素が高いことと情報へのア

プローチが HP などで容易になったため、ここ

では詳述しない。興味を高めるため、その歴史

の一端を示す。 

民泊事業者にとってより重要な「知ること」

として、「感染経路」についての情報をやや詳

しく示す。 

「感染源」については、これまでも言われて

きた「宿泊業がとくに注意すべき感染源」とし

て、トコジラミ、レジオネラ菌、ノロウイルス

を取り上げ、感染源と感染経路の一連のつなが

りを、具体的なイメージを通じて提示する。 

「予防と駆除」は実践する項目ではあるが、

業としての宿泊経営の経験がない民泊事業者

には経験に乏しく、「民間療法」での不十分さ

や危険性も考えられるため、専門業者へのアプ

ローチ手順を含めて、「知ること」に含めた。 

なお、ここではコラム的な扱いとして、特徴

的な話題を載せている。ホストが何らかの機会

に話題にできるような独自性をもつものとし

て取り上げ、話題にすることでホスト自身の衛

生管理への興味や意欲につなげることができ

ればと考えた。 

 

２）見つける「点検して・見つけよう」 

［知ろう・学ぼう］の最後に、「あなたの民

泊は」として、ホストが自身の民泊の姿を確認

するための手がかりを、本調査による結果から

概略的に提示する。 

「どこに」立地するか、「どんな」タイプの

建物なのか、を意識することで、立地地域と建

物タイプごとの衛生管理課題の様相の違いを

意識してもらい、次の「衛生を脅かす痕跡」の

発見につなげようと考えた。 

 業としての宿泊事業の経験が少ないホスト

にとって、衛生課題を日常環境の中に直接見つ
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けることは難しい。しかし、何らかの痕跡は気

を付ければ見つけることができる。ただし、そ

れが何の痕跡なのかを知らなければ、見て見ぬ

ふり、あるいは「正常性バイアス」にとらわれ

て見失う。なんであれ、痕跡があることを前提

に見ていくことが最初のステップになる。 

本調査研究でも具体的な不衛生の痕跡の調

査をおこなっており、そこからの知見を紹介し

つつ、発見すること、そして意識的に点検しよ

うとする行動につなげることを目途とする。 

主に、日常的な衛生環境にかかわる通気と湿

気の空気環境、水の衛生と汚れ、不衛生を放置

することで現れる病害虫と病害獣が残す痕跡

の代表的なものを取り上げて、それらがどこで

見出されやすいのかについて提示し、それらを

見出す行動につなげようと考えている。 

 

３）やってみる「実践してみよう」 

民泊空間で見つけることの多い不衛生の痕

跡の特徴から、それへの対処方法として、「換

気」「清掃」「消毒」を取り上げる。 

換気と清掃は衛生管理の基本であり、「換気」

については、新型コロナウイルス対策でかなり

詳細な周知が進みつつあるため、そうした知見

を取り込みつつ、図示した。 

「清掃」については、一般普及本や情報メデ

ィアで様々な清掃方法や清掃用具が提供され

ており、それらの活用を前提に、宿泊事業なら

ではの清掃課題について、本調査研究からの知

見を組み込んでいる。ただし、本研究で予定し

ていた宿泊管理専門業者などからのより高度

な清掃方法やマニュアルについては、新型コロ

ナウイルス禍で宿泊事業が縮小する中で入手

できなかったため、一般的な公開資料までとな

っている。 

「消毒」についても、新型コロナウイルス対

策でかなり詳細な情報が流布しており、加えて

昨年度パンフレットに対する自治体からの要

望から、消毒すべき部位について取り上げた。 

 

４）「ゲストにもお願いを」と「いざとなった

ら」 

新型コロナウイルスの発生予防と疑われた

時の対処方法を念頭に、公的な情報を紹介して

いる。 

 

５）読本形式について 

手に取りやすく、かつ全体の流れが把握でき

る分量で、かつ取り置きする意欲が出るような

大きさとして、B5 版 24 ページ（表紙、裏表紙

を含む）とした。 

 

（３）「民泊環境衛生ノート」に関するアンケ

ート結果 

 各保健所設置自治体の民泊担当部局および

生活衛生部局 623 か所に配布したアンケート

について、110 か所から回答があった。 

 配布した「民泊環境衛生ノート」について、

活用の場面・方策を自由記述で求めたところ、

事業者に対して活用できるという回答が合計

98 件あった。活用場面としては、受付・登録

時や相談時、監視・指導時などの回答が多く、

事業者向けの研修や啓発用媒体として配布す

る、といった回答も見られた。また、自治体の

職員に対して活用できるという回答は 14 件あ

り、研修教材や監視・指導時の参考資料として

利用できるという意見が多かった。一般宿泊者

向けに活用できるという回答は 4 件であった。 

 内容に関する感想・意見を自由記述で求めた

ところ、記入のあった 61 件中約 6 割の 38 件か

ら、わかりやすい、参考になる、有用など肯定

的内容の感想が寄せられた。一方、文章量が多

く事業者向けにはやや難しいという意見も 7

件あった。その他、レイアウトや内容について
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具体的な改善点などの意見が 30 件あり、「民泊

環境衛生ノート」に関する関心・ニーズの高さ

が伺えた。 

Ｄ．考察 

新型コロナウイルス蔓延による民泊事業の

縮小から、直接事業者に配布してモニタリング、

そして修正というプロセスが取れなかったた

め、想定された衛生課題のどこに、民泊業者自

身が特に重要と考える課題が潜んでいるのか

を見出すまでには至っていない。そのため、や

や網羅的で生硬な段階のものとなっている。 

今回どうにか意見を聞くことのできた自治

体保健所からの応答をもとにしつつ、直接現場

からの声を聴きながら更新していく必要があ

る。 

民泊事業では、地域内に連絡協議する場がほ

とんどなく、日常的な声を聴くルートが乏しい。

環境衛生管理に限定したとしても、事業者相互、

事業者と公共的な祖組織、事業者と地域住民や

町の人たちなど、多様なコミュニケーションす

べきステークホルダーが存在する。衛生管理を

事業者自身だけの問題とするのでなく、民泊活

動を通じてさまざまなステークホルダー間の

コミュニケーションを確立し、相互のスキルを

上げていく方法を探る必要がある。 

Ｅ．結論 

昨年度のリーフレットに引き続き、民泊施設

の衛生管理に関する小冊子を作成し、保健所等

自治体の関係部局に配布した。自治体からは、

有用であるとの回答が多数寄せられ、民泊の衛

生管理の啓発・指導に資する一定の成果を上げ

ることができた。 

Ｆ．研究発表 

1. 論文発表

なし 

2. 学会発表

阪東美智子．民泊衛生管理手法に関するパン

フレット試案（2019 年度版）． 第 79 回日本公

衆衛生学会総会；2020.10.20-22；京都．抄録

集 P-21-2-7 P.484. 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

1. 特許取得 なし

2. 実用新案登録 なし

3.その他 なし

85



研究成果の刊行に関する一覧表

書籍 

 著者氏名  論文タイトル名 書籍全体の
 編集者名

 書 籍 名 出版社名  出版地 出版年  ページ

なし

雑誌 

発表者氏名 論文タイトル名 発表誌名 巻号 ページ 出版年

阪東美智子 住宅宿泊事業法制定およ
び旅館業法改正と、旅館・
ホテル、住宅宿泊事業に
おける衛生確保

公衆衛生情報 50(7) 15-17 2020 

阪東美智子 民泊衛生管理手法に関す
るパンフレット試案（201
9年度版） 

第79回日本公衆衛
生学会総会抄録集

 484 2020 

堀田祐三子 「観光立国」政策とオー
バーツーリズム

住民と自治 685 6-11 2020 

堀田祐三子 民泊法制度の現状と課題
 : 地方自治体の独自規制
に着目して

住民と自治 685 25-27 2020 

堀田祐三子 ポスト・コロナの時代の
観光と観光政策の方向
性：いくつかの対抗軸を
めぐって

議会と自治体 271 4-12 2020 

堀田祐三子 「新型コロナ」から日本
の社会を考える 第11回
コロナ禍の先に―新しい
観光に向けて

住民と自治 697 6-9 2021 

山田裕巳
本間義規

阪東美智子

宿泊施設の真菌性状の分
布及び時間的変化

第44回人間―生
活環境系シンポジ
ウム報告集

 83-84 2020 

113



民泊環境衛生ノート
2021

―あなたの民泊を守るために―
民泊環境衛生ノート2021は、民泊の宿泊客や従業員の健康を守るために、
適切な衛生環境の維持・管理を行うことを目的としています

            このノートは、令和元年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業）で実施された研究
『住宅宿泊事業における衛生管理手法に関する研究』（課題番号：19LA1008）の一環で作成されました．（2021 年 3 月末） 民泊の衛生

民泊と衛生研究組織
研究代表者　阪東美智子・国立保健医療科学院　生活環境研究部　上席主任研究官
研究分担者　堀田祐三子・和歌山大学　観光学部　教授
            　　　本間義規・宮城学院女子大学　生活科学部　教授
           　　　 山田裕巳・元国立保健医療科学院　統括研究官
研究協力者　大崎元・一級建築士事務所建築工房匠屋
            　　　杉浦正彦・大阪府簡易宿所生活衛生同業組合　事務局長
            　　　橋本知幸・日本環境衛生センター　環境生物・住環境部　部長
            　　　濱田信夫・大阪市立自然史博物館 　外来研究員
            　　　松村嘉久・阪南大学　国際観光学部　教授
            　　　向山晴子・中野区保健所　所長

コロナ禍を契機として、宿泊施設の衛生状況や衛生管理に対する利用者の意識や要求
水準はこれまで以上に高くなっています．
中小・零細事業者が多い民泊業界がこれにどこまで応えていけるかは悩ま
しいところですが、基本に忠実に、そして継続して衛生対策を講じるこ
とが、市場での信頼を獲得する一番の近道です．
民泊ならではのアットホームな環境の提供としっかりとした
衛生対策を両立させることが、これからの民泊の健
全な発展のひとつの鍵となります．
また、民泊にかかわる事業者間で連携を
図っていくことが、情報共有や質の
向上に関わる取り組みの負
担を軽減することにつ
ながるのではな
いでしょう
か． 86



01

02

その基本は３つ

その１． 知る ［知ろう ・ 学ぼう］

まずは、あなたの民泊について知ることから始める
つぎに、立ち向かうべき課題のすがたについて知る

その２． 見つける ［点検して ・見つけよう］

衛生環境に悪影響を与える要因を見つける

その３． やってみる ［実践してみよう］

あなたの民泊の衛生環境を守るためにやるべきことを行う
ゲストにもお願いして、やるべきことを考えていこう

この衛生管理ノートが対象とする「民泊」には、2018 年 6月に施行された住宅宿泊事業法に基づく
届出民泊、特区民泊、2018年の旅館業法改正以降の旅館・ホテルや簡易宿所が含まれます．

ここでは代表的な危機である感染症の問題をイメージしながら、環境衛生であなたの民泊が
やるべき方策、やれる方策を考えていきます．

01

■ 民泊は公衆衛生の一翼を担う

初めて来た人、遠くから来た人の安全を守ることは宿泊事業の大切な責務です．
感染症に代表される健康被害をもたらす事象を放置すれば、巡りめぐってあなたの民泊の
「健康」も害してしまいます．
衛生環境を守っていくことは、あなたの宿泊事業や民泊活動を守る基本です．
まずは、あなたの民泊の環境衛生を適切に管理することから始めましょう．

■ 2020 年新型コロナウイルス感染症のパンデミックを経験して

感染症が流行すれば住宅宿泊業や旅館業はその影響を大きく被ります．
民泊宿泊実績の急激な減少はそのことを表しています．

でも、民泊は経験や専門性が少ない家主や管理者が宿泊事業をおこなっています．
だからこそ、

起こりうることを 「知って」　→　

　　あなたの民泊の状態を 「点検 ・ 見直して」→　

　　　　適切な手順を 「やってみる」　→

（そして何度も繰り返す）

■ 観光衛生マネジメント

安全な衛生環境を用意し持続させる民泊活動への取り組みは、あなたの民泊の「健康」と
「安心」を積極的にアピールすることにもつながります．

■ 危機管理をイメージして

民泊を守るには、防疫、防災、事故防止など、さまざまな危機管理が求められます．
けれど、前もって準備していればむずかしくないはずです．
まずは、常日頃の衛生管理を大事にすることから始めましょう．

民泊と公衆衛生

観光衛生マネジメントとは「観光地の経営において衛生対策、特に感染症の未然防止や感
染者発生後の円滑な対応への備えにより、旅行者、地域にとって安全、安心の維持を総合
的に図る活動」です．
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大を通じてツーリズム産業の特殊性に
鑑みた観光衛生対応を基軸としたサービス、機能、組織の再構築、管理・運営手法である
「観光衛生マネジメント」が求められる時代になってきたといわれています．
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04

■ 感染症の歴史
厚生労働白書（16）（抜粋）

「第 2 章 現代生活に伴う健康問題の解決に向けて｜第 1 節―1 人類と感染症の歴史」

人類と感染症の関わりの歴史は古い．例えば、エジプトのミイラからは 、 疱瘡（ほうそう）

、

（天然痘）に感染した痕が確認されている．ウイルスや細菌の誕生が人類の誕生以前の出来
事であったことを想起すれば、人類の誕生とともに感染症との闘いの歴史が始まったといっ
ても過言ではないだろう．
中世ヨーロッパにおいて人口の３分の１が死亡したといわれるペスト、世界中で５億人以
上の者が感染し、死亡者数が 2,000 万人とも 4,000 万人ともいわれる 1918（大正７）年か
らのインフルエンザの汎流行（パンデミック）（「スペイン風邪」）など、感染症は多くの人
類の命を奪ってきた．我が国においても大流行し、2,500 万人が感染し、38 万人が死亡した
といわれる．
一方、18 世紀以降、ワクチンの開発や抗生物質の発見により、感染症の予防・治療方法が
飛躍的に進歩した．ワクチンによる予防効果は劇的であり、1980（昭和 55）年には世界保
健機関（World Health Organization：WHO）による天然痘の根絶宣言という人類にとって
の金字塔が打ち立てられるなど、感染症はもはや脅威ではあり続けないと思われていた．
しかし、それと前後して、1976（昭和 51）年にエボラ出血熱、1981（昭和 56）年にエイズ

（ＡＩＤＳ、後天性免疫不全症候群）が出現するなど、ここ 30 年の間に少なくとも 30 の感
染症が新たに発見されている．これらを新興感染症といい、21 世紀に入ってからも、2003

（平成 15）年には重症急性呼吸器症候群（Severe Acute RespiratorySyndrome：ＳＡＲＳ
サーズ）が出現し、また高病原性鳥インフルエンザウイルスの流行などが発生している．
結核、マラリアなど古くからある感染症の中には、近い将来克服されると考えられていたも
のの再び流行する傾向が出ている感染症がある．これらを再興感染症といい、近年アメリカ
において急速に発生地域が拡大しているウエストナイル熱を始めとして、様々な感染症が再
び脅威となりつつある．

［知ろう ・ 学ぼう］ 感染の経路

■ 感染の経路

病原体に感染した人（感染者）・動物・昆虫や汚染された物や食品が感染源となります．
注意すべき感染経路は、接触（経口）感染、飛沫感染、空気感染（飛沫核感染）の３つ．

［飛沫感染］

咳、くしゃみや会話によって飛んだつばやしぶき（飛沫）に含まれる病原体を吸入するこ
とで引き起こされる感染です．
飛沫は直径 0.005mm以上で水分を含むため、届く
範囲は感染源から 1～ 2m程度と言われています．
そのため、マスクの着用や感染源から距離をとるこ
とが有効な対策となります．
疾病の代表としては、インフルエンザ、風邪症候群、
おたふく風邪、風疹などです．

03

［知ろう ・ 学ぼう］ 「衛生」 を脅かすものは？

■ 感染症について

身の回りには目に見えない多くの微生物（細菌、ウイルス、真菌（カビ、酵母等））が存
在します．その中で感染症を引き起こす微生物を病原体といいます．
回虫やギョウ虫のような寄生虫によって起こる寄生虫症も感染症の１つです．
感染から発症までのメカニズムは多様で、直接体内の細胞や遺伝子を傷つける、自己免疫
を暴走させるなど様々です．細菌やウイルスはすぐにその遺伝子を改変して変異型や新型
に変化し、新たな流行を生み出します．

□ 新興感染症 □
1970 年以降に新しく認知され、地域的、国際的に公衆衛生上の問題となる感染症です．

SARS（重症急性呼吸器症候群）/ 鳥インフルエンザ / ウエストナイル熱 / エボラ出血熱 /
クリプトスポリジウム症 / クリミア・コンゴ出血熱 / 後天性免疫不全症候群（HIV）/
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）/ 腸管出血性大腸菌感染症 / ニパウイルス感染症 /
日本紅斑熱 / バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌（VRSA）感染症 / マールブルグ病 /
ラッサ熱 / そして 2019 年、新型コロナウイルスによる COVID19

□ 再興感染症 □
かつて存在した感染症で、近年再び増加してきたもの、あるいは将来的に問題となる可能
性がある感染症（ＷＨＯ：1990 年）です．耐性菌の増加、地球温暖化による生態系の変化
交通手段の発達、病原性の強毒化などが原因と考えられています．

ウイルス：インフルエンザ、麻疹、デング熱、黄熱、日本脳炎、狂犬病など
細菌        ：サルモネラ感染症、腸チフス、赤痢、コレラ、黄色ブドウ球菌感染症、
                  化膿レンサ球菌感染症、結核、ジフテリア、梅毒、ペストなど
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■ 感染症の歴史
厚生労働白書（16）（抜粋）

「第 2 章 現代生活に伴う健康問題の解決に向けて｜第 1 節―1 人類と感染症の歴史」
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染症が新たに発見されている．これらを新興感染症といい、21 世紀に入ってからも、2003

（平成 15）年には重症急性呼吸器症候群（Severe Acute RespiratorySyndrome：ＳＡＲＳ
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［知ろう ・ 学ぼう］ 感染の経路

■ 感染の経路
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［知ろう ・ 学ぼう］ 「衛生」 を脅かすものは？
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■ 生物由来の感染

接触感染では、虫（病害虫）や大型の動物（病害獣）がウイルスや細菌を媒介することも
あります．
地球環境の改変で、今まで接触しなかった細菌やウイルスに接することが多くなる可能性
があります．世界からゲストを迎え、不特定多数の人が一定期間宿泊して旅立っていく
「民泊」では、新興感染症や再興感染症といった危険（リスク）にいつもさらされています．

主なものとして、

■ アレルギー

アレルギーには、花粉症や金属・動物アレルギー、食物アレルギーなどがあります．
アレルギーの発症程度は個人的な体質によるものもありますが、不快感だけでなく、
かゆみや湿疹、呼吸器系の障害、下痢・嘔吐など様々な症状があり、アナフィラキシー
など命にかかわることもあります．
室内環境では、ダニ、ゴキブリ、カビなどがアレルゲンとなります．
アレルゲンとは、アレルギー疾患を持っている人の抗体と特異的に反応する抗原のこと．
一般には、そのアレルギー症状を引き起こす原因となる物質を言います．
感染対策の基本（換気、清掃、消毒）は、アレルゲン対策の基本でもあります．

ネズミ ゴキブリ ダニ・シラミ・ノミ カ・ハエ

ドバトトコジラミ ハクビシンその他の害虫 その他の害獣

05

□ 感染症の時期
毎年のように流行する感染症では、季節のピークが知られているものもあります．
けれど、新型コロナウイルスのように、感染流行は季節や時期で固定できません．
さらに、変異型による再流行など、全く予測がつかないものがほとんどです．

［空気感染］

飛沫に含まれる水分が蒸発した直径 0.005mm 以下の粒子を飛沫核といい、空間に浮遊して
広範囲に広がります．病原体は埃と共に浮遊し、これらを吸入することで伝播することを空
気感染または飛沫核感染といいます．
ノロウイルス、麻疹ウイルス、結核菌など
が空気感染によって感染します．

［知ろう ・ 学ぼう］ 感染の経路

［接触感染］

皮膚や粘膜の直接的な接触や、手、ドアノブ、手すり、便座、スイッチ、ボタン等の表面
を介しての接触で病原体が付着することによる感染です．
病原体に汚染された食品・物・手指、病原体を含む汚物・嘔吐物を介して主に口から体内
に侵入します．ノロウイルス、ロタウイルス、腸管出血性大腸菌（O‐157）、サルモネラ
菌、黄色ブドウ球菌などによる感染性胃腸炎が代表です．
ＨＩＶ感染エイズ、クラミジアのような性感染症は、血液や体液、粘膜を通しての接触感
染です．
病原体を持つ動物に噛まれたり、引っかかれたり、
体や糞に触れることで感染する狂犬病やトキソプラ
ズマなど、蚊・ノミ・ダニなどに刺されて感染する
マラリアや日本脳炎などのように、動物や昆虫を媒
介者として感染する場合もあります．

その他、母親から胎児・新生児に、胎盤や母乳などを介して病原体が直接伝播される母子
感染（垂直感染）があります．

□ 新型コロナウイルス
新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染が主な感染経路です．
その経路をできるだけ閉じるため、密集・密接・密閉を防ぎ、ソーシャルディスタンスを
とることが提唱されました．
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■ レジオネラ菌

レジオネラ菌は水中や土中などの自然界に広く存在する細菌です．
レジオネラ菌に汚染された細かい水滴（エアロゾル）や水蒸気を吸い込むことで感染し、
肺炎（発熱呼吸困難など）となり、重症となった場合は死亡することもあります．
ヒトからヒトへの感染はなく、症状は感染後２～１０日（平均４～５日）で現れます．
代表的なエアロゾル感染源としては、冷却塔水、加湿器や循環式浴槽などがあります．
このことが、入浴設備を備える宿泊施設でレジオネラ症が大きな問題となる理由です．
循環式浴槽（追い炊き機能付き風呂・24 時間風呂など）では、
汚れやバイオフィルム（生物膜．細菌で形成される「ぬめり」）
が生じないよう定期的な洗浄等の管理が大切です．

◆夏目漱石の小説にも「トコジラミ（当時は南京虫）」に関する話が出てきます◆
夏目漱石『抗夫』岩波文庫版 (抜粋 )　1908 年 ( 明治 41 年 ) から東京と大阪『朝日新聞』

「すると、突然針で背中を刺された．夢に刺されたのか、起きていて、刺されたのか、感
じは頗る曖昧であった．だからそれだけの事ならば、針だろうが刺だろうが、頓着はなか
ったろう．正気の針を夢の中に引き摺り込んで、夢の中の刺を前後不覚の床の下に埋めて
しまう分のことである．所がそうは行かなかった．と云うものは、刺されたなと思いなが
らも、針の事を忘れる程にうっとりとなると、又一つ、ちくりと遣られた．」
「今度は大きな眼を開いた．所へ又ちくりと来た．おやと驚く途端に又ちくりと刺した．
これは大変だと漸く気が附きがけに、飛び上る程劇しく股の辺を遣られた．自分はこの時
始めて、普通の人間に帰った．そうして身体中至る所がちくちくしているのを発見した．
そこでそっと襯衣の間から手を入れて、背中を撫でて見ると、一面にざらざらする．最初
指先が肌に触れた時は、てっきり劇烈な皮膚病に罹ったんだと思った．所が指を肌に着け
たまま、二三寸引いて見ると、何だか、ばらばらと落ちた．これは只事でないと忽ち跳ね
起きて、襯衣一枚の見苦しい姿ながら囲炉裏の傍へ行って、親指と人差指の間に押えた、
米粒程のものを、検査してみると、異様の虫であった．実はこの時分には、まだ南京虫を
見た事がないんだから、果してこれがそうだとは断言できなかったが―何だか直覚的に南
京虫らしいと思った．こう云う下卑た所に直覚の二字を濫用しては済まんが、外に言葉が
ないから、已むを得ず高尚な術語を使った．さてその虫を検査しているうちに、非常に悪
らしくなって来た．囲炉裏の縁へ乗せて、ぴちりと親指の爪で圧し潰したら、云うに云わ
れぬ青臭い虫であった．」

■ ノロウイルス

ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は一年を通して発生しますが、特に冬季に流行
し、手指や食品などを介して経口で感染、ヒトの腸管で増殖、おう吐、下痢、腹痛などを
起こします．子どもやお年寄りなどでは重症化することがあります．ほとんどが経口感染で、
ウイルス性食中毒の原因だけでなく、ウイルス性急性胃腸炎 ( 感染症 ) の原因にもなります．

たとえば、こんな事例も
〇 患者のノロウイルスが大量に含まれるふん便や吐ぶつから人の手などを介して二次感染した
〇 家庭や共同生活施設など人が接触する機会の多いところで人から人へ飛沫等で直接感染した
〇 食品取扱者 ( 食品の製造、飲食店の調理従事、家庭での調理など） を介して汚染した食品を食べた
〇 ノロウイルスに汚染された井戸水や簡易水道を消毒不十分で摂取した

0807

［知ろう ・ 学ぼう］ 宿泊業がとくに注意すべき感染源

■ トコジラミ

宿泊業にとって特に注意を要する病害虫に「トコジラミ」があります．
かつて、第二次大戦後の日本に広くまん延していましたが、ＤＤＴや効力のある薬剤によ
り東京オリンピックの頃には日本中でいなくなりました．
ところが2000年ころから、人・物の世界規模での交流、海外旅行、ビジネス出張の増加で、
卵や幼虫が荷物に付着して世界規模で拡大しました．
効力のある薬剤を使わなくなり、ピレスロイド系殺虫剤に抵抗性を持ったトコジラミが増
え、世界の先進国で再興が始まったと考えられています．
海外では一流ホテルや高級ブランド品店などで発生してしまい、休業せざるを得なくなっ
たり、訴訟問題まで起きています．日本で調査された集団の 90％近くに抵抗性を示す遺伝
子変異が認められた、との報告もあります．

トコジラミは人が使用するものに付着して潜り込み、あちこちに広がる厄介な害虫です．
たとえばこんな事例も．
〇 トコジラミの住み着いたベッドに座った際、トコジラミが衣服に入り込み、移動先に広がった．
〇 ホテルの部屋にカバンを置いたところ、産卵され、そのまま自宅に持ち帰って被害が広がった．
〇 トコジラミの付着したシーツをカートに入れたため他のシーツに移り、他の部屋にも広がった．
〇 親しい友人の部屋をお互い行ったり来たりしているうちに被害が広がった．
〇 病院でも、発見し駆除したのに、1 年後には 11 部屋、2 年 7 ヶ月後には 67 部屋に広がった．
〇 配管配線、ダクト、天井裏、ドアの下や壁の隙間などを利用し、あちこちの部屋に広がった．

ガラス面などすべすべした面を上ることはあまり得意ではありません．ゲストには、荷物は
床面などに置かず、滑らかな台の上などに置くようにお願いしましょう． 

一般にはナンキンムシ（南京虫）とも呼ばれているが、標準和名はトコジラミです．
メスは 1 日 5- 6 個の卵を産み、またたく間に増加します．吸血しなくても１年くらい生き
ていることがあり、長く空室になっていた部屋でも被害を受けることがあります．
他の昆虫と同じように夏を中心に活動が活発になりますが、暖房されて
いれば冬でも活動するので、１年中被害が発生することになります．
活動時間帯は基本的に夜間です．
何回か刺されるうちに体内に抗体が形成され、かゆくなります．
刺された人は不眠症、神経障害、発熱などの症状や、二次感染で傷口が
化膿することもあります
．

大切なことは早期発見、早期駆除ですが、少ない段階での発見はきわめて困難です．
経験豊富な防除業者に依頼することです． 93



■ レジオネラ菌

レジオネラ菌は水中や土中などの自然界に広く存在する細菌です．
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［知ろう ・ 学ぼう］ 宿泊業がとくに注意すべき感染源
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［知ろう ・ 学ぼう］ 食中毒

■ 食中毒

腹痛や下痢、おう吐などの症状が急に出たとき、疑われるひとつが「食中毒」です．
原因となる細菌やウイルスは見えないけれど、いたるところに存在しています．
肉や魚などの食材には細菌やウイルスが付着しているものと考えましょう．
いろいろな物に触れる手にも、細菌やウイルスが付着していることがあります．
手を洗わずに食材や食器などを触ると、細菌やウイルスが付着してしまいます．
食器用スポンジやふきん、シンク、まな板などは、細菌が付着増殖したり、ウイルスが
付着しやすい場所です．

合場の」菌細「 □
細菌を食べ物に「つけない」、付着した細菌を「増やさない」、細菌を「やっつける」の
3つが原則です．
家庭での食中毒予防は、６つのポイント「買い物」「家庭での保存」「下準備」「調理」
「食事」「残った食品」に注目し、どのように細菌を「つけない」「増やさない」「やっつ
ける」かにあります．

合場の」スルイウ「 □
ウイルスは食品中では増えないので、食べ物にウイルスを「つけない」、ウイルスを加
熱して「やっつける」が原則です．さらに、調理場にウイルスを「持ち込まない」、食
べ物や調理器具にウイルスを「ひろげない」を合わせた４つが大切です．

「食中毒を防ぐ 3 つの原則・6 つのポイント | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン」
https://www.gov-online.go.jp/featured/201106_02/

◆食中毒の原因菌（細菌）は
（1）つけない＝洗う！　分ける！
（2）増やさない＝低温で保存する！
（3）やっつける＝加熱処理！

◆食中毒の原因ウイルスは
（1）持ち込まない＝健康状態の把握・管理！
（2）ひろげない＝手洗い、定期的な消毒・清掃！

対策の基本

09

［知ろう ・ 学ぼう］ 病害虫獣の予防と駆除

有害生物の種類がわかり、その習性や有効な対策を知っておけば、自分で予防や駆除がで
きる場合もあります．ただし、毒を持つ生物の駆除や高所などの危険作業を行う場合には
無理をせずに相談を．

■ 病害虫獣の予防

□ ネズミ予防対策
エサを与えない．
特に夜間、屋内外の食品やゴミ箱を片付け、ペットのエサも夜間はきちんと収納．
侵入路をふさぐ隙間や穴があればトタン板などでふさぐ．
排水口に目皿、基礎通風口に金網を．

□ ダニ予防対策
湿度６０％以上で活発に繁殖するので、湿度を下げる．
風通しを良くし、寝具類は定期的に日光消毒を．
掃除機で床面、寝具、カーテンなどを清掃．

□ 蚊・ハエ予防対策
幼虫の発生防止．
ボウフラの発生場所、雨水枡に防虫ネット．エサや産卵場所の生ゴミや汚物の除去．
隙間をふさぎ、浴室や流し台の排水口はトラップ式に．窓に網戸を．

□ ゴキブリ予防対策
特に台所周辺では食材や調味料、生ゴミなどを長時間室内に放置しない．
流し台などの隙間はアルミテープや防水パテなどでふさぐ．屋外からの侵入も妨げる．

■ 病害虫獣の駆除
市販の殺虫剤などでの駆除もできますが、トコジラミ処理薬剤に承認された家庭用の薬剤
の中には抵抗性トコジラミに対する効果がほとんど望めないものが多く、問題化しています．
また、ネズミ以外の害獣の中には自宅の中であっても「鳥獣保護法」により捕獲許可が
必要になります．まずは、保健所と協力して駆除専門業者に依頼すること、そして被害を
受けている部材を交換することも大事です．

＜消毒＞や＜駆除＞の専門機関
地域には様々な分野を得意とする消毒駆除業者がいます．保健所に相談を．
（公益社団法人）日本ペストコントロール協会：https://www.pestcontrol.or.jp/

簡便な病害虫駆除の方法として、燻煙剤や加熱蒸散剤がよく用いられますが、狭い隙間に
潜んでいる害虫に対しては有効成分が到達しにくいので、効果が高いとは言えません．

注意
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注意
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［知ろう ・ 学ぼう］ あなたの民泊はどこにある？

地域ごとにも大きな違いがあります．
□ 住宅宿泊事業の地域分布マップ （2020 年後期） 市区町村別

大都市に集中していますが、特定の地方町村部に集まっている
ところがあるようです．

［知ろう ・ 学ぼう］ あなたの民泊はどんなタイプ？

家主滞在型

家主不在型

高層マンション型

中低層マンション ・ 商業ビル型

都市部の戸建て町家型

都市部の長屋型

地方部の戸建て住宅型

4 大都市
政令指定都市
市
町
村

４大都市の
住宅宿泊事業
の件数

札幌市

東京 23区

大阪市

福岡市

高層マンション型
・窓開放の不可
・換気能力の不足
・高架水槽の汚れ
・ゴミの放置
・シックハウス
・室内での物干し

都市部の戸建て町家型
・病害虫の侵入
・水回りの不衛生
・雨漏りによる湿気
・床下の湿気
・通風換気の偏り
・病害虫の侵入
・給排水設備の老朽
・室内の湿気、カビ

× 環境衛生を考えるには、その地の気候風土、まちな
かで建っている場所、建物の特性なども影響します．
あなたの民泊の建物立地の特性を知って、起こりう
る衛生の問題を見逃さず、早めに対処を．
建物に関する課題解消には多くの費用がかかります．
公的支援も活用しつつ、日頃からちょっとした工夫
と観察で、問題を放置しないように．

地方部の戸建て住宅型
・通風換気の偏り
・排水下水管の老朽
・シックハウス
・窓の結露
・室内の湿気、カビ
・病害虫獣の侵入

中低層マンション・商業ビル型
・給排水設備の不足
・シックハウス
・窓の結露
・室内の湿気、カビ
・通風換気の偏り
・換気設備の不足
・病害獣の侵入
・室内での物干し

都市部の長屋型
・病害虫獣の侵入
・水回りの不衛生
・換気設備の未設置
・雨漏りによる湿気
・床下の湿気
・通風換気の偏り
・給排水設備の老朽
・室内の湿気、カビ

家主滞在型と家主不在型では、衛生管理の体制や方法が異なります．
家主滞在型の民泊では、家主自らが清掃したり、
外部委託する場合も家主がその目で清掃完了確
認をしたりすることで、清掃の質を保つことが
できます．しかし、家主不在型の民泊で管理業
務を外部委託する場合は、家主が清掃状況等を
直接確認することは難しくなります．家主不在
型で清掃等を外部委託する場合は、契約内容や
確認の方法などについて注意が必要です．
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■ こんなところに病害虫獣

家屋内では病害虫獣はこんなところに潜んでいます．ほとんどは夜間に活動し始めます．
直接その姿を見なくても、フンや卵、移動した足跡（濡れや汚れ）など、いろいろな痕跡
を見つけることがあります．

　　　　部屋の中で、ゴキブリ、ノミ、シラミ、トコジラミなどの病害虫のいるところ

もちろん、台所のキッチン台・換気扇・冷蔵庫の隙間なども気を付けて．

たとえば、トコジラミ
一番多いのは寝室です．ベッド周りをはじめ、あらゆる隙間に潜り込んでいます．
ベッドの頭の板と壁の間、家具の隙間、引き出しの裏、電話機、TV、たんす類、衣類ケース、壁と
床の隙間や幅木、カーテン、壁にかけた絵の裏や、ソファーの隙間・裏などにいることもあり、
和室では、ふとんを入れる押入れ、畳の縁・裏、床の間などです．

うよみてえ考で法手ういとＭＰＩ■

ＩＰＭとは「総合防除」の意味です．
「総合」とは、様々な防除対策を組み合わせて行うという事で、薬剤偏重による環境への
悪影響を低減すると共に、より効果的な防除を目的とした手法です．
具体的には、予め防除対象生物や場所ごとに「維持管理基準」を定め、事前調査により
問題点や維持管理基準を超える場所をその都度見定め、状況に見合った最適な防除対
策を実施し、実施後にはその効果をきちんと判定します．

カーテン
家具と壁の隙間

コンセント内

じゅうたんの裏側
ソファーの裏側

マットレスの縁

家具の隙間巾木の裏

https://www.pestcontrol.or.jp/association/archive/tabid/124/Default.aspx

13

［点検して ・ 見つけよう］ 「衛生」 を脅かす痕跡

では、感染症の専門家でもない素人のあなたが何を意識すればよいのでしょう？

飛沫など空気環境にかかわるものには、換気や通風などで環境を整えることが重要です．
接触などで媒介する場合には、清掃と消毒で室内環境を清潔にすることが有効です．
人や生物に由来する場合は、日頃の清掃と、残された痕跡を発見する必要があります．

■ まずは、 発見することから

ホストの目やゲストの話から、違和感（ヒヤリハット）を発見することから始まります．
細菌やウイルスは目に見えないが、それらを媒介する生物や痕跡は意外と発見できます．

□ 顕著な痕跡にはこんなものが
汚れ、溜まり、よどみ／異物あるいは異物感、異臭異色／媒介する生物あるいはその痕跡

具体的には（たとえば）
１．空気の不衛生
通風の不十分
換気の不良、換気扇の目詰まり
エアコンの利き低下、フィルターの汚れ
２．湿気だまり
窓サッシまわりの結露
水回り、トイレ、浴室などのしみやカビ
３．水の不衛生
キッチンの汚れ
トイレ、浴室の水あかや目詰まり
上水（蛇口からの）の色水
下水（排水溝）のにおいや目詰まり
4 ．室内の汚れ
寝床の敷きっぱなし
濡れたままのシーツ、寝具の湿気
たばこや食べ物のにおい
床下、天井裏の異音
ほこりだまり
5．保管とごみ処理
放置ごみ
冷蔵庫に残された食材
６．その他（専門業者に見てもらおう）
シャワー温水が出ない、給湯器の不良
電気・ガス・水道の不通
機械設備の異音、不調

■ 民泊の衛生上の問題点
□住宅宿泊事業法施行前の調査でも、衛生管理上の課題が
よく見られました．大きく建物の問題と清掃の問題に分け
られます．清掃の問題には、エアコンフィルターの目詰ま
りや床面に虫が落ちていたりと、衛生管理が不十分な物件
がありました．極端にひどい例では、前泊者の衣類が残さ
れていたりしました．また建物側の問題として、温熱や空
気環境を適切に保つことができないものも散見されました．

□ 見出された問題点 □
建物由来
・室内に設置された給湯器、瞬間湯沸かし器
・中廊下に設置された給湯器
・エアコン後施工によるめし合わせ部の隙間
・エアーベッドによる冷気
・ベッドシーツが無い
・元店舗改装による居住環境への影響
清掃由来
・エアコンフィルターの汚れ
・シーツの埃っぽさ
・虫（くも、ゴキブリ）
・異臭（キッチン下、寝室）
・前泊者の衣類
・使用済み歯ブラシ
・窓サッシの汚れ、カビ跡
・冷蔵庫内部の食品（飲みかけの水、食べ残しケーキ）

［エアコンフィルター汚れ］
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■ 夏の換気（冷房をつけて）
（１）換気機能のない冷暖房設備（市販の一般的なエアコン）が設置されている場合
居室の温度及び相対湿度を 28℃以下及び 70％以下に維持できる範囲内で、
２方向の窓を常時、できるだけ開けて、連続的に室内に空気を通す．
　この際、循環式エアコンの温度をできるだけ低く設定する．
１方向しか窓がない場合、ドアを開けるか、天井や壁の高い位置にある室内窓を開ける．

（２）空気清浄機を併用することも
居室の窓を十分に開けられない場合、窓からの換気とあわせて空気清浄機を併用すること
は換気不足を補うために有効なので、HEPA フィルタによるろ過式、風量 5 ㎥ /min 程度以上
の空気清浄機を、６畳 (10 ㎡ ) 程度の範囲ごとに設置する．
外気を取り入れる風向きと空気清浄機の風向きを一致させる．

■ 冬の換気（暖房をつけて）
（１）窓の開放による場合
居室の温度および相対湿度を 18℃以上かつ 40％以上に維持できる範囲内で、
エアコンや暖房器具を使用しながら、一方向の窓を常時開けて、連続的に換気を行う．
居室の窓を十分に開けられない場合、窓から換気と併せて、空気清浄機を併用する．
窓はこぶし 1 個分の隙間を開けるだけで有効です．

（２）加湿器を使うことも
近年、気密性の高い住宅が増え、室内の乾燥予防のために加湿器が
よく使われるようになりました．湿度が低いと口や鼻の粘膜が乾燥し、
インフルエンザウイルス等が体内に入りやすくなります．
しかし、加湿器のタンク内にできる「ぬめり」の中でレジオネラ菌が
増殖することもあります．
定期的にタンク内の汚れやぬめりを取り除き、衛生的な新しい水を入れ、
継ぎ足しはやめましょう．使用後は水を抜き、乾かして保存しましょう．

新型コロナウイルス感染を踏まえて、厚生労働省も換気に関する情報を提供しています．
「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618969.pdf
熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000640913.pdf
冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
https://www.mhlw.go.jp/content/000698868.pdf

民泊の換気量（実測値の紹介）
10邸の民泊で換気量の調査を行いました．
N8のみ常時換気を切れないようにしていましたが、その他の建物では
家全体を換気する装置は設置されておらず、N10を除いて換気量はい
ずれも20m³/hを下回りました．N10はエアコン配管を設置するために
窓部に隙間が存在しており、多量の空気が流入していました．

15

［実践してみよう］ 換気

■ 大切なのは空気の流れ方

換気は単に窓や換気扇だけを考えるのではなく、部屋と部屋（たとえば浴室やトイレ）、部屋
と廊下、そして部屋の中の家具や間仕切りの配置（しつらえ）も意識することが大事です．

（やや専門的ですが…）推奨される換気の方法
① 機械換気 ( 浴室、トイレ、台所などの換気扇や空調換気設備など ) による方法
必要換気量（一人あたり毎時 30 ㎥）を満たす
ビル管理法（建築物における衛生的環境の確保に関する法律）の基準
② 窓の開放による方法
換気回数を毎時２回以上（30 分に一回以上、数分間程度、窓を全開する）とする．
換気回数とは、部屋の空気がすべて外気と入れ替わる回数
空気の流れを作るため、複数の窓がある場合、二方向の壁の窓を開放する．
窓が一つしかない場合は、ドアを開ける．

なお、比較的新しい建物に義務付けされた 24 時間換気扇は、必要換気量が 0.5 回 / 時以上を
満たすものなので、それだけでは毎時２回以上にならない場合があります．浴室やトイレ
などの換気扇を過信せず、日中は窓を開けるなど、空気の流れに気を配ってください．

＜自然換気＞窓や扉を開けて
＜機械換気＞換気扇をつけて×

大事なことは、空気の流れを理解して「よどみ」を残さないことです．
定期的に外気を取り入れること．そして、換気設備の適切な運転と点検を．

新型コロナウイルス対策では、一つしか窓が開けられない場合でも、サーキュレーターを
補助として空気を流すことで、有効な換気を得られることが実験でわかりました．

a 通風
b 換気

２方向が開口できる場合の通気・換気では、
できるだけ対角線上の開口を開く．

窓が１つの時には（窓がない部屋でも）、
換気設備を有効に使って空気の流れを．
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の空気清浄機を、６畳 (10 ㎡ ) 程度の範囲ごとに設置する．
外気を取り入れる風向きと空気清浄機の風向きを一致させる．

■ 冬の換気（暖房をつけて）
（１）窓の開放による場合
居室の温度および相対湿度を 18℃以上かつ 40％以上に維持できる範囲内で、
エアコンや暖房器具を使用しながら、一方向の窓を常時開けて、連続的に換気を行う．
居室の窓を十分に開けられない場合、窓から換気と併せて、空気清浄機を併用する．
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［実践してみよう］ 換気

■ 大切なのは空気の流れ方

換気は単に窓や換気扇だけを考えるのではなく、部屋と部屋（たとえば浴室やトイレ）、部屋
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換気回数を毎時２回以上（30 分に一回以上、数分間程度、窓を全開する）とする．
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満たすものなので、それだけでは毎時２回以上にならない場合があります．浴室やトイレ
などの換気扇を過信せず、日中は窓を開けるなど、空気の流れに気を配ってください．

＜自然換気＞窓や扉を開けて
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大事なことは、空気の流れを理解して「よどみ」を残さないことです．
定期的に外気を取り入れること．そして、換気設備の適切な運転と点検を．

新型コロナウイルス対策では、一つしか窓が開けられない場合でも、サーキュレーターを
補助として空気を流すことで、有効な換気を得られることが実験でわかりました．
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旅館業における衛生等管理要領の認知

■ 清掃事業者の声
で内室が客泊宿はで泊民「」．すまりあくよはとこるいてっ残が液血、物泄排や物吐嘔に室客「
室客がみごの量大やミゴ型大「」．すまりな異が方れ汚はとルテホ、でのるあがとこるすを理調

に放置されたままになっていることや、食べ物が床やベッドに散乱していることもあります．」
これらは清掃事業者への聞き取り調査で得られた回答です．
民泊の衛生管理においては、従業員や清掃員の安全管理に対する配慮も必要です．
とくに嘔吐物や血液の処理は、感染症に対する知識や具体的な対応方法が求められます．

■ 効果的な清掃方法とは？
宿泊施設を利用して、通常の清掃方法と薬剤を使った清掃方法とでどの程度汚染状況が違
うかを調査しました．
通常の清掃方法では、例えば、冷蔵庫前の床や、ドアノブなど清掃後の値が清掃前に比較し
て増えている場合があるのに対して、薬剤を使った場合、全ての場所で清掃後の値が低くな
り、有効な清掃方法を用いることが重要であることがわかります．

● 民泊事業者はきれい好き？
宿泊客にとって、清潔さは客室に備わっている「当たり前」の要件です．
客室が少しでも汚れていると、「口コミ」で広がり、施設全体の評判を落
とします．このため、日本の宿泊施設の衛生に対する基準は高く、民泊で
あっても事業者の清掃や衛生についての意識は高いです．
しかし、清掃と比較して、感染症対策やダニ・トコジラミ防除といった、
目に見えない／見えにくい部分への対策は必ずしも十分とは言えません．
また、「旅館業における衛生等管理要領」 の存在を知らない事業者が少なく
ありません．この要領は、旅館業法で宿泊施設を営業する事業者向けのも
のですが、民泊事業者にもぜひ目にしてもらいたい指針です．
新型コロナウィルス感染症の蔓延により事業者の衛生意識は高まりました
が、それをより実効性のある対策に結びつけることが求められます．

◇厚生労働省「旅館業における衛生等管理要領」
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/legionella/030214-1c.html

用活の」イラプサンネリ「■
宿泊業に必要不可欠なシーツ・タオル・テーブルクロス・ナプキンなど、清潔なリネンを
クリーニング付きでレンタルするシステムで、地域内に専門業者も多数います．
建物、室内環境を守るために定期的に利用することも考えてみてください．

単位面積当たりの
一般生菌数

17

［実践してみよう］ 清掃

■清掃
感染症を予防する清潔環境はアレルギー被害も防止します．その基本は「清掃」です．
民泊、特に住宅宿泊事業は「住宅」をベースに宿泊事業を展開しています．
住まいの清潔を守る「清掃」は多岐にわたります．

こんなところも見落とさずに
水の管理
食べ物の管理
空間の管理
キッチン
トイレ
浴室
寝室
通路
玄関・入口

民泊では、日常的な清掃はホスト・ゲストの双方にとって必須です．
「清潔の維持」にはゲストの協力が欠かせません．一緒に取り組んで下さい．
―ゲストにお願いです―
民泊ではゲストが長期的に滞在し、ゲスト自身が調理をすることがあります．
その期間は、部屋の掃除や食材、備品の管理をゲストがすることになります．
―ホストにお願いです―
ゲストが自身で清潔を維持できるように、用具の準備や清掃の段取りなどを．

 なお、旅館施設としての衛生管理には各種項目に対する処置が求められています．
◇東京都「旅館業のてびき」
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/nisitama/soudan/ryokan.files/ryokan_tebiki_nishitama.R2.pdf
住まいの衛生管理の例として、東京都「健康・快適居住環境の指針」があります．
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/kankyo_eisei/jukankyo/indoor/kenko/index.html

毎日の掃除・週一の掃除
ゲストが交替するときの掃除
季節ごとの掃除
年に1回の大掃除
数年ごとの点検
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参考 消毒液 （次亜塩素酸ナトリウムの希釈液） 作り方
使用濃度 原液濃度 方法 使用目的 使い方

0.10% 5% 原液10ｍL（ペットボトルのキャップ2杯）を おう吐物、ふん便の処理 汚れを落とし、水拭きして乾燥させる
500ｍLのペットボトル1本の水に混ぜる 消毒液を浸した布などで拭く

色あせするところは水で二度拭きを
0.02% 5% 原液10ｍL（ペットボトルのキャップ2杯）を 浴槽、トイレのドアノブ、便座、 食器洗剤や水で下洗いする

２Lのペットボトル1本の水に混ぜる 調理器具、食器類、流し台 消毒液を含ませた布で拭く
床、衣類などの消毒 その後、水洗い、水拭きし、よく乾燥させる

家庭用塩素系漂白剤は商品により塩素濃度が異なるので確認

■ 消毒の方法

インフルエンザウイルスに有効な消毒方法として、熱水や薬品での清拭、あるいは浸漬が
推奨されています．インフルエンザだけでなく、多くの感染症対策としても有効です．

□ 80℃の熱水で 10 分間
□ 0.05 ～ 0.5％次亜塩素酸ナトリウム液
□ 消毒用エタノール
□ 70％イソプロバノール

市販の消毒薬やアルコール消毒液でも十分有効です．

■ 消毒薬を用意する
次亜塩素酸ナトリウム液（家庭用塩素系漂白剤でも可）から消毒液をつくるには、

□ 注意 □
換気する　消毒するときは十分に換気を
使い切る　希釈したものは時間がたつと効果が減ってくる
誤飲防止　作り置きはやめよう
使う場面　手指消毒には使用しない
保管する　危険なので子供などの手の届かないところに
ほこりや汚れを洗浄液で除去してから、必ず使い捨て手袋とマスクを着用してください．
感染が疑われる人や持ち物に触れるときは、眼の粘膜から感染しないためにゴーグルを．
次亜塩素酸ナトリウムを、加湿器などに入れて噴霧するのは危険なのでやめてください．

ていつに霧噴間空の』水酸素塩亜次『 □
次亜塩素酸水の噴霧は、新型コロナウルスに有効でないばかりか、人体に有害である可能
性があり、文科省からも児童生徒等がいる空間で使用しないよう通達がでました．
次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは違うものです．

注意

19

［実践してみよう］ 消毒

■ 普段からの消毒

［新型コロナウイルスの経験から］特にこんなところが要注意とされています．

飛沫の届くところ
手の触れるところ
汚れの滞るところ

手で触ることの多い手すりやドアノブ、スイッチなどはウイルスが付着します．
トイレや洗面器、水栓蛇口（カラン）など飛沫の付きやすい場所の消毒も大切です．
トイレで宿主の糞便から出て口腔を介して伝播する糞口感染も考えられます．
使ったタオルやふきんもつねに清潔に．
手がよく触れるところ、たとえばテーブル、ドアノブ、トイレなどは 1日 1回以上、消毒用
アルコールで消毒します．
体液や排泄物による目に見える汚れがある場合は、消毒液（希釈した次亜塩素酸ナトリウム
（漂白剤））に浸した使い捨て出来るキッチンペーパーなどで拭きます．

新型コロナウイルス対策では、非接触を考えてパーティションも推奨されています．
いくつかの自治体では、パーティション、空気清浄機などの支援策も用意されています．
あなたの民泊の室内（環境）をどのように区切りつつ、空気の流れを滞らせないようにす
るにはどうすればよいのか、図面を見ながら考えてみてください．

汚れやすい場所はこんなところ

宿泊施設を利用して、汚れの指標としてATPを
使って、清掃前の汚れを調査しました．
コップ以外では、洗面やキッチンのカランなど水
回りで手の触れる部分が高い結果となりました．
また食卓上や冷蔵庫の取っ手、キッチンカウンタ
ーの部分など、食品に関わる部分の汚れの値が
高く、民泊のような調理を伴う施設の課題が浮き
彫りになりました．

ATPの調査では、生物の細胞内に存在するATP
（アデノシン三リン酸）の量を指標として汚れの度
合いを調べます．細菌や汚染物質が残っている
ほどATPの値は高くなります．
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参考 消毒液 （次亜塩素酸ナトリウムの希釈液） 作り方
使用濃度 原液濃度 方法 使用目的 使い方
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■ 相談と受診の手順

他の人と接触しないようにして相談機関に相談し、指示に従って医療機関を受診します．
医療機関に向かう移動手段についても医療機関の指示を受けてください．不特定多数の人
と接触する公共交通機関は避けて、タクシーなどを了解を得て利用してください．
発熱などの症状が見られるときは、人込みへの外出を控えてください．
毎日の体温を記録してください．体温計を常備し、使用後すぐアルコール消毒を．

□ 訪日外国人の場合
移動と濃厚接触者を追跡できるように「渡航履歴シート」を用意しておいてください．
症状が続く人は、まずは、多言語に対応している相談センターに相談します．
相談センターが必要に応じて専用の外来への受診を調整します．
健康チェックシートも HP上にあります．

■ 緊急連絡先

まず、保健所に連絡するか、救急車を呼びます．
多言語対応が必要な時は、
［日本政府観光局（JNTO）］外国人旅行者向けコールセンター
050－3816－2787（24時間 365日対応）
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000311.html
近くの医療機関を知りたいときは、
［厚生労働省］医療機能情報提供制度（医療情報ネット）について「都道府県情報提供ネット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html

■ 感染が疑われた時には
とくに感染が流行しているときには、備品や衛生用品、室内環境の「消毒」と「衛生管
理」が重要になります．また、ゲストが入院でなく経過観察ということで民泊に戻って
くる場合も考えられます．恐れず、適切な対応を心がけてください．

私たちの「パンフレット」も参考にしてください．
以下の、国立保健医療科学院生活環境研究部 URLからダウンロードできます．
日本語版：https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/JPN_2020.3.pdf
英語版　：https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/ENG_2020.3.pdf
中国語版：https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/CHN_2020.3.pdf
韓国語版：https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/KOR_2020.3.pdf

いざとなったら
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事業系
資源ごみ

事業系
一般ごみ

■ ゲストにもお願いを

ゲストにも協力してもらいましょう！
たとえば、訪日外国人ゲストにも、こんな生活習慣の違いを知ってもらって．

『民泊客室案内』日本法令（抜粋）
ーゴミー
事業系ごみとして廃棄
ゴミ分別のルールがある
ゴミは必ず備え付けのごみ箱に
ゴミを放置しない

ー土足厳禁ー
日本の家屋の多くは玄関で靴を脱ぐ習慣がある
玄関から部屋へはスリッパなどの部屋履きを
畳の部屋ではスリッパも脱いで
トイレのスリッパはトイレ専用で使って

ーキッチンー
台所用具、食器などは使い終わったら元の場所に
汚れた食器などをシンクに残さない
食材のくずなどをシンクに流さない
冷蔵庫に食材を放置しない

さらに、2020 年新型コロナウイルスの感染対策として、こんな注意喚起がなされています．
新型コロナウイルスのような飛沫・接触感染だけでなく、多くの感染予防に役立ちます．
［厚労省］［首相官邸］［内閣官房］HPの中にあります．
感染リスクが高まる「５つの場面」：https://corona.go.jp/prevention/pdf/infection-20201102.pdf
3つの「密」を避けましょう !：https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000614802.pdf
3つの「密」を避けるための手引き：https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622211.pdf
「密閉」「密集」「密接」しない！：https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000623146.pdf

注意喚起ポスターは［厚労省］［首相官邸］［内閣官房］HPにあります．
ダウンロードして貼りだしてください！
手洗い：https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593494.pdf
咳エチケット：https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593495.pdf

ー浴室ー
水や湯を出しっぱなしにしない
お湯が必要な時は給湯器を ONに
ユニットバスのシャワーは浴槽内で
タオル・リネン類は、
自分で洗濯し、乾かして
指定のかごに入れて、持ち帰らない

ー洗面所ー
水や湯を出しっぱなしにしない
髪の毛やモノを流さない

ートイレー
トイレットペーパーはごみ入れに捨てず、流す
トイレットペーパー以外は流さない
和式のトイレはしゃがんで

■ 衛生管理の質を強みに！

家主不在型の民泊は、住宅管理事業者が管理します．
2020年秋に全国の管理事業者を対象にアンケート調査を実施したところ、約３割が新型コロナ
ウィルス感染症の影響による「休止状態」でした．
住宅管理事業者の約６割は、客室の日常清掃を別の事業者等に再委託しており、コロナ禍のダ
メージは清掃事業者やリネン業者等にも広く及んでいます．
一方、コロナ禍を契機として、宿泊施設の衛生状況や衛生管理に対する利用者の意識や要求水
準はこれまで以上に高くなっています．民泊ならではのアットホームな環境の提供としっかりとし
た衛生対策を両立させることが、これからの民泊の健全な発展のひとつの鍵となります．
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とくに感染が流行しているときには、備品や衛生用品、室内環境の「消毒」と「衛生管
理」が重要になります．また、ゲストが入院でなく経過観察ということで民泊に戻って
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家主不在型の民泊は、住宅管理事業者が管理します．
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中小・零細事業者が多い民泊業界がこれにどこまで応えていけるかは悩ま
しいところですが、基本に忠実に、そして継続して衛生対策を講じるこ
とが、市場での信頼を獲得する一番の近道です．
民泊ならではのアットホームな環境の提供としっかりとした
衛生対策を両立させることが、これからの民泊の健
全な発展のひとつの鍵となります．
また、民泊にかかわる事業者間で連携を
図っていくことが、情報共有や質の
向上に関わる取り組みの負
担を軽減することにつ
ながるのではな
いでしょう
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問い合わせ先：〒351-0197 埼玉県和光市南 2-3-6 

国立保健医療科学院 生活環境研究部

阪東美智子

Tel. 048-458-6249（直通） Fax. 048-458-6253 

E-mail. bando.m.aa@niph.go.jp

令和 3 年 3 月 

都道府県・指定都市・中核市 生活衛生部局 御中

保健所 生活衛生課（住宅宿泊事業に係る届出の受理・監督事務担当） 御中

  国立保健医療科学院

生活環境研究部 阪東美智子

『民泊環境衛生ノート 2021』の送付 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたびの新型コロナウイルス問題に対し、みなさまには大変なご尽力をいただいてい

ることと存じます。

さて、私どもでは、令和元年度から 2 年間にわたり、厚生労働省科学研究費補助金を受

け、「住宅宿泊事業における衛生管理手法に関する研究」に取り組んでまいりました。本研

究の目的は、住宅宿泊事業法の下で運用されております宿泊所の衛生管理について、その実

態と課題を把握し、その建物特性や事業特性を踏まえて、行政や事業者が実施すべき衛生管

理手法の提案を行うことにあります。

このたび、住宅宿泊事業の衛生管理の維持・管理の向上を目的に、事業者向けの小冊子『民

泊環境衛生ノート 2021』を作成いたしました。見本を 2 部送付いたします。PDF 版は、当

院 HP（https://www.niph.go.jp/soshiki/09seikatsu/arch/minpaku_202103.pdf）からダウ

ンロードできますので、事業者のみなさまにご案内していただくなど、ご活用いただければ

幸いです。

なお、送付にあたり、簡単なアンケートを同封いたしますので、ご回答の上、ファックス

でご返送ください。ご回答は任意ですが、なるべくご協力をお願いいたします。

本件は、民泊制度ポータルサイトに公開されている、住宅宿泊事業に係る届出の受理・監

督等の事務を処理する都道府県等の窓口、ならびに当該自治体の本庁生活衛生部局宛にご

連絡させていただいております。ご担当が異なるようでしたら、お手数ですが、該当される

部署にご転送をお願いいたします。

本件についてのお問い合わせやご意見等がありましたら、下記までお知らせください。
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『民泊環境衛生ノート 2021』に関するアンケート 

以下の設問にお答えいただき、○月○日までに、ファックスでご返送ください。 

FAX 送信先⇒ 048-458-6253 国立保健医療科学院 生活環境研究部 

●『民泊環境衛生ノート 2021』についてお尋ねします。
1．どのような活用の場面・方策があると思いますか。

2．ご感想・ご意見や改善点をお聞かせください。 

●昨年度末にお送りした「住宅宿泊事業における感染症対策に関する啓発リーフレット
（案）」についてお尋ねします。

※昨年度は、保健所生活衛生課宛にリーフレットを送付しております。お受け取りになった
方のみ、ご回答ください。
1．リーフレットを活用しましたか。活用した方はどのように活用したのか、活用しなか
った方は、なぜ活用しなかったのかもお答えください。

２．ご感想・ご意見や改善点をお聞かせください。 
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●住宅宿泊事業・旅館業の 2020 年度の動向についてお尋ねします。当てはまる番号に○を
お付けください。

１．住宅宿泊事業の届出件数は、前年度と比べてどうですか。 

2．旅館業の許可件数は、前年度と比べてどうですか。 

3．住宅宿泊事業の廃業届出件数は、前年度と比べてどうですか。 

4．旅館業の廃業届出件数は、前年度と比べてどうですか。 

5．住宅宿泊事業者・旅館業営業者から、最近の問い合わせ・相談は増えていますか。 

増加と回答された方、どのような問い合わせ・相談内容が多いですか。 

●新型コロナウイルス感染症対策についてお尋ねします。
1．新型コロナウイルス感染症について事業者等からの問い合わせ・相談はありますか。 

⇒「1 ある」と回答された方、主な内容を教えてください。

2．管内の住宅宿泊事業や旅館業等で、新型コロナウイルス感染症の発生（疑いを含む）
がありましたか。 

●ご回答者の自治体・部局名をご記入ください。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

1 大きく増加 2 やや増加 3 変わらない 4 やや減少 5 大きく減少

1 ある 2 ない

1 あった 2 なかった

1 大きく増加 2 やや増加 3 変わらない 4 やや減少 5 大きく減少

1 大きく増加 2 やや増加 3 変わらない 4 やや減少 5 大きく減少

1 大きく増加 2 やや増加 3 変わらない 4 やや減少 5 大きく減少

1 大きく増加 2 やや増加 3 変わらない 4 やや減少 5 大きく減少
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